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【出典】1920年～2020年：総務省統計局「人口推計」、2025年～2070年：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」をもとに作成

※推計値は出生中位（死亡中位）推計による。実績値の1950年～1970年には沖縄県を含まない。
 1945年については、1～15歳を年少人口、16～65歳を生産年齢人口、66歳以上を老年人口としている。
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◆国立社会保障・人口問題研究所の予測では、少子高齢化の進行により、2040年には年少人口が1,142万人、生産年齢人口が
6,213万人まで減少し、我が国の総人口の三分の一以上が65歳以上となる。

（千人）

1,142万人
（10.1%）

3,929万人
（34.8%）

6,213万人
（55.1%）

推計値
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（28.6%）
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（59.5%）

1,503万人
（11.9%）

人口の推移と将来推計
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【出典】国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」をもとに作成

※推計値は出生中位（死亡中位）推計による。
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).令和2年(2020)年は,総務省統計局『令和2年国勢調査 参考表：不詳補完結果』による.

◆国立社会保障・人口問題研究所の予測では、19歳以下の人口は2045年には1,500万人を下回り、2070年には約1,100万人となる。
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【出典】OECD「Looking to 2060：Long-term global growth prospects」をもとに作成

OECD加盟国の生産年齢人口の将来予測

◆ OECDの予測では、2060年には日本の生産年齢人口が51.1％にまで減少し、OECD加盟国中最下位になる。

7



【出典】出入国在留管理庁「令和５年末現在における在留外国人数
について」をもとに作成

【出典】日本政府観光局（JNTO）「訪日外客統計」をもとに作成

在留外国人数と訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移

◆ 2023年の在留外国人数は340万人強となり、過去最高。
◆ 2019年の訪日外国人旅行者数は約3200万人、出国日本人数は約2000万人となり、コロナ禍で激減したものの、 

2023年に急回復。

在留外国人数 訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移
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※推計値は出生中位（死亡中位）推計による。
外国人を含む日本に３か月以上にわたって住んでいる、または住むことになっている総人口から、日本人人口を減じた数を外国人人口とした。

◆国立社会保障・人口問題研究所の予測では、2048年に生産年齢人口における外国人割合が10％を超え、2067年に総人口におけ
る外国人人口が10%を超える。
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生産年齢人口における
外国人割合が10%を

超える(568万人)

【出典】国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」をもとに作成



【出典】経済産業省 第32回 産業構造審議会総会（令和5年8月4日）参考資料2-③ P15
（https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sokai/pdf/032_s02_03.pdf）

世界の不確実性指数の高まり・国際経済秩序の変動
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※主要新聞における政策を巡る不確実性に関する用語の掲載頻度を指数化



世界競争力ランキングにおける日本の順位
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※世界競争力は経済状況、政府効率性、ビジネス効率性、インフラに関する統計データや経営層を対象としたアンケートデータから算出。

（位）

◆ 1990年代中頃まで日本の世界競争力は5位以内だったが、1990年代後半から順位を落としており、2023年は
1989年以降最低の35位となった。

11【出典】IMD「World Competitiveness Ranking」をもとに作成



（ドル）

【出典】公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較2023」をもとに作成
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（計算式）
労働生産性＝GDP（付加価値）／就業者数（または就業者数×労働時間）

OECD加盟諸国の一人当たり労働生産性（2022年）

◆ 2022年の日本の就業者一人当たりの労働生産性は85,329ドルであり、OECD加盟38か国中31位、
米国の約54％にとどまっている。
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【出典】World Bank「World Development Indicators」、OECD「The Long Game: Fiscal Outlooks to 2060 Underline Need for Structural Reform」をもとに作成
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◆ 世界のGDPに占める日本の割合は2020年時点で約５％であり、中国や米国と比べて大幅に低く、将来的にも
低下することが見込まれる。
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【出典】人生100年時代構想会議
リンダ・グラットン氏提出資料(仮訳)(抜粋)

指摘されている様々な社会変化の例

Society5.0 人生100年時代 「ウェルビーイング」の在り方

14

【出典】内閣府（https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/society5_0.pdf）

【出典】文部科学省「教育振興基本計画（リーフレット）」

【出典】国例連合広報センターHP（https://www.unic.or.jp/files/sdg_poster_ja_2021.pdf） 



【出典】日本経済新聞「中途採用比率、最高37% 7年で2倍に今年度、本社調査 日本型雇用に変革迫る
（2023年4月20日 2:00）
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【出典】田中博秀『現代雇用論』日本労働協会、1980年、378頁・小熊英二『日本社会のしくみ 雇用・教育・福
祉の歴史社会学』講談社現代新書、2019年、103頁をもとに作成

労働市場の流動化

◆ ジョブ型雇用（※）が増加し、労働市場は流動化。
◆ 中途採用の割合は増加傾向にある。
（※）企業が人材を採用する際に職務内容を明確に定義して雇用契約を結び、労働時間ではなく職務や役割で評価する雇用システムのこと。日本型のメンバーシップ型雇用は

 労働時間や職務内容を明確な形では定義せず、「人に仕事をつける」仕組である一方、ジョブ型雇用は「仕事に人をつける」制度とも言われる。
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16

2022年新入社員「今の会社であと何年ぐらい働くと思いますか？」

10年以内
51%

【出典】マイナビ転職 キャリアトレンド研究所 （mynavi.jp 2022/08/04）
（https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/careertrend/11/）
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ウェルビーイングの向上について（第４期教育振興基本計画参考資料）

ウェルビーイングとは

〇 身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる

持続的な幸福を含む概念。

〇 多様な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態

にあることも含む包括的な概念。

なぜウェルビーイングが求められるのか

〇 経済先進諸国において、ＧＤＰに代表される経済的な豊かさのみならず、精神的な豊かさや健康までを含めて幸福や生きがいを

捉える考え方が重視されてきている。

〇 ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の「Learning Compass2030（学びの羅針盤2030）」では、個人と社会のウェルビーイングは

「私たちが望む未来（Future We Want）」であり、社会のウェルビーイングが共通の「目的地」とされている。

日本発・日本社会に根差したウェルビーイングの向上

個人が獲得・達成する能力や状態
に基づくウェルビーイング

（獲得的要素）

人とのつながり・関係性に
基づくウェルビーイング
（協調的要素）

・自己肯定感

・自己実現 など

・利他性

・協働性

・社会貢献意識 など

両者を調和ある形で一体的に
向上させていくことが重要

⇒日本の特徴・良さを生かし、「調和と協調（Balance and Harmony）」に基づくウェルビーイングを日本発で国際発信

【例：インドネシアG20教育大臣会合・議長サマリー】

（略）to work towards the achievement of balanced and harmonious oriented well-being and universal quality education by 2030. 

日本の社会・文化的背景を踏まえ、我が国においては、自己肯定感や自己実現などの獲得的な要素と、人とのつながりや利他性、社会貢献意識などの

協調的な要素を調和的・一体的に育み、日本社会に根差した「調和と協調」に基づくウェルビーイングを教育を通じて向上させていくことが求められる。
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教育とウェルビーイング

幸福感
（現在と将来、

自分と周りの他者）
学校や地域での

つながり
協働性

利他性多様性への理解
サポートを受けら

れる環境

社会貢献意識自己肯定感

自己実現
（達成感、キャリ

ア意識等）

心身の健康

安全安心な環境

個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実

－子供たちの多様な状況に応じた学習者主体
の学び、多様な他者と協働した学び

ーきめ細やかな指導を通じた確かな学力の育成

多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂による
共生社会の実現に向けた学び・生徒指導

ー特別支援教育、いじめ・不登校対応 等

地域や家庭で共に学び合う環境整備

ーコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

―社会教育を通じた地域コミュニティ形成

キャリア教育・職業教育、課題解決型学習

－社会的・職業的自立に向けたキャリア発達

－地域や社会の課題解決型学習

グローバル社会における国際交流活動

－海外留学推進、外国人留学生受入れ

－地域社会の国際化、多文化共生

豊かな心・健やかな体の育成、安全・安心

－道徳教育、体験活動、学校保健の推進

－学校施設の整備、学校安全の推進

教育活動全体を通じたウェルビーイングの向上
（各要素を育む教育活動の例）

主観的認識のエビデンス把握

〇自分にはよいところがあると思う

〇将来の夢や目標を持っている

〇授業の内容がよく分かる

〇勉強は好きと思う

〇学級をよくするために互いの意見の良さを生かして解決方法を決める

〇地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う

〇先生は自分のいいところを認めてくれる

〇困りごとや不安がある時に先生や学校にいる大人にいつでも相談できる

〇自分の幸福感

〇友人関係の満足度

〇自分と違う意見について考えるのは楽しい

〇人が困っているときは進んで助けている

（関連する主観的指標）

・不登校やいじめ、貧困など、コロナ禍や社会構造の変化を背景として子供たちの抱える困難が多様化・複雑化する中で、一人一人のウェルビーイングの確保が必要

・子供・若者に、つながりや達成などからもたらされる自己肯定感を基盤として、主体性や創造力を育み、持続可能な社会の創り手の育成を図る必要

・地域における学びを通じて人々のつながりやかかわりを作り出し、共感的・協調的な関係性に基づく地域コミュニティの基盤を形成

（教育に関連するウェルビーイングの要素）

18



教師のウェルビーイング、学校・地域・社会のウェルビーイング

学校

家庭・地域

社会

子供・若者

教師

職員・支援人材

保護者
地域住民

〇教師のウェルビーイング
・職場の心理的安全性
・良好な労働環境
・保護者や地域との信頼関係
・子供の成長実感

社会教育施設

生涯学習・社会教育を
通じた地域コミュニティの基盤

子供・若者⇔学校⇔家庭・地域⇔社会
のウェルビーイングの循環

今の幸せ

将来の幸せ
周囲の

他者の幸せ

社会・地域の幸せ

子供たちのウェルビーイングを高めるためには教師をはじめとする学校全体のウェルビーイングが重要。また、子供たち一人一人のウェルビーイングが、家庭や地
域、社会に広がっていき、その広がりが多様な個人を支え、将来にわたって世代を超えて循環していくという姿の実現が求められる。

その他の留意事項

Q. 協調的幸福を強調すると、横並びの過度な同調主義につながるのではないか。また、自己肯定感の向上が軽視されないか。

A. 本計画に示した協調的幸福については、組織への帰属を前提とした閉じた協調ではなく、共創するための基盤としての協調であり、多様な他者
と協働する開放的な協調であるという考え方に基づくものです。また、本計画において、自己肯定感の向上は引き続き重視しており、獲得的ウェ
ルビーイングと協調的ウェルビーイングの双方がバランスよく育まれることが大切です。

Q. ウェルビーイングと学力はどのような関係に立つのか。

A. ウェルビーイングと学力は対立的に捉えるのではなく、個人のウェルビーイングを支える要素として学力や学習環境、家庭環境、地域とのつながり
などがあり、それらの環境整備のための施策を講じていくという視点が重要です。また、社会情動的スキルやいわゆる非認知能力を育成する視点
も重要です。 19



（参考）OECDによる子供のウェルビーイングの構成要素

〇子供が生活する家庭のウェルビーイングの条件（物質的側面、家庭環境）

・所得と資産 ・仕事と報酬 ・住居 ・環境の質

〇子供に特有のウェルビーイングの条件

・健康状態（乳児死亡率、青少年の自殺率など） ・教育と技能（PISA調査の得点など） ・市民参加（投票の意思など）

・社会と家庭の環境（親とよく話す生徒、学校が好きな生徒など） ・生活の安全（いじめなど） ・主観的幸福（生活満足度）

指標分野 指標 日本の結果

物質的な状況 家庭にインターネット環境がない子どもの割合 中

身体的な健康状況 乳幼児の死亡率 高

認知的・教育状況 10歳程度の子どもの数学・科学のトップ学力層の割合 高

15歳程度の子どもの読解力・数学・科学のトップ学力層の割合 高

高等教育を修了することを希望する子どもの割合 中

子ども・若者のうちニートの割合 高

社会・情緒的な発達の状況 ①自己有用感がある子どもの割合
「困難に直面したとき、たいてい解決策を見つけることができる」

低

②成長意欲がある子どもの割合
「自分の知能は、自分ではほとんど変えることができないものである」

高

③人生に意義や目的を感じている子どもの割合
「自分の人生には明確な意義や目的がある」

低

④全体として人生に満足していると感じている子どもの割合
「全体として、あなたはあなたの最近の生活全般に、どのくらい満足していますか」

低

OECD Child Well-being Dashboardにおける日本の子供たちの状況

※①③は「その通りだ」「全くその通りだ」と回答した割合。②は「その通りでない」「全くその通りでない」と回答した割合。④は「0（全く満足していない）～10（十分に満足している）」の回答結果。

【出典】OECD「Child Well-being Dashboard」、PISA2018生徒質問調査 

国際的な比較調査では我が国の子供たちのウェルビーイングは低いとの傾向が報告されることがある

※自尊心や自己効力感が高いことが人生の幸福をもたらすという獲得的幸福感に基づく尺度

【出典】OECD「How’s Life Measuring Well-being」
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日本  韓国 中国 南ア 豪州 英国 ドイツ スペイン カナダ 米国 メキシコ ブラジル

日本・韓国は人生満足度尺度の得点は低い

ニュー
ジー
ランド

人生の満足感尺度

協調的幸福感尺度を使うと平均値が概ね同じ

日本  韓国 中国 南ア 豪州 英国 ドイツ スペイン カナダ 米国 メキシコ ブラジル
ニュー
ジー
ランド

協調的幸福感尺度

（参考）ウェルビーイングに関する国際比較調査

【項目例】
・私の人生は、とてもすばらしい状態だ。 
・大体において、私の人生は理想に近いものである。
・これまで私は望んだものは手に入れてきた。

【項目例】
・自分だけでなく、身近なまわりの人も楽しい気持ちでいると思う
・大切な人を幸せにしていると思う
・平凡だが安定した日々を過ごしている

【出典】人生の満足感尺度： Diener et al.(1985)、協調的幸福感尺度： Hitokoto & Uchida (2015)、幸福感の国際比較研究：子安ら（2012）

⇒獲得的幸福 ⇒協調的幸福
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２．現行学習指導要領の実施状況等について
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昭和33～
35年改訂

教育課程の基準としての性格の明確化
（道徳の時間の新設、基礎学力の充実、科学技術教育の向上等） （系統的な学習を重視）

（実施）小学校：昭和３６年度、中学校：昭和３７年度、高等学校：昭和３８年度（学年進行）

昭和43～
45年改訂

教育内容の一層の向上（「教育内容の現代化」）
（時代の進展に対応した教育内容の導入） （算数における集合の導入等）

（実施）小学校：昭和４６年度、中学校：昭和４７年度、高等学校：昭和４８年度（学年進行）

昭和52～
53年改訂

ゆとりある充実した学校生活の実現＝学習負担の適正化
（各教科等の目標・内容を中核的事項に絞る）

（実施）小学校：昭和５５年度、中学校：昭和５６年度、高等学校：昭和５７年度（学年進行）

平成元年
改訂

社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成
（生活科の新設、道徳教育の充実）

（実施）小学校：平成４年度、中学校：平成５年度、高等学校：平成６年度（学年進行）

平成10～
11年改訂

基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成
（教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新設）

（実施）小学校：平成１４年度、中学校：平成１４年度、高等学校：平成１５年度（学年進行）

平成１５年
一部改正

学習指導要領のねらいの一層の実現（例：学習指導要領に示していない内容を指導できることを明確
化、個に応じた指導の例示に小学校の習熟度別指導や小・中学校の補充・発展学習を追加）

平成20～
21年改訂

「生きる力」の育成、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成のバランス
（授業時数の増、指導内容の充実、小学校外国語活動の導入）

（実施） 小学校：平成２３年度、中学校：平成２４年度、高等学校：平成２５年度（年次進行）
※小・中は平成２１年度、高は平成２２年度から先行実施

平成２７年
一部改正

道徳の「特別の教科」化 「答えが一つではない課題に子供たちが道徳的に向き合い、考え、議論す
る」道徳教育への転換（実施）小学校：平成３０年度、中学校：令和元年度

平成29～
30年改訂

「生きる力」の育成を目指し資質・能力を三つの柱(※)で整理、社会に開かれた教育課程の実現
※「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」 （「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）の
視点からの授業改善、カリキュラム・マネジメントの推進、小学校外国語科の新設等）

(実施)小学校：令和2年度、中学校：令和3年度、高等学校：令和4年度(年次進行)※小・中は平成30年度、高は令和元年度から先行実施

学習指導要領の変遷
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主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

現行学習指導要領の考え方

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など、新しい時代に求
められる資質･能力を育成

知識の量を削減せず、質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共」の
新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を構造
的に示す

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成

生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養
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「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行うことで、学校教育における質の高い学びを実現し、学習
内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び続けるようにすること

学びを人生や社会に
生かそうとする

学びに向かう力・
人間性等の涵養

生きて働く
知識・技能の

習得

未知の状況にも
対応できる

思考力･判断力･表現力
等の育成

【主体的な学び】の視点
学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャ
リア形成の方向性と関連付けながら、見通し
を持って粘り強く取り組み、自己の学習活動
を振り返って次につなげる「主体的な学び」
が実現できているか。

【対話的な学び】の視点
子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先
哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己
の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できて
いるか。

【深い学び】の視点
習得・活用・探究という学びの過程の中で、各

教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ
ながら、知識を相互に関連付けてより深く理解し
たり、情報を精査して考えを形成したり、問題を
見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に
創造したりすることに向かう「深い学び」が実現
できているか。

主体的・対話的で深い学びの実現
（「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善）について（イメージ）
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○ 学校教育法（昭和22年法律第26号）

第３０条 （略） 

② 前項の場合においては，生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，①基礎的な知識

及び技能を習得させるとともに，②これらを活用して課題を解決するために必要な思考

力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，③主体的に学習に取り組む態度を養うこ

とに，特に意を用いなければならない。 

○ 中学校学習指導要領（平成29年文部科学省告示第64号）前文

教育課程を通して，これからの時代に求められる教育を実現していくためには，よりよ

い学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し，それぞれの

学校において，必要な学習内容をどのように学び，どのような資質・能力を身に付けられ

るようにするのかを教育課程において明確にしながら，社会との連携及び協働によりそ

の実現を図っていくという，社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。

資質・能力の３つの柱と社会に開かれた教育課程

資質・能力の３つの柱に関する関連条文

「社会に開かれた教育課程」について
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平成２８年中教審
答申では、「見方・考
え方」（各教科等の
特質に応じた物事を
捉える視点や考え
方）を教科等別に整
理している。

【出典】「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について

（平成28年12月21日 中央教育審議会答申）」 別紙１

各教科等の特質に応じた見方・考え方
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Q 課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいましたか。

28

小学校 中学校

当
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

当
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

当
て
は
ま
ら
な
い

当
て
は
ま
ら
な
い

平均正答率
国語 算数 国語 数学

63.3

53.1

40.7

32.5

65.7

58.7

49.2

42.3

71.1

63.1

54.5
47.0

74.0

67.6

60.0

52.2

「主体的・対話的で深い学び」に取り組む子供は
平均正答率が高い傾向

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）」をもとに作成



33.4

16.3

9.0

26.6

25.6

17.4

22.7

29.3

28.8

9.2

16.3

22.0

8.0

12.5

22.6

30.1

15.7

9.5

31.3

28.0

20.5

21.9

30.1

31.2

10.3

15.8

20.7

6.3

10.2

18.0

各
教
科
等
で
身
に
付
け
た
こ
と
を
、

様
々
な
課
題
の
解
決
に
生
か
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
機
会
を
設
け
た

32.6

16.6

8.8

34.5

33.4

23.7

22.5

32.1

35.6

9

15.7

25.9

1.2

2.1

6.0

31.2

15.9

10.6

38.3

35.5

26.9

21.2

31.2

33.0

8.6

15.4

22.6

0.6

1.9

6.7

自分の考えをまとめ、発表・表現する場面でのPC・タブレットなどの使用頻度

小学校 中学校

学
級
や
グ
ル
ー
プ
で
課
題
を
設
定
し
、

そ
の
解
決
に
向
け
て
話
合
い
、
ま
と

め
、
発
表
す
る
な
ど
の
学
習
活
動
を

行
っ
た よく行った

どちらかといえば
行った

あまり行わなかった
/全く行わなかった

ほぼ毎日 週3回以上 週1回以上月1回以上
月1回未満

よく行った

どちらかといえば
行った

あまり行わなかった
/全く行わなかった

29

児童生徒がやりとりする場面でのPC・タブレットなどの使用頻度

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を行っている
学校ほどICT機器を活用している傾向

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）」をもとに作成



ICT機器を活用することで、自分のペースで理解しながら学習を進めることが
できると思いますか。〔28-1〕

学
習
し
た
内
容
に
つ
い
て
、
分
か
っ
た
点
や
、
よ

く
分
か
ら
な
か
っ
た
点
を
見
直
し
、
次
の
学
習
に

つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
。
〔
34

〕

① 分からなかった点を見直し次の学習につなげた

×ICT活用で自分のペースで学習

0.315 0.235小学校 中学校

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない そう思わない

ICT機器を活用することで、自分の考えや意見を分かりやすく伝えることがで
きると思いますか。〔28-5〕

授
業
で
は
、
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
自
分
で
考
え
、

自
分
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
か
。
〔
30

〕

③ 課題の解決に向けて自分から取り組んだ

×ICT活用で考えや意見を分かりやすく伝えられる

0.322 0.250小学校 中学校

画像や動画、音声等を活用することで、学習内容がよく分かると思いますか。〔28-4〕

授
業
で
学
ん
だ
こ
と
を
、
次
の
学
習
や
実
生
活
に

結
び
つ
け
て
考
え
た
り
、
生
か
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
。
〔
35

〕

0.295 0.259小学校 中学校

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない そう思わない

ICT機器を活用することで、友達と考えを共有したり比べたりしやすくなると
思いますか。〔28-6〕

学
級
の
友
達
（
生
徒
）
と
の
間
で
話
し
合
う
活
動
を
通

じ
て
、
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
、
新
た
な
考
え
方
に

気
付
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
か
。
〔
33

〕

④ 話し合う活動

×ICT活用で友達と考えを共有・比較できる

0.364 0.323小学校 中学校

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない そう思わないとてもそう思う そう思う あまりそう思わない そう思わない

63.7 

34.7 

20.9 

17.4 

29.3 

52.3 

46.6 

29.0 

5.7 

11.2 

26.9 

29.8 

1.4 

1.7 

5.6 

23.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまる

（40.1万人）

どちらかと

いえば、

当てはまる

（43.4万人）

どちらかと

いえば、

当てはまらない

（10.2万人）

当てはまらない

（2.3万人）

61.4 

31.8 

21.0 

18.2 

30.2 

55.5 

51.1 

36.8 

6.0 

10.2 

21.9 

25.6 

1.6 

1.8 

5.1 

18.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまる

（33.0万人）

どちらかと

いえば、

当てはまる

（44.9万人）

どちらかと

いえば、

当てはまらない

（8.8万人）

当てはまらない

（2.1万人）

② 授業で学んだことを実生活等に生かすことができる

× 動画等の活用で学習内容がよく分かる

17.1

16.4

27.9

53.6

24.1

44.2

53.6

34.6

28.4

33.2

16.3

9.5

30.2

6.2

2.1

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまらない

（2.4万人）

どちらかと

いえば、

当てはまらない

（15.0万人）

どちらかと

いえば、

当てはまる

（50.7万人）

当てはまる

（28.7万人）

17.4

17.4

25.6

48.5

30.7

48.4

54.2

35.7

26.8

28.0

16.8

11.8

23.9

5.3

2.6

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまらない

（2.3万人）

どちらかと

いえば、

当てはまらない

（15.1万人）

どちらかと

いえば、

当てはまる

（48.0万人）

当てはまる

（24.7万人）

29.8

29.9

40.3

65.4

31.6

48.7

50.8

29.0

20.4

18.2

7.8

4.4

18.2

3.2

1.1

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまらない

（2.7万人）

どちらかと

いえば、

当てはまらない

（12.9万人）

どちらかと

いえば、

当てはまる

（46.2万人）

当てはまる

（34.9万人）

29.8

29.2

37.6

63.6

37.9

52.5

53.3

29.6

17.7

14.8

7.3

4.7

13.8

2.8

1.2

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまらない

（3.1万人）

どちらかと

いえば、

当てはまらない

（14.9万人）

どちらかと

いえば、

当てはまる

（46.5万人）

当てはまる

（24.9万人）

20.3

18.4

27.1

53.3

31.9

53.0

60.7

39.1

26.8

24.8

10.7

6.0

20.9

3.8

1.5

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまらない

（3.0万人）

どちらかと

いえば、

当てはまらない

（15.4万人）

どちらかと

いえば、

当てはまる

（47.3万人）

当てはまる

（31.0万人）

19.2

18.1

23.8

46.8

35.5

52.8

58.6

39.1

26.3

24.5

14.9

10.8

18.3

4.2

2.3

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまらない

（2.9万人）

どちらかと

いえば、

当てはまらない

（16.2万人）

どちらかと

いえば、

当てはまる

（45.9万人）

当てはまる

（24.6万人）

「主体的・対話的で深い学び」に取り組む子供ほど
ICT活用に効力感

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）」をもとに作成 30



先生は、あなたのよいところを認めてくれると思いますか。〔10〕

IC
T

機
器
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で

理
解
し
な
が
ら
学
習
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
か
。
〔
28-

1

〕

① ICT活用で自分のペースで学習

× 先生が良いところを認めてくれる

0.223 0.189小学校 中学校

学校に行くのは楽しいと思いますか。〔16〕

IC
T

機
器
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
楽
し
み
な
が
ら
学

習
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
か
。

〔
28‐

3

〕

0.243 0.225小学校 中学校

②ICT活用で楽しみながら学習

× 学校に行くのは楽しい

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらな
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①～➂について、SESごとに相関係数を見ると、低
SES層（本が０～25冊）のグループが最も相関係数が高い。

自分と違う意見について考えるのは楽しいと思いますか。〔17〕
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③ ICT活用で友達と考え共有・比較

× 自分と違う考えについて考えるのは楽しい
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① ② ③

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

全体 0.223 0.189 0.243 0.225 0.283 0.222

0～25冊 0.243 0.206 0.264 0.238 0.302 0.246

26～100
冊

0.216 0.183 0.234 0.221 0.276 0.214

101冊以上 0.205 0.174 0.225 0.212 0.261 0.200

（児童生徒）
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特に低SES層で顕著

ICT活用の効力感を持つ子供は
自己有用感・幸福感・自分と異なる意見への受容性が高い

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）」をもとに作成



資質・能力の育成、授業改善の取組の実現状況

◆ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得やICTを活用した授業改善等は、「十分実現できている」または「どちらかといえば実現
できている」と約９割が回答したが、思考力、判断力、表現力等の育成や、問題発見・解決能力の育成については、「どちらかと
いえば実現できていない」または「ほとんど実現できていない」と回答している割合が他の項目に比べて高い。

あなたの学校では、次の各項目について、どの程度実現できていると思いますか。
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【出典】国立教育政策研究所「令和４年度小学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」

 「令和５年度中学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」



学習指導要領の趣旨・内容の実現に向けて取り組んだことによる変容

◆ 学習指導要領の趣旨・内容の実現に向けて取り組んだことにより、教員の授業改善の意識の向上につながった
と約９割が回答した。

学習指導要領の趣旨・内容の実現に向けて取り組んだことによってどのような変容がありましたか。
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【出典】国立教育政策研究所「令和４年度小学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」

 「令和５年度中学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」



学習指導要領の趣旨・内容の実現に向けた課題

◆ 学習指導要領の趣旨・内容の実現に向けて課題となっていることとして、教職員の多忙化や必要な人員の確保
等の回答が多く挙げられた。

あなたの学校では、学習指導要領の趣旨・内容の実現に向けて課題となっているのはどのようなことですか。
※学校調査（小学校・中学校）と教師調査（小学校）の回答比較
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項　　　　 　 目 小学校 中学校 小学3年担任小学4年担任小学5年担任小学6年担任

教職員の多忙化 73.1% 78.3% 72.2% 72.7% 72.3% 72.0%
必要な人員の確保（支援員など） 72.4% 62.1% 63.1% 62.5% 63.4% 61.8%
教職員の研修時間の確保 57.2% 51.3% 45.8% 47.6% 47.4% 48.5%
教員の指導力向上 49.0% 47.8% 55.5% 50.5% 50.2% 49.1%
特別な配慮を必要とする児童・生徒（障害のある児童・生徒）への指導体制 45.0% 35.0% 42.1% 40.1% 40.0% 30.9%
保護者への対応 34.8% 34.1% 39.1% 39.0% 40.8% 37.2%
特別な配慮を必要とする児童・生徒（日本語の習得に困難のある児童・生徒、不登校児童・生徒等）への指導体制 32.9% 34.4% 23.6% 25.6% 26.3% 21.8%
新型コロナウイルス感染症への対応 30.3% 3.6% 32.0% 29.7% 31.8% 29.8%
教材や学習活動に照らした評価方法の開発・改善 27.4% 35.4% 22.1% 20.2% 22.3% 18.1%
教育課程の編成・実施・評価・改善のサイクルの定着 23.8% 28.3% 24.8% 22.0% 21.4% 20.9%
外部人材・機関との連携 22.3% 22.0% 15.0% 12.4% 11.0% 11.1%
学習指導要領の趣旨に対する教職員の理解 20.9% 25.2% 30.2% 30.4% 29.7% 27.7%
記録や報告書等の文書作成・管理 20.2% 19.0% 29.4% 27.1% 30.4% 29.0%
教育環境、教材・教具の整備 19.8% 22.4% 29.9% 29.2% 29.7% 24.3%
通信ネットワーク環境の整備 18.4% 24.8% 19.1% 17.2% 20.2% 17.8%
学習評価の基本的な方針の策定・改善 16.8% 23.9% 18.5% 17.4% 17.4% 17.6%
本校で育成を目指す資質・能力の明確化 15.2% 15.2% 30.4% 26.1% 26.0% 21.7%
研究・研修など校内の組織的な体制 12.8% 20.9% 16.0% 14.0% 13.7% 13.9%
教職員間のコミュニケーションや協働 12.7% 18.7% 15.5% 11.1% 4.6% 14.6%
授業時数の確保 9.8% 18.4% 21.3% 17.8% 28.7% 18.9%
教職員の学校の経営方針への理解・協力 9.5% 12.9% 11.6% 8.2% 10.7% 9.0%
管理職のリーダーシップ 5.0% 8.0% 13.7% 9.1% 11.9% 8.3%
その他 1.0% 1.4% 1.5% 0.9% 0.7% 2.3%
特に課題となっていることはない 0.2% 0.3% 1.0% 0.7% 0.7% 0.6%

【出典】国立教育政策研究所「令和４年度小学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」
 「令和５年度中学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」



学習指導要領の改善事項に関して、学校での教育課程や学習指導の改善に与えた効果

◆ 「主体的・対話的で深い学びの視点を示したこと」や「目標・内容を資質・能力の三つの柱で整理し示したこと」について、約９割が効果的だった
と回答し、学習指導要領に示す理念は、学校における教育課程や学習指導の改善等に良い効果を与えたとの回答が多くみられる。

今回の学習指導要領の改善事項に関して、あなたの学校での教育課程や学習指導の改善に与えた効果
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【出典】国立教育政策研究所「令和４年度小学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」

 「令和５年度中学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」



全国学力・学習状況調査における都道府県・指定都市の状況

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査報告書」

◆ 各都道府県・指定都市（公立）の状況については、平均正答率を見ると、全ての都道府県・ 指定都市が平均正答率
の±10％の範囲内であり、大きな差は見られない。

※都道府県は指定都市を除く。全国（公立）の平均正答率は整数値で表示している。

小学校国語 中学校国語

小学校算数 中学校数学
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OECD生徒の学習到達度調査（PISA）の結果における平均得点及び順位の推移

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「OECD生徒の学習到達度調査 PISA2022のポイント」

※PISA調査：OECDが15歳児（我が国では高校1年生）を対象に実施

◆ 数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシー3分野全てにおいて世界トップレベル。前回2018年調査から、OECDの平均
得点は低下した一方、日本は3分野全てにおいて前回調査より平均得点が上昇。
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OECD生徒の学習到達度調査（PISA）の結果における習熟度レベルの変化

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「OECD生徒の学習到達度調査 PISA2022のポイント」

◆ 読解力、科学的リテラシーにおいて低得点層（習熟度レベル1以下）の割合が有意に減少し、数学的リテラシー、科学的
リテラシーにおいて高得点層（習熟度レベル5以上）の割合が有意に増加した。

読解力 数学的リテラシー 科学的リテラシー
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３．顕在化している課題等について
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子供の幸福度（精神的幸福度、身体的健康、学力・社会的スキル）

【出典】ユニセフ・イノチェンティ研究所「レポートカード16
－子どもたちに影響する世界：先進国の子どもの幸福
度を形作るものは何か」

総合順位 国 精神的幸福度（※１） 身体的健康（※２） スキル（※３）

1 オランダ 1 9 3

2 デンマーク 5 4 7

3 ノルウェー 11 8 1

4 スイス 13 3 12

5 フィンランド 12 6 9

6 スペイン 3 23 4

7 フランス 7 18 5

8 ベルギー 17 7 8

9 スロベニア 23 11 2

10 スウェーデン 22 5 14

11 クロアチア 10 25 10

12 アイルランド 26 17 6

13 ルクセンブルク 19 2 28

14 ドイツ 16 10 21

15 ハンガリー 15 21 13

16 オーストリア 21 12 17

17 ポルトガル 6 26 20

18 キプロス 2 29 24

19 イタリア 9 31 15

20 日本 37 1 27

21 韓国 34 13 11

22 チェコ 24 14 22

23 エストニア 33 15 16

24 アイスランド 20 16 34

25 ルーマニア 4 34 30

26 スロバキア 14 27 36

27 英国 29 19 26

28 ラトビア 25 24 29

29 ギリシャ 8 35 31

30 カナダ 31 30 18

31 ポーランド 30 22 25

32 オーストラリア 35 28 19

33 リトアニア 36 20 33

34 マルタ 28 32 35

35 ニュージーランド 38 33 23

36 米国 32 38 32

37 ブルガリア 18 37 37

38 チリ 27 36 38

（※１）精神的幸福度
・生活満足度が高い１５歳の割合
・１５～１９歳の自殺率

（※２）身体的健康
・５～１４歳の死亡率
・５～１９歳の過体重／肥満の割合

（※３）スキル
・数学・読解力で基礎的習熟度に達している
１５歳の割合

・社会的スキルを身に付けている１５歳の割合
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【出典】文部科学省「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」、文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（令和５年度）」、
文部科学省「学校基本調査（令和５年度）」、文部科学省「令和４年度通級による指導実施状況調査結果」をもとに作成

H1           R5

約1.5倍増加

特別支援学校に在籍する児童生徒数
（公立特別支援学校）

54,453 82,586

H13           R5

約3.1倍増加

日本語指導が必要な児童生徒数
（公立小中学校）

20,135 62,099

H1           R5

約4.6倍増加

特別支援学級に在籍する児童生徒数
（公立小中学校）

80,455 368,433

H5           R4

約16.0倍増加

通級による指導を受けている
児童生徒数（公立小中学校）

12,259 196,083

H3         R5

約5.1倍増加

不登校児童生徒数
（公立小中学校）

66,525 336,423

H9 R5

約4.6倍増加

暴力行為の発生件数
（公立小中学校）

23,017 100,304

H19         R5

約1.2倍増加

不登校生徒数
（公立高等学校）

40,495 50,075

H13           R5

約4.9倍増加

日本語指導が必要な生徒数
（公立高等学校）

1,136 5,573

H30           R4

約4.7倍増加

通級による指導を受けている
生徒数（公立高等学校）

431 2,013

学校が抱える様々な教育課題の状況
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（人） （人）

小学校

130,370 

中学校

216,112 

計

346,482 

0

50,000
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150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

小学校

21.4

中学校

67.1

計

37.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

小学校
25,864 27,583 30,448 35,032 44,841 53,350 63,350 81,498 105,112 130,370

3.9 4.2 4.7 5.4 7.0 8.3 10.0 13.0 17.0 21.4

中学校
97,033 98,408 103,235 108,999 119,687 127,922 132,777 163,442 193,936 216,112

27.6 28.3 30.1 32.5 36.5 39.4 40.9 50.0 59.8 67.1

計
122,897 125,991 133,683 144,031 164,528 181,272 196,127 244,940 299,048 346,482

12.1 12.6 13.5 14.7 16.9 18.8 20.5 25.7 31.7 37.2

小・中学校における不登校の状況

◆ 小・中学校における長期欠席者のうち、不登校児童生徒数は346,482人（前年度299,048人）であり、児童生徒
1,000人当たりの不登校児童生徒数は37.2人（前年度31.7人）。

◆ 不登校児童生徒数は1１年連続で増加し、過去最多となっている。

不登校児童生徒数（上段）と1,000人当たりの不登校児童生徒数（下段）

不登校児童生徒数の推移 （1,000人当たり不登校児童生徒数）不登校児童生徒数の推移

【出典】文部科学省「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」 42



※ 「長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した不登校児童生徒全員につき，当てはまるものをすべて回答。
※ 下段は、不登校児童生徒数に対する割合。
※ 「個別の配慮（障害（疑い含む）以外）についての求めや相談があった。」は、障害（疑い含む）に起因する特別な教育的支援以外の個別
の配慮を指す。
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小学校 130,370 

2,350 14,951 5,735 19,124 2,622 4,288 12,130 22,116 31,937 2,992 42,014 29,549 11,454 11,096 

1.8% 11.5% 4.4% 14.7% 2.0% 3.3% 9.3% 17.0% 24.5% 2.3% 32.2% 22.7% 8.8% 8.5%

中学校 216,112 

2,113 31,021 4,548 33,423 4,223 9,693 12,822 20,854 47,701 8,630 69,617 50,643 12,676 11,871 

1.0% 14.4% 2.1% 15.5% 2.0% 4.5% 5.9% 9.6% 22.1% 4.0% 32.2% 23.4% 5.9% 5.5%

合計 346,482 

4,463 45,972 10,283 52,547 6,845 13,981 24,952 42,970 79,638 11,622 111,631 80,192 24,130 22,967 

1.3% 13.3% 3.0% 15.2% 2.0% 4.0% 7.2% 12.4% 23.0% 3.4% 32.2% 23.1% 7.0% 6.6%

不登校児童生徒について把握した事実

【出典】文部科学省「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」 43



※ 上段は認知件数、下段は1,000人当たりの認知件数

（件）

● 小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの

認知件数は732,568件（前年度681,948件）であり、

前年度に比べ50,620件（7.4％）増加している。

● 児童生徒1,000人当たりの認知件数は57.9件

（前年度53.3件）である。

● 年度末時点でのいじめの状況について、

解消しているものは567,710件（77．5％）であった。

（２２.4％）

（77.5％）

（0.2％）

591 718 946 
その他

1,187 

21,484 121,479 
155,229 

解消に向けて取組中

163,671 

163,728 

493,154 

525,773 

解消しているもの

567,710 

小学校

588,930 

中学校

122,703 

高等学校

17,611 

全校種・計

732,568 
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600,000

700,000

800,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 H25 R3 R4 R5

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

小学校
118,748 122,734 151,692 237,256 317,121 425,844 484,545 420,897 500,562 551,944 588,930

17.8 18.6 23.2 36.5 49.1 66.0 75.8 66.5 79.9 89.1 96.5

中学校
55,248 52,971 59,502 71,309 80,424 97,704 106,524 80,877 97,937 111,404 122,703

15.6 15.0 17.1 20.8 24.0 29.8 32.8 24.9 30.0 34.3 38.1

高等学校
11,039 11,404 12,664 12,874 14,789 17,709 18,352 13,126 14,157 15,568 17,611

3.1 3.2 3.6 3.7 4.3 5.2 5.4 4.0 4.4 4.9 5.5

特別支援
学校

768 963 1,274 1,704 2,044 2,676 3,075 2,263 2,695 3,032 3,324

5.9 7.3 9.4 12.4 14.5 19.0 21.7 15.9 18.4 20.7 22.3

計
185,803 188,072 225,132 323,143 414,378 543,933 612,496 517,163 615,351 681,948 732,568

13.4 13.7 16.5 23.8 30.9 40.9 46.5 39.7 47.7 53.3 57.9

いじめの状況

いじめの解消状況の推移（各年度末時点）いじめの認知件数の推移

【出典】文部科学省「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」 44



※ 本調査は、学級担任等による回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる判断や医師による診断によるものではない。
    従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒数の割合を示すものではなく、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意する必要がある。

調査対象地域・学校等
全国の公立の小学校・中学校・高等学校の通常の学級に在籍する児童生徒
※高等学校は全日制又は定時制に在籍する１～３年生を対象
・学校を市郡規模と学校規模で層化し、小学校・中学校・高等学校それぞれ600校を抽出
・抽出された学校の各学年において、1学級を無作為抽出
・抽出された学級において、原則、小学校・中学校においては10名（男女それぞれ５名ずつ）、高等学校は20名(男女それぞれ10名ずつ)を無作為抽出

対象児童生徒数88,516人（小学校：35,963人，中学校：17,988人，高等学校：34,565人）のうち、74,919人回収（回収率 84.6％）回収数及び回収率

調査対象の学級担任等が記入し、特別支援教育コーディネーター又は教頭（副校長）のいずれかによる確認の後、校長の了解
の下で回答。（学級担任等が判断に迷う場合には校内委員会や教務主任・教科担任などに相談可能）

調査回答者等

質問項目
Ⅰ．児童生徒の困難の状況
  学習面（「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」）
行動面（「不注意」「多動性－衝動性」「対人関係やこだわり等」）

Ⅱ．児童生徒の受けている支援の状況

＜調査概要＞

令和４年 小学校・中学校 高等学校
※１

学習面又は行動面で著しい困難を示す 8.8% 2.2%

学習面で著しい困難を示す 6.5% 1.3%

「聞く」又は「話す」に著しい困難を示す 2.5% 0.5%

「読む」又は「書く」に著しい困難を示す 3.5% 0.6%

「計算する」又は「推論する」に著しい困難を示す 3.4% 0.6%

行動面で著しい困難を示す 4.7% 1.4%

「不注意」又は「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 4.0% 1.0%

「不注意」の問題を著しく示す 3.6% 0.9%

「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 1.6% 0.2%

「対人関係やこだわり等」の問題を著しく示す 1.7% 0.5%

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.3% 0.5%

（参考）過去の調査結果
※2

H24 H14

学習面又は行動面で著しい困難を示す 6.5% 6.3%

学習面で著しい困難を示す 4.5% 4.5%

「聞く」又は「話す」に著しい困難を示す 1.7% 1.1%

「読む」又は「書く」に著しい困難を示す 2.4% 2.5%

「計算する」又は「推論する」に著しい困難を示す 2.3% 2.8%

行動面で著しい困難を示す 3.6% 2.9%

「不注意」又は「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 3.1% 2.5%

「不注意」の問題を著しく示す 2.7% 1.1%

「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 1.4% 2.3%

「対人関係やこだわり等」の問題を著しく示す 1.1% 0.8%

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 1.6% 1.2%

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒

【出典】文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)」

※１ 高等学校については令和４年のみ調査。 ※２ 平成14年調査及び平成24年調査は、小学校・中学校のデータ。
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家にある本の冊数が
少なく学力の低い
傾向が見られる子供

12.5人
(35.6％)

特異な才能の
ある子供

0.8人
(2.3％)

日本語を家で
あまり話さない子供

1.0人
(2.9％)

学習面又は行動面で
著しい困難を示す子供

3.6人
(10.4％)

不登校

0.7人
(2.1％)

不登校
傾向

4.1人
(11.8％)

【出典】内閣府 総合科学技術・イノベーション会議『Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ』をベースに更新
※１ 日本には定義がないため、IQ130以上を仮定し、 知能指数のベルカーブの正規分布を元に算出。子供の吹き出しは、文部科学省 

特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議アンケートを参考に編集。 
※２ 文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（令和４年）」

        ※３ 文部科学省「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」
 ※４ 日本財団「不登校傾向にある子どもの実態調査（2018年1２月）」
※５ 文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査」
※６ 文部科学省・国立教育政策研究所「令和３年度全国学力・学習状況調査」

（日本財団調査）

小学校35人学級における多様性

※１

※２

※３
※４

※５

※６
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家にある本の冊数が
少なく学力の低い
傾向が見られる子供

15.7人
(39.2％)

特異な才能の
ある子供

0.9人
(2.3％)

日本語を家で
あまり話さない子供

1.3人
(3.2％)

学習面又は行動面で
著しい困難を示す子供

2.2人
(5.6％)

不登校

2.7人
(6.7％)

不登校
傾向

4.1人
(10.2％)

（日本財団調査）

中学校40人学級における多様性

【出典】内閣府 総合科学技術・イノベーション会議『Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ』をベースに更新
※１ 日本には定義がないため、IQ130以上を仮定し、 知能指数のベルカーブの正規分布を元に算出。子供の吹き出しは、文部科学省 

特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議アンケートを参考に編集。 
※２ 文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（令和４年）」

        ※３ 文部科学省「令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」
 ※４ 日本財団「不登校傾向にある子どもの実態調査（2018年1２月）」
※５ 文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査」
※６ 文部科学省・国立教育政策研究所「令和３年度全国学力・学習状況調査」

※１

※２

※３
※４

※5

※6
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とてもあてはまる

＋少しあてはまる

授業は、友達と一緒に学ぶことができて楽しいと思う 84.1%

授業で学ぶことが、将来役に立つと思う 73.8%

授業で学ぶ内容は面白いと思う 67.3%

授業で学ぶことが、自分の毎日の生活と

結びついていると思う
66.7%

授業の内容が難しすぎると思う 30.6%

授業の進み方がはやすぎると思う 19.3%

授業の内容が簡単すぎると思う 15.4%

授業の進み方がおそすぎると思う 12.8%
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20.9%

20.6%

15.2%

21.3%

28.6%

20.7%

16.5%

19.8%

18.1%

16.3%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とてもあてはまる 少しあてはまる どちらでもない

あまりあてはまらない まったくあてはまらない

※回答割合が10％未満の場合は数値の記載を省略。

児童生徒が学校で受けている授業に関して思うこと

◆ 8割以上の児童生徒が、授業は、友達と一緒に学ぶことができて楽しいと感じている一方で、約3割の児童生徒が、授業の
内容が難しすぎると感じている。

◆ 授業の進度が早すぎる・遅すぎる、授業の内容が簡単すぎると感じている児童生徒はいずれも2割未満である。

【出典】文部科学省「義務教育に関する意識に係る調査」（令和５年12月公表）

あなたが普段学校で受けている授業に関して思うことについて、それぞれあてはまるものを1つ選んでください。



67.6

44.6

37.2

33.1

15.5

自分の好きなこと、追求したいこと、知りたい 

ことを突き詰めることができる

自分の学習のペースに あった手助けがある

常に新しいことが学べる

クラスや時間割に縛ら れず、自分でカリキュ

ラ ムを組むことができる

学校の先生だけでなく、 地域の人など、

様々な 社会人が先生になって くれる

【出典】日本財団「不登校傾向にある子どもの実態調査（2018年12月）」をもとに作成

不登校又は不登校傾向にある現中学生と卒業生(卒業後～22歳)が思う
「学びたいと思える場所」

自分の学習のペースにあった手助けがある
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自分の好きなこと、追求したいこと、
知りたいことを突き詰めることができる

学校の先生だけでなく、地域の人など、
様々な社会人が先生になってくれる

クラスや時間割に縛られず、自分で
カリキュラムを組むことができる

常に新しいことが学べる



小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

2019年

【出典】ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査」（2022）をもとに作成

63.1

39.8

66.0

68.3
71.1

68.9

63.8
61.6

55.0

43.245.1

74.1
76.5

70.4
66.467.9

58.5
61.82022年

2022 63.1 61.8 58.5 67.9 66.4 70.4 76.5 74.1 68.3

2019 39.8 45.1 43.2 55.0 61.6 63.8 68.9 71.1 66.0

差 +23.3 +16.7 +15.3 +12.9 +4.8 +6.6 +7.6 +3.0 +2.3

「上手な勉強のしかたがわからない」児童生徒は学年が上がるほど増加
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深い理解を伴う知識の習得に課題

【小学校算数】
球の直径の長さと立方体の一辺の長さの関係を捉え、立方体の体積の求め方を式に表すことに課題がある。

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）」

大問３（３）
直径22cmの球がぴったり入る立方体の体積を求める式を書く。

解答の分析

具体的な設問例

クロス集計

児童質問調査〔54〕「算数の授業で学習したことを、
普段の生活の中で活用できないか考えますか」の各選
択肢を選んだ児童の本設問における解答状況（％）

この質問に否定的に回答したグループの方が、大問
３（３）の正答率が低く、無解答率も高い。

児童質問調査 × 本設問の正答率

25.6

29.6

33.2

44.7

57.0

56.9

56.3

49.2

17.4

13.5

10.5

6.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまらない

（6.0万人）

どちらかといえば、

当てはまらない

（14.7万人）

どちらかといえば、

当てはまる

（33.5万人）

当てはまる

（40.1万人）

正答 無解答誤答

0.159

正答
正答率
36.9％

22×22×22

誤答例

〇誤答例の解説

①22×22と解答している児童は、球の直径の長さと立

方体の一辺の長さの関係を捉えることはできているが

、立方体の一つの面の面積の求め方を式にしていると

考えられる。（8.5％）

②22×3.14と解答している児童は、円の直径と円周率

から体積を求めることができると誤って捉えていると

考えられる。（15.9％）

③22×6と解答した児童は、円の直径と立方体の面の数

から体積を求めることができると誤って捉えていると

考えられる。

⇒体積の単位とこれまでに学習した球の直径の長さや

立方体を構成する要素との関係を考察できていないと

考えられることから、深い理解を伴う知識の習得に引

き続き課題がある。

⇒身の回りの形から図形を捉え、図形を構成する要素

を見いだし、体積を求めるために必要な情報を判断で

きるようにすることが重要である。

①22×22         
②22×3.14など3.14を用いた式
③22×６ 等
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「自分の考え」を書くことに課題

【小学校国語】
目的や意図に応じて、自分の考えが伝わるようにするための書き表し方を工夫することに課題がある。

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）」

大問２二

「たてわり遊び」に関する高山さんの文章の空欄に、次の条件に合わせた内容を書く。
条件① 「たてわり遊び」のよさについて考えたことを書くこと。
条件② 下級生に聞いたことから言葉や文を取り上げて書くこと。

解答の分析

【高山さんの文章】 【高山さんの取材メモ】 【高山さんの考え】

「たてわり遊び」と「運動会」は、どち
らも１年生から６年生までが同じ「たて
わりはん」で活動していて、みんなが
仲良しになる。このことが学校の一番
の良さだと思うから、文章に書こう。

具体的な設問例

無解答率4.9%

正答例

正答率
56.7%

「お兄さんやお姉さんと遊べて楽しかった」という１年生や、「みんなが楽
しそうでうれしかった」という４年生がいます。このように、「たてわり遊
び」のよいところは、学年をこえた交流ができるところだと思います。

誤答例
たてわり遊びをしている下級生の１年生は「お兄さんやお姉さんと遊べて楽
しかった」や、３年生は「すきな遊びや新しい友達が増えた」と答えてくれ
ました。このように、みんなでたてわり遊びをしました。

〇誤答例の解説
このように解答した児童の中には、「たてわり遊び」のよさを認識しているものの、そこ
から自分の考えをもつことができず、事実と感想、意見とを明確に区別せずに、事実を自
分の考えのように書いてしまった児童がいたと考えられる。
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「自分の考え」を書くことに課題

【中学校国語】
表現の効果を考えて描写するなど、自分の考えが伝わる文章になるよう工夫することに課題がある。

大問３四 ア：「あの日から数日が過ぎた。」に続けて、表現を工夫して書きなさい。

イ：あなたがアで書いた表現には、どのような効果があるのかを具体的に書きなさい。

解答の分析

具体的な設問例

正答例

正答率
49.8%

誤答例

☞「令和６年度【中学校国語】報告書」 大問３ 授業アイディア例

https://www.nier.go.jp/24chousakekkahoukoku/report/data/24mla

ng_idea_03.pdf#page=11

クロス集計
生徒質問調査〔48〕「国語の授業で、自分の考えが伝わるように、表現の効果を考え

て文章を書いていますか」の各選択肢を選んだ生徒の本設問における解答状況（％）

ア 窓から差し込む光を浴びながら、今日も僕はいつもの場所で君を待っている。
イ 「窓から差し込む光を浴びながら」のように情景を描写することで、「僕」

の期待感が印象的に伝わる。

ア 僕はまた本棚にしまわれた。でも、今度は君と近い距離。また使われる日を
待っている。

イ 久しぶりに使ったよさに「君」が気付き、「僕」を近くに置いてくれたこと
を表現した。

〇誤答例の解説

この質問に否定的に回答した

グループの方が、大問３四の正

答率が低く、無解答率も高い。

このように解答した生徒は、「あの日から数日が過ぎた。」に適切に続くように、表現を
工夫して物語の最後の場面を書くことができている。一方で、自分が工夫した表現につい
て、どのような効果があるのかを書くことができていないと考えられる。

生徒質問調査 × 本設問の正答率

28.8

38.8

49.7

61.4

35.4

38.4

37.0

30.8

35.8

22.8

13.3

7.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当てはまらない

（3.2万人）

どちらかといえば、

当てはまらない…

どちらかといえば、

当てはまる…

当てはまる

（25.0万人）

正答 無解答誤答

0.212

紙の辞書を登場人物とした物語の結末を、 「次の出番への期待」という心情が伝わるように工夫して書く。

その際、次のア、イの指示に従う。

無解答率14.8%

指導改善のポイント

自分の考えが伝わる文章になるように、表現の効果を考え

て描写を工夫して書けるように指導することが大切である。

53【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）」

https://www.nier.go.jp/24chousakekkahoukoku/report/data/24mlang_idea_03.pdf#page=11
https://www.nier.go.jp/24chousakekkahoukoku/report/data/24mlang_idea_03.pdf#page=11


OECD平均 0.01

日本(34/37位) -0.68

上記８項目を指標化して比較
※OECD加盟国37か国の平均値が0.0、標準偏差が1.0となるよう標準化されて
おり、値が大きいほど、自律学習に対する自己効力感（自信）が高い。

20.9

17.2

9.4

9.2

9.4

8.2

8.9

10.4

36.0

31.1

32.2

27.5

27.1

26.5

25.0

22.2

21.7

26.7

38.2

38.8

39.0

43.2

40.0

38.5

21.5

25.0

20.2

24.5

24.5

22.1

26.1

28.9
（％）

８．自分でオンラインの学習リソース
を探す

７．学校の勉強をするやる気を出す

６．自分の学習の進み具合を評価する

５．言われなくても学校の勉強に
じっくり取り組む

４．自分で学校の勉強をする予定を
立てる

３．自力で学校の勉強をこなす

２．学習管理システム又は学校学習
プラットフォームを使用する

１．ビデオ会議システムを使う

とても自信がある 自信がある あまり自信がない 自信がない

自律学習を行う自信に課題

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「OECD生徒の学習到達度調査 PISA2022のポイント」をもとに作成 54

◆ 学校が再び休校になった場合に自律学習を行う自信があるか、という質問に対する回答で、自信がないと回答した生徒が
日本は非常に多かった。



2022 日本 韓国 イギリス アメリカ インド 中国

50.5%

34.2%

67.3%

79.8%

62.6% 66.3%
74.9%

日本 諸外国

2022 日本 韓国 イギリス インド アメリカ 中国

42.1%
53.5%

73.9%
82.7%

64.6% 68.0%
75.6% 上昇

②政治や選挙、社会問題について家族や友人と議論
することがある

2019 2022 日本 イギリス 韓国 アメリカ インド 中国

18.3%

45.8%

26.9%

65.6%

83.7%

56.1%
60.8%

80.6%

約２.５倍

2019 2022 日本 韓国 イギリスアメリカ 中国 インド

60.1% 60.1%59.6%

84.7% 88.4%

73.5%
82.0% 88.2%

横ばい

③自分の行動で国や社会を変えられると思う ④将来の夢を持っている

2024 2024

日本 諸外国 日本 諸外国

日本 諸外国

上昇

2024

①政治や選挙、社会問題について、自分の考えを持っ
ている

2024

18歳の当事者意識

【出典】日本財団「18歳意識調査『第62回-国や社会に対する意識（６カ国調査）-』報告書」、
日本財団「18歳意識調査『第46回-国や社会に対する意識（６カ国調査）-』報告書」、

         日本財団「18歳意識調査『第20回-社会や国に対する意識-』要約版」をもとに作成 55



順位 国名 順位 国名 順位 国名

1 米国  （↑1） 23 ドイツ  （↓4） 45 インドネシア  （↑6）

2 オランダ （↑4） 24 チェコ共和国  （↑9） 46 スロバキア共和国 （↑1）

3 シンガポール （↑1） 25 ニュージーランド  （↑2） 47 ハンガリー （↓5）

4 デンマーク （↓3） 26 ルクセンブルク  （↑4） 48 ルーマニア （↑1）
5 スイス （0） 27 フランス  （↓5） 49 インド （↓5）
6 韓国  （↑2） 28 リトアニア  （↓3） 50 ヨルダン （↑3）

7 スウェーデン  （↑4） 29 カタール  （↓3） 51 キプロス （↓6）

8 フィンランド  （↓1） 30 サウジアラビア  （↑5） 52 ギリシャ （↓2）

9 台湾  （↑2） 31 スペイン  （↓3） 53 トルコ （↑1）

10 香港  （↓1） 32 日本  （↓3） 54 メキシコ （↑1）

11 カナダ  （↓1） 33 マレーシア  （↓2） 55 ブルガリア （↓7）

12 UAE   （↑1） 34 カザフスタン  （↑2） 56 ペルー （↑1）

13 イスラエル  （↑2） 35 タイ  （↑5） 57 ブラジル （↓5）

14 ノルウェー  （↓2） 36 ポルトガル  （↑2） 58 南アフリカ （0）

15 ベルギー  （↑8） 37 スロベニア  （0） 59 フィリピン （↓3）

16 オーストラリア （↓2） 38 バーレーン  （↓6） 60 ボツワナ （↑1）

17 アイスランド （↑4） 39 ポーランド  （↑7） 61 アルゼンチン （↓2）

18 エストニア  （↑2） 40 ラトビア  （↓6） 62 コロンビア （↓2）

19 中国  （↓2） 41 クウェート  （0） 63 モンゴル国 （↓1）

20 英国  （↓4） 42 チリ  （↓1） 64 ベネズエラ （↓1）

21 アイルランド  （↑3） 43 イタリア  （↓4）

22 オーストリア （↓4） 44 クロアチア  （↓1）

※括弧内は前年度との比較

デジタル競争力：知識（人材（デジタル・技術スキル含む））、テクノロジー、将来に向けた環境整備の３領域から構成され、計54の指標に基づき算出
※1 人材：PISAの数学的リテラシーの評価、シニアマネージャーの国際経験、外国人高度人材に対する魅力、デジタル・技術スキルの利用可能性、留学生の流動性（受入数と派遣数）等から算出されたデータを総合的に評価
※2 デジタル・技術スキル：自然科学分野の大卒者の割合、科学技術職雇用者の割合から算出されたデータを総合的に評価

22 23
27 28 29

32

36

46 46 47
50 4948

60
62 62 62 63

0

10

20

30

40

50

2018 2019 2020 2021 2022 2023

デジタル競争力
（全体）

うち、人材※1

うち、デジタル・
技術スキル※2

諸外国のデジタル競争力

◆ 日本のデジタル競争力は32位と諸外国に比べて低く、うち人材のスコアやデジタルスキルのスコアが低い。

56
【出典】IMD「World Digital Competitiveness Ranking」（2023）をもとに作成
【経年比較グラフの出典】https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/



４．審議事項第一関係
より質の高い、深い学びを実現し、資質・能力の育成につながると同時に、

分かりやすく、使いやすい学習指導要領の在り方
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目 標

内 容

第２章第１節 国 語                                    
第１ 目 標
言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に
表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 日常生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるよう
にする。 【知識及び技能】

(2) 日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養
う。 【思考力，判断力，表現力等】

(3) 言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，
国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。【学びに向かう力，人間性等】

第２章第１節 国 語                                    
第１ 目 標
国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し，伝え合
う力を高めるとともに，思考力や想像力及び言語感覚を養い，
国語に対する関心を深め国語を尊重する態度を育てる。

第２章第３節 数 学
第２ 各学年の目標及び内容
    〔第１学年〕
２ 内 容
  Ａ 数と式

(1) 具体的な場面を通して正の数と負の数について理
解し，その四則計算ができるようにするとともに，正の
数と負の数を用いて表現し考察することができるよう
にする。
ア 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。
イ 小学校で学習した数の四則計算と関連付けて，
正の数と負の数の四則計算の意味を理解すること。
ウ 正の数と負の数の四則計算をすること。
エ 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表した
り処理したりすること。

第２章第３節 数 学
第２ 各学年の目標及び内容
    〔第１学年〕
２ 内 容
  Ａ 数と式
    (1) 正の数と負の数について，数学的活動を通して，次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。

      ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 【知識及び技能】
        (ｱ) 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。
        (ｲ) 正の数と負の数の四則計算をすること。
        (ｳ) 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること。
      イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

【思考力，判断力，表現力等】
        (ｱ) 算数で学習した数の四則計算と関連付けて，正の数と負の数の四則計算

の方法を考察し表現すること。
        (ｲ) 正の数と負の数を具体的な場面で活用すること。

平成20年改訂小学校学習指導要領 平成29年改訂小学校学習指導要領

平成20年改訂中学校学習指導要領 平成29年改訂中学校学習指導要領
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学習指導要領における「目標」及び「内容」の構成

◆ 現行学習指導要領では、各教科等の「目標」「内容」の記述を、「知識及び技能」、「思考力、判断力、
表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の資質・能力の３つの柱で再整理。



知識の構造

【出典】今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会（第12回）
 石井英真委員提出資料より
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◆ 近年カリキュラムの全面改訂を行った国・地域において、しばしば各教科の学習の中核となる概念（いわゆる「ビッグアイデア」）の下で
内容の整理が行われている。OECDが2020年に公表した報告書「カリキュラムの（再）デザイン」では、 「12のカリキュラムのデザイン
原則」が提示され、「ビッグアイデア」を用いてカリキュラムを構造化することが原則の一つとして位置づけられている。

オーストラリア
・ ８つの学習領域（教科に相当）全

てで、必要不可欠な内容や「核となる
概念」に焦点を当てた内容の再構成を
実施。これにより、教員が教え児童生
徒が学習を期待される内容を示した
「学習内容の記載（content 
descriptions）」の分量が21％削減
された。(2022年）

①教科内のデザイン原則
１．Focus（焦点化）
２．Rigour（知的挑戦）
３．Coherence（一覧性）

②教科横断のデザイン原則
４．Transferability（転移可能性）
子供たちが特定の教科における基盤となる概念やビッグアイディアを理解し、そ
れがどのように他の教科に適用できるかをわかるようにカリキュラムを構造化する

５．Interdisciplinary（教科横断性）
６．Choice（選択肢）

③社会に開かれたデザイン原則
７．Authenticity（真正性）
８．Flexibility（柔軟性）
９．Alignment（整合性）

④過程に関するデザイン原則
10．Engagement（参画）
11．Student Agency（生徒のエージェンシー）
12．Teacher Agency（教員のエージェンシー）

ブリティッシュコロンビア州（カナダ）
・ 教科内容の焦点化が行われ、学習分野における理解の

中心となる内容を記述したビッグアイデア（専⾨的知識を
理解するための鍵となる概念、原則、理論等）に沿って整
理された。（2016年）

シンガポール
・ 一部教科（理科(2023年実施)、

人格・市民性教育(2021年実施)）
において、「ビッグアイデア」に基づき内容
整理が行われている。

・理科では、各分野共通の「ビッグアイディ
ア」（多様性・循環・システム・相互作
用・エネルギー）の下で学習内容を相
互に関連付けた構成となっている。

韓国
・ 「核心アイデア」 を新たに設定して内容体系の枠組みの全面的

な見直しを実施。「内容要素」を「知識・理解」「過程・技能」「価
値・態度」の3カテゴリーで再構築し、教科固有の思考や探究過
程を明示し、核心アイデアを中心に内容要素を関連づけることで、
「深みがある学習」の実現を目指している。（2022年）

（各国の事例）

「中核的概念（ビッグアイデア）」を通じた教育課程の構造化は世界トレンド

60【出典】今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会（第８回）
 国立教育政策研究所提出資料より【出典】Building Student Success - B.C. Curriculumより仮訳

https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/mathematics/1/core


教育課程の実施と学習評価

児童(生徒)の発達の支援

深い学び

対話的な学び

主体的・対話的で深い学び

主体的な学び

学習指導要領 総則 第３

学習指導要領 総則 第４

学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性
と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己
の学習活動を振り返って次につなげる

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え
方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める

習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特
質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に
関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成
したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基
に創造したりすることに向かう

平成29,30年改訂

資質・能力の育成

一体的に
充実

これからの学校には……一人
一人の児童(生徒)が、自分
のよさや可能性を認識すると
ともに、あらゆる他者を価値の
ある存在として尊重し、多様な
人々と協働しながら様々な
社会的変化を乗り越え、豊か
な人生を切り拓き、持続可能
な社会の創り手となることがで
きるようにすることが求められる
。

協働的な学び

学習内容の確実な定着

必要に応じた
重点的な指導、
指導方法等の工夫

各々の興味・関心・
キャリア形成の方向性等

各々の特性・学習
進度・学習到達度等

一人一人に
応じた学習活動・
学習課題の提供

学習の個性化

学習を深め、広げる

指導の個別化

個別最適な学び（教師視点では「個に応じた指導」）

異なる考え方が組み合わさり
よりよい学びを生み出す

クラスメイ
ト

異学年・他校の子供

地域の人

自
ら
学
習
を
調
整

一人一人の
よい点・可能性

多様な
他者と協働

等

修得主義
の考え方を生かす

履修主義
の考え方を生かす

・個々人の学習状況に応じて学習内容を提供 ・一定の期間における個々人の学習の状況・成果を重視

・集団に対して共通に教育を行う ・一定の期間の中で個々人の多様な成長を包含 学習指導要領 前文

自
ら
学
習
を
調
整

授業改善

授業外の
学習の改善

専⾨家

※本資料は、「教育課程部会における審議のまとめ」（令和３年１月25日中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会）に基づき、概念を簡略化し図等として整理したものである

2
9

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実（イメージ）
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知識・技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等

○言葉の働きや役割に関する理解

○言葉の特徴やきまりに関する理解と
 使い分け
・音声、話し言葉
・文字、書き言葉
・言葉の位相（地域や世代、相手や場面
等による言葉の違いや変容）
・語、語句、語彙
・文の成分、文の構成
・文章の構造（文と文の関係、段落、
段落と文章の関係） など

○言葉の使い方に関する理解と使い分け
・話し方、書き方、表現の工夫
・聞き方、読み方

 など

○言語文化に関する理解

○既有知識（教科に関する知識、一般
 常識、社会的規範等）に関する理解

テクスト（情報）を理解したり、文章や発話により表現したり
するための力

【創造的・論理的思考の側面】
➢情報を多面的・多角的に精査し、構造化する力
・推論及び既有知識・経験による内容の補足、精緻化

   ・論理（情報と情報の関係性：共通－相違、原因－結果、
具体－抽象等）の吟味・構築

 ・妥当性、信頼性等の吟味
➢構成・表現形式を評価する力

【感性・情緒の側面】
➢言葉によって感じたり想像したりする力、感情や想像
 を言葉にする力
➢構成・表現形式を評価する力

【他者とのコミュニケーションの側面】
➢言葉を通じて伝え合う力

    ・相手との関係や目的、場面、文脈、状況等の理解
 ・自分の意思や主張の伝達

    ・相手の心の想像、意図や感情の読み取り
➢構成・表現形式を評価する力

≪考えの形成・深化≫
➢考えを形成し深める力

 ・情報を編集・操作する力
 ・新しい情報を、既に持っている知識や経験・感情に
統合し構造化する力

 ・新しい問いや仮説を立てるなど、既に持っている考え
の構造を転換する力

・言葉が持つ曖昧性や、表現による受け取り方
の違いを認識した上で、言葉が持つ力を信頼
し、言葉によって困難を克服し、言葉を通して
社会や文化を創造しようとする態度

・言葉を通じて、自分のものの見方や考え方を
広げ深めようとするとともに、考えを伝え合う
ことで、集団としての考えを発展・深化させよ
うとする態度

・様々な事象に触れたり体験したりして感じた
ことを言葉にすることで自覚するとともに、
それらの言葉を互いに交流させることを通じ
て、心を豊かにしようとする態度

・言葉を通じて積極的に人や社会と関わり、
自己を表現し、他者を理解するなど互いの
存在についての理解を深め、尊重しようとする
態度

・自分の感情をコントロールして学びに向かう
態度

・歴史の中で創造され、継承されてきた言語
文化の担い手としての自覚

言語能力を構成する資質・能力

◆ 平成２８年中教審答申では「言語能力」を資質・能力の３つの柱で整理している。
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情報活用の実践力
課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・

伝達できる能力
■ 課題や目的に応じた情報手段の適切な活用
■ 必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造
■ 受け手の状況などを踏まえた発信・伝達

情報の科学的な理解
情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解

■ 情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解
■ 情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解

情報社会に参画する態度
社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え、望ましい情報社

会の創造に参画しようとする態度
■ 社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解
■ 情報モラルの必要性や情報に対する責任
■ 望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

ⅰ）知識・技能
（何を理解しているか、何が
できるか）

ⅱ）思考力・判断力・
表現力等
（理解していること・できること
をどう使うか）

ⅲ）学びに向かう力・人
間性等
（どのように社会・世界と関わ
りよりよい人生を送るか）

情報活用能力の３観点８要素を基に、教育課程企画特別部会「論点整理」の方向性も踏まえて整理

情報と情報技術を活用した問題の発見･解決等の方法や、情報化の進展が社会の中で果たす役割や影響、情報に関する法･
制度やマナー、個人が果たす役割や責任等について情報の科学的な理解に裏打ちされた形で理解し、情報と情報技術を適切に
活用するために必要な技能を身に付けていること。

様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉え、複数の情報を結びつけて新たな意味を見出す力や、問題の発見･解決等に
向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身に付けていること。

情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与しようとする態度等を身に付けてい
ること。

・ 情報と情報技術を適切に活用するための知識と技能
・ 情報と情報技術を活用して問題を発見・解決するための方法についての理解
・ 情報社会の進展とそれが社会に果たす役割と及ぼす影響についての理解
・ 情報に関する法・制度やマナーの意義と情報社会において個人が果たす役割や責任についての理解

・ 様々な事象を情報とその結び付きの視点から捉える力
・ 問題の発見・解決に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力（相手や状況に応じて情報を適切に発信したり、発信者の意図を理解したりすることも含む）

・ 複数の情報を結び付けて新たな意味を見いだしたり、自分の考えを深めたりする力

・ 情報を多面的・多角に吟味しその価値を見極めていこうとする態度
・ 自らの情報活用を振り返り、評価し改善しようとする態度
・ 情報モラルや情報に対する責任について考え行動しようとする態度
・ 情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与しようとする態度

情報活用能力を構成する資質・能力のイメージ

◆ 平成２８年中教審答申では「情報活用能力」を資質・能力の３つの柱で整理している。
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学びの専門職としての教師の役割

• 個々の「情報」を一人一人の深い学びにつなげ、

資質・能力を育むための学習・指導の計画

• 適切な見取りと児童生徒への効果的な支援

• 主体的に学ぶことができる適切な学習環境整備

校務DXのための環境

• 汎用のクラウドツールの活用

• 校務系・学習系ネットワークの統合

• 校務支援システムのクラウド化

• ダッシュボードの創出

• セキュリティの確保

⚫働き方改革
• 研修を含む校務処理の

負担軽減・効率化

• ロケーションフリーでの業務

⚫データ連携
• データの可視化による

学習指導等の高度化

⚫レジリエンス確保

＃すぐに

＃1人1人に応じて

＃いつでも

＃大量に

＃どこでも

＃誰とでも

＃何度でも

収集 判断 表現 処理

創造 発信 伝達

加速

多様な子供たちにとって包摂的で、
主体的・対話的で深い学びの
一層の充実に資する学習環境の実現

全ての子どもを誰一人取り残すことなく
これからの社会を生きる資質・能力を育む

デジタル学習基盤の整備
✓児童生徒の端末

✓デジタル教材・学習

 支援ソフトウェア

✓周辺機器

✓教育データ利活用
✓デジタル教科書

✓情報セキュリティ

✓通信ネットワーク

✓ CBTシステム

(MEXCBT)

情報活用の場面

【個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実】

【デジタル学習基盤による情報活用の飛躍的充実】

充実の具体的な姿
組み合わせ

協働的な学び個別最適な学び
指導の個別化
必要に応じた重点的
な指導や指導方法・
教材等の工夫等によ
る学習内容の確実な
定着を図る
ex.) 一人一人に合っ

た教材の提供

学習の個性化
一人一人に応じた学
習活動や課題に取り
組む機会の提供によ
り学習を深め、広げる
ex.) 子供の関心・特

性に応じた多様な
学び

多様な他者との協働
により、異なる考え方
が組み合わさりよりよ
い学びを生み出す
ex.) 好きなタイミングで

の他者参照や共同
編集
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デジタル学習基盤が可能とする学びの姿（イメージ）



・観点別学習状況の評価や評定に
は示しきれない児童生徒一人一
人のよい点や可能性，進歩の状
況について評価するもの。

個人内評価

・観点ごとに評価し，
生徒の学習状況を分析
的に捉えるもの

・観点ごとにＡＢＣの
３段階で評価

評 定

・観点別学習状況の評価の結果を総括するもの。

・５段階で評価（小学校は３段階。小学校低学年は行わない）

知識及び技能
思考力，判断力，

表現力等
学びに向かう力，

人間性等

学習指導要領に

示す目標や内容

知識・技能
思考・判断・
表現

観点別学習状況

評価の各観点

主体的に学習に
取り組む態度

感性，思いやり
など

各教科における評価の基本構造

◆ 資質・能力の３つの柱に基づいた目標や内容の再整理を踏まえ、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り
組む態度」の３観点に整理。

◆ 感性や思いやり等、観点別学習状況の評価にはなじまない部分については、個人内評価等を通じて見取ることとした。
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５．審議事項第二関係
多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方
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経済財政運営と改革の基本方針 2024～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～
（令和６年６月21日 閣議決定）（抄）

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～ 

３．主要分野ごとの基本方針と重要課題 

（３）公教育の再生・研究活動の推進

持続可能な社会づくりを見据え、多様なこどもたちの特性や少子化の急速な進展など地域の実情等を踏まえつつ、全てのこどもたちの可能性を最大

限引き出す個別最適・協働的な学びを一体的に充実し、主体的・対話的で深い学びを実現するため、柔軟な教育課程の実現に向けた取組を進める

とともに、ＧＩＧＡスクール構想をデータに基づく効果検証をしっかりと行った上で着実に推進しながら、義務教育段階にとどまらず、高校教育の質の向

上を含め、令和型の質の高い公教育の再生に取り組み、我が国の学校教育の更なる高みを目指す。

義務教育の在り方ワーキンググループ 中間まとめ
（令和５年12月28日 中央教育審議会初等中等教育分科会 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会

義務教育の在り方ワーキンググループ）（抄）

２．義務教育の意義を踏まえたこれからの学校の在り方に関する基本的な考え方

（４）目指すべき義務教育・学校教育の姿及び取組の方向性

④生涯学習社会を生き抜く自立した学習者の育成

○ これに関連したものとして、教師が学習の動機付けや方向付けを行いつつ、子供たちに単元や題材のまとまりを見通した学習目標に加え、学びの手立て

や学習に必要な多様な情報を提示しながら、子供たちが自分に合った教材や学習方法、学習時間を判断し、自分に合った学習計画を立て、自己調整

しながら学び深める取組も広がっている。このような状況を踏まえ、全ての子供たちが自分の強みを生かしながら主体的に学ぶ環境の構築に向けて、多様

性を包摂する柔軟な教育課程の編成・実施を進めるための方策について検討していくことが重要である。

今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会 論点整理
（令和６年９月18日）（抄）

４．多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程

（２）教育課程の柔軟性の在り方

（教育課程の編成・実施の柔軟性）

◯学校の教育課程編成の柔軟性の視点からは、現行の教育課程の特例制度（教育課程特例校、授業時数特例校、小中一貫、中高一貫など）を

より活用しやすくするとともに、各教育委員会の判断や学校のカリキュラム・マネジメントにより、各教科等の標準授業時数についてどのような柔軟性を持

たせられ得るのかなど、各学校の教育課程編成に係る教育委員会（学校）の裁量拡大の在り方について検討すべき。

柔軟な教育課程に係るこれまでの議論
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特別の教育課程の編成を認める制度

教育課程の基準の改善に資する研究を実施するための教育課程の特例（学校教育法施行規則第55条、第85条、第132条等）1
⚫研究開発学校
⚫ スーパーサイエンスハイスクール（認定枠以外）
⚫ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業

学校や地域の実態に照らしてより効果的な教育を実施するための教育課程の特例
（学校教育法施行規則第55条の2、第85条の2、第132条の2等）

2

⚫教育課程特例校

学校段階間の接続を見通した計画的かつ継続的な教育を実施するための教育課程の特例3
⚫義務教育学校、中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程の特例（平成27年文部科学省告示第55号）
⚫中学校連携型小学校及び小学校連携型中学校の教育課程の特例（平成27年文部科学省告示第54号）
⚫中等教育学校、併設型中学校、併設型高等学校の教育課程の特例（平成10年文部省告示第154号）
⚫連携型中学校、連携型高等学校の教育課程の特例（平成16年文部科学省告示第61号）

特別の配慮を要する児童生徒の実態に配慮した教育を実施するための教育課程の特例4
⚫特別支援学級における特別の教育課程の編成（学校教育法施行規則第138条）
⚫障害のある児童生徒に対する通級による指導における特別の教育課程の編成（学校教育法施行規則第140条等）
⚫日本語指導が必要な児童生徒に対する特別の教育課程の編成（学校教育法施行規則第56条の2、第86条の2、第132条の3等）
⚫療養等による長期欠席生徒等を対象とした特別の教育課程の編成（学校教育法施行規則第86条等）
⚫不登校児童生徒等に対する特別の教育課程の編成（学校教育法施行規則第56条、第86条等）
⚫学齢を超過した者に対する特別の教育課程の編成（学校教育法施行第56条の4、第132条の5等）

その他5
⚫国際バカロレア・ディプロマ・プログラム認定校における教育課程の基準の特例（平成27年文部科学省告示第127号）

⚫地域との協働による高等学校教育改革推進事業
⚫ マイスター・ハイスクール事業
⚫新時代に対応した高等学校改革推進事業（創造的教育方法実践プログラム）

⚫ スーパーサイエンスハイスクール（認定枠）⚫授業時数特例校
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◆ 各学校が創意工夫を加え、学校の特色を生かした教育課程を編成するに当たり、学習指導要領によらな
い特別の教育課程の編成が必要となる場合は、以下のような特例が活用できる



教育課程特例校制度

教育課程特例校とは

文部科学大臣が、学校教育法施行規則第55条の2等に基づき指定する学校において、学校又は地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施す
るための特別の教育課程を編成することを認める制度。 ※予算措置なし

指定の要件

⚫ 学習指導要領等において全ての児童又は生徒に履修させる内容として定められている内容事項が，特別の教育課程において適切に取り扱われて
いること。

⚫ 総授業時数が確保されていること。

⚫ 児童又は生徒の発達の段階並びに各教科等の特性に応じた内容の系統性及び体系性に配慮がなされていること。

⚫ 保護者の経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点から適切な配慮がなされていること。

⚫ 児童又は生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること。

指定の状況 （令和6年4月現在）

指定されている管理機関数： 225件

指定されている学校数 ：1,845校

★学習指導要領の内容事項は、特別の教育課程において適切に取り扱われる必要がある

【主な取組内容】

⚫ 学校や地域の実態に照らした新教科等の設定
（例）北海道羅臼町：理科、生活科、総合的な学習の時間

等を削減し、新教科「知床学」を設定
（例）信州大学教育学部附属松本小学校：1～2 学年の既

存の各教科をすべて統合・再整理し、「ことば」「かがく」「く
らし」「ひょうげん」の４つの領域を新設

⚫ 既存教科を英語で実施（イマージョン教育）
（例）私立西大和学園中学校・高等学校：音楽・体育の

一部を英語で実施

⚫ 学校段階間の連携による教育
（例）東京都立川市：特別活動や総合的な学習の時間等を

削減し設定した新教科「立川市民科」により、小・中学校
が連携した学習活動を実施

標準授業時数

教育課程特例校
制度の活用

教科A その他教科等教科B

教科B
（一部）

その他教科等新教科α

新教科αでは、教科Aの内容事項
の全て及び教科Bの内容事項の
一部が取り扱われている

新教科αで取り扱うことのできない
教科Bの内容事項を取り扱う

★総授業時数が確保されている必要がある

教育課程特例校における授業時数のイメージ
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授業時数特例校制度

制度概要

⚫ 義務教育段階において、学年ごとに定められた各教科等の授業時数について、総枠としての授業時数（各学年の年間の標準授業時数の総授業時数）は
維持した上で、1割を上限として各教科（※1）の標準授業時数を下回った教育課程の編成を特例的に認める制度。

⚫ 下回ったことによって生じた授業時数を別の教科等の授業時数に上乗せすることで、教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成（※2）や探究的な学習活
動の充実に資する教育課程編成の一層の推進を図る。

⚫ 令和3年7月に制度創設し、令和4年4月から実施。

1割を上限として標準授業時数を
下回った教育課程の編成を認める

授業時数の上乗せにより、教科等横断的な視点に立った
資質・能力の育成に資する学習や探究的な学習活動を充実

（※1）音楽（中学校第2,3学年）、美術（中学校第2,3学年）、技術・家庭、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動を除く。
（※2）学習の基盤となる資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等）の育成や、現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成（伝統文化教育、主権者教育、消費者教育、法教育、知

的財産教育、郷土・地域教育、海洋教育、環境教育、放射線教育、生命の尊重に関する教育、健康教育、食育、安全教育の充実など）が考えられる。

イメージ

学校の指定（学校教育法施行規則第55条の2、平成20年文部科学省告示第30号）

文部科学大臣が、以下の要件等を満たす学校を指定する。
（指定の要件）

⚫学習指導要領の内容事項が適切に取り扱われていること。

⚫各学年の年間の標準授業時数の総授業時数が確保されていること。

⚫児童生徒の発達の段階、各教科等の特性に応じた内容の系統性・体系
性 に
配慮がなされていること。

⚫保護者の経済的負担など、義務教育の機会均等の観点から適切な配慮
がなされていること。

⚫児童生徒の転出入など、教育上必要な配慮がなされていること。

主な取組内容

渋谷区
（全小学校）

探究的な学習活動の充実のため、総合的な学習の時間の授
業時数を増加し、午前に各教科の学習、午後に子どもの主体
性を重視した探究を実施するカリキュラムを編成。

京都府京都市
（義務教育学校）

伝統文化教育等の充実のため、音楽科の授業時数を増加。

宮崎県宮崎市
（中学校）

環境教育、食育、STEAM教育等の充実のため、総合的な
学習の時間の授業時数を増加。

私立星美学園
（小学校）

国際的・平和的な世界の担い手教育の充実等のため、生活、
外国語活動、総合的な学習の時間等の授業時数を増加。

標準授業時数

授業時数特例校
制度の活用

その他の教科等教科A 教科等B

その他の教科等教科A 教科等B

総枠（各学年の年間標準授業時数の総授業時数）は維持

指定の状況（令和６年4月現在）

指定されている管理機関数：27件
指定されている学校数 ：104校
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東浦町立緒川小学校での取組概要

○1980年代から子供が主体的に学ぶ教育活動を総合的に実施。個別最
適・協働、教科と総合、習得と探究、教師の教授と子供の学習をバランス
よく実施することを重視。「指導の個別化」と「学習の個性化」を明確にし、
学習の６つの態様（右図参照）に整理し教育課程を編成。

○単元内自由進度学習（週間プログラム）や自分でテーマを決めて主体的
に学ぶ時間（オープン・タイム）の設定に加え、個々の習熟度にあわせたド
リル学習（はげみ学習）などを実施。

○オープン・タイムの実施に当たっては、地域の方々の協力を得て、地域ぐるみ
で子供の学びを支援

○オープン・スペースの校舎を活用し、教室に限らず、校舎全体を利用して子
供たちが学ぶことができるよう学習環境を整備している。

◯オープンスペースで作られた平屋建の校舎。全学年の教科書コーナーや季節ごとの掲
示など、子供自身の手で自発的に学習することができるよう環境整備がされている。

オープン・スペースの校舎

◯教師の案をもとに、話し合い活動、
調査活動などを行う「集団学習」
の様子。子供は、教師の指導を
中心としながらも、プリントを選びな
がら自分で学習を進めている。

緒川小学校の学習プログラム

◯教科活学習と特別活動を結ぶ役割を担う
「オープン・タイム」では、個々の興味・関心
にしたがい、自分の立案した学習計画を
展開する。

○写真は、子供が自ら計画した学習の計画
表。毎時間活動を振り返り、必要に応じ
て計画を変更する。

◯子供たちの主体的な学びの推進は、不登校を生みにくい学校づくりに繋がる。学校に行き
づらさを感じる子供も、週間プログラムやオープン・タイムの時間は登校している。

○子供たちが主体的に学ぶ環境を作るだけでなく、必要な資質・能力を確実に育成するた
めに必要な取組もバランス良く実施していくことが必要。

○教師による子供の見取りと支援にあたっては、学びを支えるという指導観の転換が必要。

東浦町立緒川小学校における取組（特例活用なし）

意見交換でのポイント
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目黒区立中目黒小学校での取組概要

意見交換でのポイント

○研究開発学校の指定を受け、授業の１単位時間を45
分から40分に変更する教育課程の特例を実施し、午前
中に５コマの授業を行う。

○１単位時間の短縮により生み出された時間を活用し、
子供が教材・ペースを自分で選びながら学ぶ単元内自
由進度学習（マイプラン学習）を行ったり、子供たちが
自分でテーマを決めて主体的に学ぶ時間（フリースタイ
ルプロジェクト）を設けたりするなど、子供の主体的な学
びを重視した教育活動を展開。

○ マイプラン学習の時間では、自分
の学びたい場所で、自分でペース
を決めながら学ぶ。

○ 一人で学びに向かうことも、友達と
協働的に学ぶこともできる。

○ ICTを活用することで、一人一人
の学びの進度等を効果的に把握。

○ フリースタイルプロジェクトでは、ギ
ターの探究など、自分の興味関心
に応じて自ら課題を設定し、主体
的に探究に取り組む。

○ 各教科等で学んだことを生かしな
がら、一人一人が違う課題に取り
組み、成果を発表する。

○ 通常の授業の中でもICTを活用することで、
短くした１コマの中でも効果的な指導を行う。

○ １コマが短くなったことで、通常の授業におい
ても、単元としてのつながりや、見方・考え方
を働かせる授業デザインをより意識した授業
を展開。

○子供たちが自由に学び方を選ぶ時間が増えたことで、自ら進んで主
体的に学ぶ姿勢が見られるようになってきたと感じる。

○目黒区の他の小学校でも１単位時間を短縮しているのは同じだが、
生み出された時間の活用の仕方が学校によって様々。この時間を
学校がそれぞれの実態に応じて使うことができ、裁量が広がったのが
魅力になっている。

○生み出された時間の一部は、教材研究等の先生のための時間にも
使っている。時間の短縮を働き方改革の観点だけで捉えるのではな
く、子供たちの学びを充実させるためにどう使うかを考えることが、豊
かなカリキュラムの在り方につながっている。

マイプラン学習 １コマ40分の通常の授業

フリースタイルプロジェクト

目黒区立中目黒小学校における取組（研究開発学校）
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グローバル社会で活躍する自律した学習者をはぐくむ シブヤモデル「未来の学校」

探究的な学び「シブヤ未来科」スタート！
ICT×探究 ＋ 地域×企業

未来に求められる３つの力

時代とともに学び方や学校の役割も変化していきます。
渋谷区では「自ら考え判断して学び続けていく自己調整力」
「多様な仲間と協働して新たな価値を生み出す創造力」「自分が
思う描く未来を実現していく挑戦力」の育成に重点をおき、個別
最適な学び、協働的な学び、そして探究的な学びを重視して、シ
ブヤモデル「未来の学校」に向けた新しい教育を進めています。

「探究」することで、教科での学びを本当の学力へ

探究的な学びを充実させるのが、「シブヤ未来科」の探究の時
間です。教科の学習で培った見方や考え方・スキルは、日常生活
や社会の事象を考察する場面において生かされなくては本当の学
力として身につきません。「シブヤ未来科」の探究の時間は、そ
れを最大限に生かす時間です。
他者と協働的に問題を解決したり、問題解決の過程を自ら振り
返ったり、方法や手順を的確に記述したり伝え合ったりする探究
活動は、従来の教科等の学習の中でもありましたが、「シブヤ未
来科」の探究の時間を通して、グローバルな視野をもった主体的
な探究活動を充実させ、生きて働く本物の学力を身に付けていき
ます。

月 ～ 金

午前
１～４校時

教科を中心とした授業
国語、社会、算数・数学、理科など

午後
５～６校時

「シブヤ未来科」の時間
～子ども主体の学び 探究～

総合的な学習の時間、道徳、特別活動など

学校の１日の流れの例（令和６年度）
中学校は、時間講師の関係で、午後の探究時間に変更もあります。

前期・４月～10月 後期・10月～3月

探究の１年の流れの例（令和６年度）
例：小学校６年生 総合的な学習の時間の年間授業時数155時間

探究基礎
企業等による体

験
-50時間程度-

共通テーマによる
探究

-70時間程度-

Мｙ探究

-35時間程度-

前期（～夏休み）は、各教科の見方・考え方に基づいた探究の進め方やスキル
を学びます。また、渋谷区や各学校と関連のある地域の方や企業等とコラボし
て魅力ある体験活動を経験することで、 「すごいな」 「驚いた」 「不思議だな」
「なぜだろう」といった子どもたちの感動、発見、疑問を「問い」につなげます。
夏休み明け以降は、学校が定めた共通テーマによる探究や、子ども一人一人
が立てた「問い」を探究していくMy探究を通して、情報収集や整理・分析、まと
め・表現の力を高めていきます。最終的にはMy探究の時間を増やしていきます。

先生が教える授業から、子どもが学び取る授業へ！
シブヤ未来科で『探究』の時間が充実します！

渋谷区教育委員会における取組（授業時数特例校）
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1年 2年 3年 4年 5年 6年

国語 306 315 245 245 175 175

社会 - - 70 90 100 105

算数 136 175 175 175 175 175

理科 - - 90 105 105 105

生活 102 105 - - - -

音楽 68 70 60 60 50 50

図画工作 68 70 60 60 50 50

家庭 - - - - 60 55

体育 102 105 105 105 90 90

特別の教科道徳 34 35 35 35 35 35

特別活動 34 35 35 35 35 35

総合的な
学習の時間

- - 70 70 70 70

外国語活動 - - 35 35 - -

外国語 - - - - 70 70

合計 850 910 980 1015 1015 1015

1年 2年 3年

国語 140 140 105

社会 105 105 140

数学 140 105 140

理科 105 140 140

音楽 45 35 35

美術 45 35 35

保健体育 105 105 105

技術・家庭 70 70 35

外国語 140 140 140

特別の教科道徳 35 35 35

総合的な
学習の時間

50 70 70

特別活動 35 35 35

合計 1015 1015 1015

小学校の標準授業時数 中学校の標準授業時数

標準授業時数について

備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。
二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動（学校給食に係るものを除く。）に充てるものとする。
三 第五十条第二項の場合において、特別の教科である道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の

特別の教科である道徳の授業時数の一部に代えることができる。（別表第二から別表第二の三まで及び別表第四の場合に
おいても同様とする。）

備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級活動

（学校給食に係るものを除く。）に充てるものとする。

◆ 学校教育法施行規則において、各学年における各教科等の授業時数及び総授業時数の標準として定められたもの。

◆ 年度当初の計画段階から、標準授業時数を下回って教育課程を編成することは適当とは考えられないが、非常変災等の不
測の事態において、当該授業時数を下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものではない。

◆ 児童生徒の負担に配慮した上で、標準授業時数を上回って教育課程を編成・実施することは可能であるが、年間の総授業
時数を1086単位時間以上として教育課程を編成している学校については、見直すことを前提に点検を行い、指導体制に
見合った計画とすることを求めているところ。
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教育課程編成に係る学校の裁量についての考え方

◆ 学校教育法施行規則に定める標準授業時数について、教育課程編成に係る学校の裁量を広げることについて小学校
では約７割、中学校では約８割が賛成と回答。取り組んでみたいこととして、「年間総授業時数を確保した上で一定の
範囲で教科等間での授業時数の調整を可能とする」と回答した割合が小・中学校ともに最も高い。

学校教育法施行規則に定める標準授業時数について、あなたの学校において、教育課程編成に係る学校の裁量を広げることについて
どう思いますか。

【「賛成」の回答者への質問】取り組んでみたいと思うことについて、当てはまるものを全て選んでください。
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【出典】国立教育政策研究所「令和４年度小学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」
 「令和５年度中学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」



• 各校既存の全日制課程を興味や関心に合わせて
自由に科目を選択し、自分のペースで学ぶことが
できる「単位制」に改編。あわせて、新たに昼間定
時制課程及び通信制課程を設置。

• 昼間定時制課程では定員を２０名、通信制課程で
は定員を４０名程度に設定し、生徒へのきめ細か
い対応が可能。

• 通信制課程のスクーリング（面接指導）を原則平日
に実施。

 スクーリングのない日にも登校し、教員への質問や
自習が可能。

• 学習状況や進路希望等に応じて、柔軟に他の課程
へ転籍、または「併修」制度により、在籍する課程と
は異なる課程の科目を履修し、単位を修得するこ
とが可能。

• ３つの課程は全て平日の昼間の時間帯のため、教
員が他の課程の生徒を教えることも可能。また、全
日制で行われる補習授業などに昼間定時制や通
信制の生徒も参加可能。

• ４年間で卒業することも可能。

学校の特徴

フレキシブルハイスクール
（愛知県立佐屋高等学校・武豊高等学校・豊野高等学校・御津あおば高等学校）

◆ 不登校経験者など多様な学習ニーズをもつ生徒にとって学びやすい高校として、全日制・昼間定時制・通信制の３つの課程を
一つの学校内に置き、各課程間をまたいで柔軟な学びができる新しいタイプの高校（フレキシブルハイスクール）を設置する。

   （令和７年度より開設予定）

学習のイメージ（例）
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全国平均 46.1%

※の付く都道府県の内に、政令市の実績は含まない

設置校数 12,712校（小学校6,643校、中学校6,069校）※令和６年７月現在

公立小中学校の校内教育支援センター設置率（都道府県・政令市別）
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○ 教育支援センターでの来室による支援として、教科書や問題集による各教科等の学習、ソーシャルスキルトレーニング、
体験的な活動などを実施。

〇 教育支援センターからのオンライン配信による支援として、学習アプリの活用、指導主事等によるプログラム配信、大学等専⾨機関、NPO法
人等のオンラインコンテンツの活用などを実施。

〇 また、指導主事等は、アセスメント、個別サポート計画の作成、個別サポート計画に基づいた個別の支援に係る相談、児童生徒との話し合
いによる個々が学びたい内容や回数を踏まえた時間割（MY時間割）の作成支援、児童生徒との話し合いによる個々の目標に向け
た振り返りの実施と次の段階の目標設定を行う。

＜イメージ＞

支援内容

連携

教育委員会

SCHOOL“S”教育支援センター

個別の学習支援にかかる相談
↓

個別サポート計画の作成
↓

個々の児童生徒に応じた時間割（MY時間割）を作成

①来室による利用
・ 教科書や問題集による各教科等の学習
・ ソーシャルスキルトレーニング
・ 体験的な学習など

ＮＰＯ法人等・大学等専門機関

②オンラインによる利用
（自宅・学校内の別室等）
・ 学習アプリの活用
・ 指導主事等によるプログラム配信
・ 大学等専門機関、NPO法人等の

オンラインコンテンツの活用

自宅

学校内の別室（SSR）

学校

併用可

オンラインによる利用

オンラインによる利用

連携
連携

教育支援センターを活用した支援事例（広島県）
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校内教育支援センターの事例：ステップルーム  (宮城県仙台市富沢中学校)

１．仙台市の取組
令和2年度から仙台市独自に専任教諭を配置し支援を行う、在籍学級外教室

「ステーション」の取組を中学校において進めている。富沢中学校においては、在籍
学級外教室「ステーション」を「ステップルーム」と呼称して実施。

２．「ステーション」事業について
＜目的＞

学校生活への対応が困難になりつつある児童生徒に対し継続的にかかわること
により、子どもたちのコミュニケーションスキルの向上や社会的自立に向けた支援を
行う。

＜位置づけ＞
• 不登校傾向が見られ、教室に入ることができない児童生徒が利用できる。
• 専任の担任教諭を配置し、児童生徒が通常学級において行っている諸活動と

同等の活動を行うことができる。
• 従来の「別室」とは異なり、適応支援の機能を有し児童生徒の社会性を育む。

＜担任教諭の役割＞
「ステーション」の運営、児童生徒のアセスメント、個別支援計画の作成、学
習指導と支援（学習・活動の整理）、個別の家庭訪問、児童生徒や保護
者との教育相談、関係機関との連携、所属学級担任との情報共有、利用手
続きの整備
※不登校支援コーディネーター（公務分掌に位置づけ）としての役割も担う。

＜期待される効果＞
• 担任がいることで、児童生徒に所属意識や安心感が生まれる。
• 小集団の中で、人間関係づくりのスキルアップや社会性を身に付けることができる。

３．富沢中学校「ステップルーム」の成果と今後の課題

＜変容が顕著だった生徒の例＞
〇生徒A：(R3)63日欠席 → (R4)14日欠席

R3は1～2時間程度登校し、読書などをして過ごしていたが、R4は多くの仲間
と関わりながら活動し、学校で過ごす時間が長くなった。

〇生徒B：(R3)99日欠席→(R4)1日欠席
R3は欠席も多く、断続的な不登校であったが、R4は3教科の授業を教室で
受け、ほぼ欠席せずに明るく笑顔で過ごせるようになった。

＜今後の課題＞
• 昨年度から継続利用の生徒の次のステップに向けた支援の在り方。
• ステップルーム利用の生徒の実態を把握し、共通理解を図ること。
• 学習評価委ついて共通理解を図ること。 等

ステーション担任の１日の流れ（例）
• 朝の会（出席状況の把握）
• 授業（学活・道徳等を含む）
• 給食指導（別室で配膳・給食）
• 清掃指導
• 帰りの会
• 日誌の記入

コミュニケーション力を高める取組
• 学校訪問相談員員等との学習

• 掃除当番や係活動の実施

保護者支援

• ひまわりの会(不登校

生徒の親の会)の実施

(月１回２時間)

• ステップルーム通信 の発行

学級担任等との連携
「保健体育」の授業にて、水難事故
について学習中。
全教科担任が週1回はステップルー
ムで授業を行う時間割を組んでいる。

その日の学習活動と振り返りをファイ
ルし、積み重ねを見える化。ステップ
ルーム担任だけでなく、学級担任も
毎日確認し、コメントを記して返却。

学習活動

各学年１クラスの時間割を固定して１
～６限までオンライン授業を行える環境
をつくっている。

授業で使うプリントを毎朝担任から預かり、
ステップルームに並べ、オンライン授業でも
教室と同じ内容の学習が受けられる。
ステップルームと常時つないでおくタブレット
もあり、登校できない子も家庭から様子
が分かる。

充実した
自習用
の学習プ
リント

ステップシート作
成し、中長期
的な目標を立
て、定期的に振
り返りを行う。

不登校生徒数(出現率) ステップルーム利用者数 関係機関利用者数

Ｒ３ 54人 (5.5%) 20 4

Ｒ４ 36人 (3.7%) 35 7

教室環境
学校目標、学校だよりや学年だより等を掲示し、壁面装飾等を

作成。明るくて温かみのある環境で、通いやすい環境を目指す。
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●学習に関する状況

・授業での学習内容が知っていることばかりでつまらない。
・発言すると雰囲気を壊してしまうので、分からないふり
をしていた事例も。

・資質・能力を伸ばせない。充実した学びができない。

３ 今後の取組の基本的な考え方
◎多様な一人一人の児童生徒に応じ、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の一環として、支援策を考える。
◎特異な才能のある児童生徒が抱える学習上・生活上の困難に着目し、その解消を図るとともに、個性や才能を伸ばす。

＜留意点＞
・何らかの特定の基準や数値によって才能を定義しない。（ラベル付けや過度な競争はしない。）
・学校現場が分断されたり、特異な才能のある児童生徒が差別対象となったりしないよう留意。

＜取組を進める上での考え方＞
・学校種の特性を踏まえる 義務教育段階：学校内の多様性と包摂性を高める中で一人一人の社会性を涵養。飛び級は慎重に検討。

高校段階：学校外学修の単位認定などを活用。
・学校外の学びの場を積極的に活用 ・デジタル社会の進展を踏まえ、ICTを積極的に活用
・教育課程に求められる共通性との関係に留意

●特異な才能のある児童生徒を取り巻く状況

・教師・学校・教育委員会による効果的な支援が行われている実態もあるが、各主体の理解や体制に左右。
・興味・関心に合った学校外の学びの場にアクセスできない（地域偏在）や、情報が届かない状況。
・環境整備に当たっては、国民的な合意形成の視点も重要。

●学校生活に関する状況

・知的側面が年齢不相応に発達しているため、同級生
との会話や友人関係構築に困難。

・教師との関係で課題を抱える場合もある。
・集団の中でトラブルや孤立が発生する場合もある。

２ 指導・支援に関する課題

１ 特異な才能のある児童生徒をめぐる現状

⇒ 以上の結果、不登校になることもある。

特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議
審議のまとめ ～多様性を認め合う個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の一環として～ 【概要】

・特異な才能のある児童生徒は、言語・数理・科学・芸術・音楽・運動など様々な領域に高い能力を示す。

・社会問題など、特定の事柄に強い関心を示すこともある。

・強い好奇心や感受性、過敏な五感、機能間の発達水準の偏りなどの認知・発達の特性を示すこともある。また、障害を併せ有する場合もある。

⇒ 上記の特性がゆえに、困難を抱えることもある。
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具体的な施策有識者会議が想定する「あるべき姿」

●教室や学校の様子

・学校の教室で、特異な才能のある児童生徒も含む子供た
ち一人一人が、その多様性を認められている。

・教師の理解の下、一人一台端末も活用して学習内容の
習熟の程度に応じた学習も取り入れ、かつ子供たちがお互
いに高めあう教育活動が行われている。

・上記の姿が実現してもなお、困難が生じている場合、普段
過ごす教室とのつながりが切れることのないように配慮しつつ
一時的に別の教室等で特性等に合った学習等を行うことが
可能。

４ 今後取り組むべき施策

●学校外での学びとの連携

・大学や民間事業者、非営利法人、教育支援センターな
どの学校外の様々な機関等が、学校や教育委員会と連
携し、夏休みや休日などに提供されるプログラムや、学校
にいながらオンラインで提供されるプログラムなどを提供。

●周囲の理解等

・教職員からの理解や、家庭・地域社会からの理解と協力
を得ている。また、教職員や保護者が必要に応じていつで
も相談できる体制も整えられている。

特異な才能のある児童生徒を含む全ての子供たちが、自らの
理解の程度や知的好奇心に応じ積極的に学習に取り組み、
お互いに特性やよさを認め合い、安心感・充実感をもって学校
生活を送ることができる。

1
特異な才能のある児童生徒の理解のための周知・研修の促進
・教職員の理解のための研修動画の作成など

多様な学習の場の充実等
・学校内の教室以外で、安心して過ごせるような居場所の充実
（校内教育支援センターの活用など）

・養護教諭・SC・SSW・学校司書・学習指導員の活用
・既存の支援策の推進
 ＊スーパーサイエンスハイスクール
 ＊WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業

 ＊大学等が理数系分野で突出した能力を有する児童生徒の能力を伸長する
「ジュニアドクター育成塾」、 「グローバルサイエンスキャンパス」

 ＊国際科学技術コンテスト（科学オリンピックなど）
 ＊国立文化施設における研修、音楽・舞踊分野等での高校生の海外研修
 ＊スポーツ分野における取組

 特性等を把握する際のサポート
・認知・発達・行動の特性等を把握するアセスメントツール等の情報収集

④ 学校外の機関にアクセスできるようにするための情報集約・提供
・プログラム・イベント・人材等を集約するオンラインプラットフォームの構築

 実証研究を通じた実践事例の蓄積、横展開

 ＜検証すべきこと＞
＊子供の関心等に合った授業、多様性を包摂する学校教育環境
＊多様な学びの場の設定や、過ごしやすい居場所としての環境整備
＊学校と学校外の機関の連携による学習面・生活面の指導・支援
※出席扱いとする場合の考え方（判断の主体、要件）の整理が必要

＊才能と障害を併せ有する児童生徒の対応
＊教職員・保護者に対する、児童生徒の対応に関する相談支援 など

2

3

4

5

施策間の成果の往還により、
全体としての施策の質的向上に総合的に取り組む
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特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進令和7年度要求・要望額 0.8億円

（前年度予算額 0.8億円）

○ 学校と連携した学習・支援プログラムの提供及び評価の在り方
     に関する実証研究［33百万円］

特定分野に特異な才能のある児童生徒が、その特性に応じた学びを継続的
かつ持続可能な形で行うことができるよう、学校外の団体と学校が連携して、教
育課程に位置づけることができる学習・支援プログラムの在り方及び学習成果
の評価の在り方等について研究開発を実施する。

【委託先：教育委員会、民間企業等（３団体）】

＜実証研究を通じて検証する事項＞
＊教育課程に位置づけることができる学習・支援プログラムの在り方

＊児童生徒の学校外の学習の成果の学校での評価への活かし方 など

特定分野に特異な才能のある児童生徒は、その才能や認知・発達の特性等がゆえに、学習上・学校生活上の困難を抱えることがあると指摘されている。

しかし、これまで我が国の学校において、特定分野に特異な才能のある児童生徒

を念頭においた指導・支援の取組はほとんど行われてこなかった。

今後は、全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学び

の一体的な充実の一環として、学校外とも連携し、特定分野に特異な才能のあ

る児童生徒に対してきめ細かな指導・支援を行っていく必要がある。

趣旨

事業内容

【学校で経験した困難の例】（特定分野に特異な才能のある児童生徒の本人・関係者に対するアンケート結果より）

・発言をすると授業の雰囲気を壊してしまい、申し訳なく感じてしまうので、分からないふりをしなければならず苦痛
で、授業の中に自分を見出すことができなかった。

・鉛筆で文字を書く速度と脳内での処理速度が釣り合わず、プリントでの学習にストレスを感じていた。
・同級生との話がかみ合わず、大人と話している方が良い。変わっている子扱いされる。
・先生の間違いを指摘してもすぐにわかってもらえず悔しい思いをする。先生の矛盾した指導に納得いかない。
・早熟な知能に対して情緒の発達が遅く感情のコントロールが未熟なので、些細な事で怒られてしまったり泣けて
しまったり、他の児童と言い合いになったりする。

○ 学校と連携した相談支援体制の構築等に関する実証研究［44百万円］

①地域単位での取組

特定分野に特異な才能のある児童生徒やその保護者及び学校の教職員に対する相談

支援を、地域単位で、学校と教育委員会及び相談支援に係る専⾨家・団体が連携して

実施し、実践事例を蓄積し、地域での日常的・継続的な支援体制の構築を図る。

【委託先：都道府県・政令指定都市教育委員会（３団体）】

＜実証研究を通じて検証する事項＞
＊各機関の役割分担や情報共有の在り方

＊対応可能な地域規模・学校数 など

②全国的な取組

特定分野に特異な才能のある児童生徒に対して、児童生徒に応じた学びへアクセスしや

すくなるよう、その特性に応じたプログラム等の情報提供や当該児童生徒の才能・特性の理

解者となる人材の紹介を行うなど、地域を超えた学びへの接続を図る。

【委託先：民間団体（１団体）】

＜実証研究を通じて検証する事項＞
＊相談支援における児童生徒の特性の把握の在り方

＊情報提供後の児童生徒への伴走支援の在り方 など

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）
・特定分野に特異な才能のある児童生徒の
 困難の解消及び才能の伸長

・一人一人の才能・個性の尊重
・多様性を重視する社会の形成

・特異な才能のある児童生徒への特性に応じた学びの提供
・相談支援体制の構築、実践事例の蓄積、横展開

（担当：初等中等教育局教育課程課）

＜委託先＞ ＜協力校＞

・プログラムの開発・提供
・学習の成果の把握・評価

・児童生徒の特性等の共有
・学習の成果の共有 など

・児童生徒に応じた教育課程の編成
・学校外の学習成果を踏まえた評価
など

＜協力校＞
・児童生徒の
困難の発見

＜教育委員会＞
・情報集約、管理

＜専⾨家・団体＞
・相談支援

①情報収集

②相談・情報提供

③学びをつなぐ
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６．審議事項第三関係
これからの時代に育成すべき資質・能力を踏まえた、各教科等やその目標・内容の在り方
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❶
これまでの

成果

●世界に先駆け、わずか１～２年で整備完了
✓ICT機器を「ほぼ毎日」「週３回以上」活用する学校は９割を超え、その割合は年々上昇。
✓１人１台端末、無線LAN環境等のデジタル学習基盤が整い、 端末は鉛筆やノートと並ぶマストアイテムに。

●学力調査等にも効果
✓全国学力・学習状況調査において、ICT機器を活用し、主体的・対話的で深い学びに取り組むほど、平均正答率が高い結果。
✓約9割の児童生徒が、「友達と考えを共有したり比べたりしやすくなる」などのICT機器活用の効力感を実感。
✓ICT機器の効力感に肯定的に回答した児童生徒ほど、挑戦心・自己有用感・幸福感等に関して肯定的に回答。
また、その傾向は、特に低SES（社会経済的背景）グループにおいて見られる。
✓コンピュータ活用型調査（CBT）であるPISA2022において、日本は世界トップレベル。

❸ 今後の方向性（教育DXの更なる進化）
●共同調達スキームの下での着実な端末更新。
●ネットワークアセスメントの徹底・その結果を踏まえた通信ネットワークの着実な改善。
●地域間活用格差の解消に向けた好事例の創出やICT運用支援を含む伴走支援の強化。
●クラウド環境の活用等による校務DXを加速。

❷
直面する

課題

●地域・学校間で大きな活用格差
✓活用率の自治体間格差（約7割～ほぼ100％）や授業での活用方法に学校間格差があり、早急な是正が必要。

●端末更新、学校のICT環境（ネットワーク）の改善
✓端末については、R５補正予算及びR6補正予算でR７年度までの更新に必要な経費を確保。
一方、各自治体において適切かつ計画的な更新が行われる必要。
✓ネットワークについては、速度が不十分な学校が存在しており、改善が急務（GIGA端末はクラウドの活用を前提としており、
ネットワーク環境がないと十分に活用できない）。

●校務DXの推進
✓校務支援システムが自前サーバに構築され、校務処理の多くが職員室に限定。また、ネットワークが分離され、学習系デー
タと校務系データの連携が困難。校務システムのクラウド化及び校務系・学習系ネットワークの統合等による更なる校務DX
が必要。

●誰一人取り残されない学びの保障
✓該当者のいる約7割の学校で、授業配信を含め、ICT機器を活用した不登校児童生徒の学習活動等の支援を実施。
✓同様に、8割以上の学校で、特別な支援を要する児童生徒に対する学習活動等の支援を実施。

●単なる教育施策ではなく、我が国の重要施策のインフラ
✓デジタル人材育成の基盤（端末を活用してプログラミングを学んだ子どもの増加、また、今後のAI戦略にとっても重要）。

国策としてのGIGAスクール構想の更なる推進
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学校におけるICT環境の整備状況

児童生徒１人あたりの学習者用コンピュータ台数 指導者用・学習者用デジタル教科書整備率

【出典】文部科学省「令和５年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）」 85



ICT機器の活用状況

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和６年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）」 86

※  内の数字は相関係数

発表場面でのICT活用頻度別に見た学校質問［課題解決に向けて話し合い、まとめ、
表現する学習活動］の選択肢ごとの教科の正答率

◆ ICT機器を「ほぼ毎日」「週３回以上」活用する学校は、小学校93％（前年比3

ポイント増）、中学校91%（前年比4ポイント増）。

◆ 該当者のいる学校の７割以上で、授業配信を含め、ICT機器を活用した不登校児童

生徒の学習活動等の支援が行われている。

◆ 課題解決に取り組む学習活動を行っている学校ほど、考えをまとめ、発表・表現す

る場面でICTを活用している。その両方に取り組んだ学校グループの児童生徒は、

それ以外のグループよりも各教科の正答率が高い。
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課題解決に向けて話し合い、まとめ、表現する学習活動
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発表場面でのICT活用頻度が週３回以上で、

課題解決の学習活動の質問に「当てはまる」

と回答した学校の生徒の平均正答率は54.7

％。

発表場面でのICT活用頻度が週３回未満で、

課題解決の学習活動の質問に「どちらかとい

えば、当てはまらない」又は「当てはまらな

い」と回答した学校の生徒の平均正答率は

48.9％。

◆ 約９割の児童生徒が、以下のようなICT機器活用の効力感を感じている。

• 分からないことがあった時に、すぐ調べることができる

• 画像や動画、音声等を活用することで、学習内容がよく分かる

• 友達と考えを共有したり比べたりしやすくする

◆ ICT機器活用の効力感が高い児童生徒ほど、挑戦心・自己有用感・幸福感等が高い。
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学習用デバイスの適度な使用による効果

◆ OECD加盟国平均で、学習用デバイスの適度な使用により、数学スコアが20ポイント向上。（１時間～５時間まで）

◆ ５時間以上の過剰使用ではスコアは下落。遊びに１時間以上も同様。

【出典】OECD (2024), “Managing screen time: How to protect and equip students against distraction”, 
PISA in Focus, No. 124, OECD Publishing, Paris (https://doi.org/10.1787/7c225af4-en) 87



デジタル機器の使用で注意散漫になる

デジタル機器を使っている他の生徒に
気を取られる

デジタル機器の使用に係る各国の状況

◆ OECD加盟国平均では、３人に１人が授業中にデジタル機器を使って注意散漫になるとの結果である一方、
日本は５%程度。

【出典】OECD (2024), “Managing screen time: How to protect and equip students against distraction”, 
PISA in Focus, No. 124, OECD Publishing, Paris (https://doi.org/10.1787/7c225af4-en) 88
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クラウドを活用した個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図る取組 ー愛知県春日井市ー

◆ １人１台端末を活用しながら、通常授業においても様々な学習形態が同時に進行。
◆ クラウド上で単元計画が開示されている。
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情報活用能力

情報活用（情報の収集、整理・比較、発信・伝達）

情報活用能力とは、コンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を収集、整理・比較、発信・伝達で
きる力であり、情報手段の基本的な操作の習得やプログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリ
ティ、統計等に関する資質・能力等も含むもの （学習指導要領解説の要約）

基本的な操作

タイピングによる文字入力

小学校国語（第３学年）

検定サイトを使用して、
ローマ字入力に慣れ、タイ
ピングで文字入力ができる
ようにする指導の場面

＜情報活用能力を育成する指導の場面（例）＞

中学校数学（第２学年）

図形の学習において、図形作
成ソフトで図を動かしながら、
長方形、ひし形、正方形、平
行四辺形の特徴を考えさせ、
その違いをグループで説明す
る場面

プログラミング
プログラムの作成を体験

小学校理科（第６学年）

電気の学習において、人感セン
サーや照度センサーを使い、人
の有無や明るさによって自動的
に扇風機を制御するプログラミ
ングを体験をする場面

情報モラル・セキュリティ

自他の情報の大切さを理解

小学校道徳（第４学年）

他人に知られてもよい情報と
知られたくない情報は人に
よって違うことに気付き、他
者のことを考え行動する心情
を育てる場面

整理した考えを説明
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中国 韓国 イギリス

対象学年 小３から中２（※） 小５から中３ ５歳から14歳

教科名称 情報科技 技術・家庭（小）、情報（中※） Computing

教科の
主な内容

・データとコーディング
・オンライン学習
・オンライン生活
・情報処理のプロセスと制御
・身の回りのアルゴリズム
・人工知能とスマート社会
・IoTの実践と探究
・インターネットの応用とイノ

ベーション
※小１、２、中３では、他教科と

統合し情報に関する内容を実施
する

・デジタル社会と人工知能
・コンピューティングシステム
・データ
・アルゴリズムとプログラミング
・人工知能
・デジタル文化
※中学校では、技術・家庭におい
て、情報と関連させながら、IoT、
ロボティクスを取り扱う

・アルゴリズム
・プログラミングとデバッグ
・目的に応じた機器操作
・情報モラル
・コンテンツやシステムの設計・

制作
・ネットワークの仕組み
・コンピュータ・サイエンス
・IoT開発等のイノベーション活動
・データ構造、分析
・コンピュータ機器の構成

米国 オーストラリア ニュージーランド

対象学年 ５歳から16歳 ５歳から13歳（※） ６歳から16歳

教科名称 Compter Science Digital Technology Technology

教科の
主な内容

・情報処理システム
・ネットワークとインターネット
・データと分析
・アルゴリズムとプログラミング
・コンピューティングの影響

・データの取得、解釈、モデル化
・アルゴリズムの設計・検証とプ

ログラミング言語用いた実装
・サイバーセキュリティ
・インタラクティブなコンテンツ

の作成
※14、15歳では、個々の学校で情

報に関する内容を実施するかど
うか決める

・アルゴリズムの理解と設計、実
装

・データの収集、整理、表現
・プログラミングとデバッグ
・UI/UXの評価
・ソフトウエアの使用方法
・デジタルコンテンツの開発等
・システムの理解と開発、評価
・社会形成と情報技術の評価

（文部科学省調べ）

諸外国の義務教育段階における情報教育の現状
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総合的な学習（探究）の時間について

探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，よりよく課題を解決し，
自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

⑴ 探究的な学習の過程において，課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題に関わる概念
を形成し，探究的な学習のよさを理解するようにする。

⑵ 実社会や実生活の中から問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して，ま
とめ・表現することができるようにする。

⑶ 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かしながら，積極的に社会
に参画しようとする態度を養う。

総合的な学習の時間の目標

探究の過程
① 課題の設定
② 情報の収集
③ 整理・分析
④ まとめ・表現

※記載は、小学校、中学校の総合的な学習の時間の目標
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72.7
67.5

61.8
55.8

68.7
62.7

56.6
50.8

76.0
71.2

64.0
57.757.9

52.4

44.8
39.2

52.3
46.6

40.0
36.4

小学校 中学校

当
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

当
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

当
て
は
ま
ら
な
い

当
て
は
ま
ら
な
い

平均正答率

【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和５年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）」をもとに作成

国語 算数 国語 数学 英語

「探究的な学習」に取り組む児童生徒は平均正答率が高い傾向
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Q 総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを
  発表するなどの学習活動に取り組んでいますか。



小 中 児童 生徒

・人の役に立つ人間になりたいと思いますか 0.264 0.245

・学校に行くのは楽しいと思いますか 0.252 0.254

・自分と違う意見について考えるのは楽しいと思いますか 0.360 0.312

・家で自分で計画を立てて勉強をしていますか（学校の授業の

予習や復習を含む）
0.337 0.271

○ ○

・土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１日当たりどれくら

いの時間、勉強をしますか（学習塾で勉強している時間や家庭

教師の先生に教わっている時間、インターネットを活用して学

ぶ時間も含む）

0.217 0.200

・今住んでいる地域の行事に参加していますか 0.208 0.207

・地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか 0.354 0.314

←正答率との相関 総合との相関係数→

※「○」は、教科の平均正答率と相関が見られた質問

「探究的な学習」と「自己有用感等」は正の相関

94【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和５年度全国学力・学習状況調査 調査結果資料」をもとに作成

Q 総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを
  発表するなどの学習活動に取り組んでいますか。



小 中 児童 生徒

○ ○

・５年生まで〔１、２年生のとき〕に受けた授業で、自分の考えを発表

する機会では、自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立

てなどを工夫して発表しましたか

0.445 0.421

○ ○
・５年生まで〔１、２年生のとき〕に受けた授業では、課題の解決に向

けて、自分で考え、自分から取り組んでいましたか
0.495 0.467

○ ○
・５年生まで〔１、２年生のとき〕に受けた授業では、各教科等で学ん

だことを生かしながら、自分の考えをまとめる活動を行っていましたか
0.496 0.487

・学級の友達（生徒）との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深

めたり、広げたりすることができていますか
0.411 0.425

○ ○
・学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を見直

し、次の学習につなげることができていますか
0.442 0.417

○ ・授業で学んだことを、ほかの授業で生かしていますか 0.439 0.429

←正答率との相関 総合との相関係数→

※「○」は、教科の平均正答率と相関が見られた質問

「探究的な学習」と「主体的・対話的で深い学び」は正の相関

95【出典】文部科学省・国立教育政策研究所「令和５年度全国学力・学習状況調査 調査結果資料」をもとに作成

Q 総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを
  発表するなどの学習活動に取り組んでいますか。



大学・高専機能強化支援事業（成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金）

事業創設の背景

•デジタル化の加速度的な進展や脱炭素の世界的な潮流は、労働需要の在り方にも根源的な変化をもたらすと予想。

•デジタル・グリーン等の成長分野を担うのは理系人材であるが、日本は理系を専攻する学生割合が諸外国に比べて低い。

•デジタル・グリーン等の成長分野をけん引する高度専⾨人材の育成に向けて、意欲ある大学・高専が成長分野への学部転換等の改
革を行うためには、大学・高専が予見可能性をもって取り組めるよう、基金を創設し、安定的で機動的かつ継続的な支援を行う。

※ 理系学部の学位取得者割合
【国際比較】 日本 35%、仏 32％、米 39％、韓 43％、独 41％、英 44％（出典：文部科学省「諸外国の教育統計」令和５（2023）年版）
【国内比較】 国立大学 60%、公立大学 47%、 私立大学 29%（出典：文部科学省「令和５年度学校基本調査」）
（注）「理・工・農・医・歯・薬・保健」及びこれらの学際的なものについて「その他」区分のうち推計

① 学部再編等による特定成長分野（デジタル・グリーン等）への転換等（支援１）

文部科学省

(独)大学改革支援・学位授与機構
（NIAD-QE）

大学・高専

助成金交付

【事業スキーム】

基金造成

⚫支援対象：私立・公立の大学の学部・学科（理工農の学位分野が対象）

⚫支援内容：学部再編等に必要な経費（検討・準備段階から完成年度まで）
定率補助・20億円程度まで、原則８年以内（最長10年）支援

⚫受付期間：令和14年度まで

② 高度情報専門人材の確保に向けた機能強化（支援２）

⚫支援対象：国公私立の大学・高専（情報系分野が対象。大学院段階の取組を必須）

⚫支援内容：大学の学部・研究科の定員増等に伴う体制強化、
高専の学科・コースの新設・拡充に必要な経費

 定額補助・10億円程度まで、最長10年支援

 ※ハイレベル枠（規模や質の観点から極めて効果が見込まれる）は20億円程度まで支援

⚫受付期間：原則令和7年度まで

支援の内容

 令和4年度第2次補正予算額 3,002億円
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高校卒業レベル
旧: ３,０００語程度

新: ４,０００
～ ５,０００語程度

高
等
学
校

15分程度の短時間学習の活用等を
含めた弾力的な時間割編成も可能

※CEFR：欧州評議会（Council of Europe）が示す、外国語の学習や教授等のためのヨーロッパ
共通参照枠を言う。英検との対照は日本英語検定協会が公表するデータによる。

・５領域を総合的に扱う科目群（英語コミュニケーションⅠ,Ⅱ,Ⅲ）、
ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄやﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ等を通して発信力を高める科目群
（論理・表現Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ）を設定

・授業は外国語で行うことを基本 （前回改訂より）

                             年間１４０単位時間（週４コマ程度）

・外国語で自分自身の考えや気持ちなどを伝え合う
対話的な活動を重視

・具体的な課題を設定するなどして、学習した語彙、表現
などを実際に活用する言語活動を充実

・授業は外国語で行うことを基本

５・６年 （教科）      年間７０単位時間（週２コマ程度）

・音声に十分慣れ親しんだ上で、段階的に「読むこと」
「書くこと」を加える

・指導の系統性を確保 

３・４年 （活動）     年間３５単位時間（週１コマ程度）

・「聞くこと」「話すこと（やり取り・発表）」を中心

・外国語に慣れ親しませ、学習への動機付けを高める

中
学
校

小
学
校

・小学校の学習経験が十分
に生かしきれていない
・言語活動が十分でない

年間１４０単位時間
（週４コマ程度）

・学年が上がるにつれて意欲に課題
・学校種間の接続が不十分

英検３級程度以上の生徒
42.6％（目標５０％）*H30

英検準２級程度以上の生徒
40.2％（目標50％）*H30

年間３５単位時間
（週１コマ程度）

・音声を中心に英語に慣れ
親しんでいる

・中学校入学時の学習意欲
が向上

活動

高等学校で
旧: １,８００語程度

新: １,８００
～ ２,５００語程度

中学校で
 旧:１,２００語程度

 新:１,６００
～ １,８００語程度

・学習意欲、 発信力に課題
・言語活動が十分でない

中
学
校

小
学
校

小・中・高等学校を通じた５つの領域別（ 「聞くこと」「読むこと」「話すこと［やり取り・発表］ 」

「書くこと」 ）の言語活動を通して、コミュニケーションを図る資質・能力を育成

高
等
学
校

 小学校で
 新: ６００

～ ７００語程度

高
校
生
の
た
め
の

学
び
の
基
礎
診
断

全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査

CEFR※

Ｂ２
（英検準１級等）

Ｂ１
（英検２級等）

Ａ２
（英検準２級等）

Ａ１
（英検３級等）

改善の
ための
PDCA
サイクル

【2019年度～】

【2019年度～】

※「聞くこと」「読むこと」
 「書くこと」「話すこと」
  に関する調査を実施

改善の
ための
PDCA
サイクル

旧学習指導要領
（ H20・21改訂 ）

小学校2020（令和２）年度、中学校2021（令和3)年度から全面実施、
高等学校2022年度（令和４年度)入学者より学年進行で実施

学習指導要領
（ H29・30改訂 ）

学習指導要領における小・中・高を通した外国語教育の改善
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AIの活用による英語教育強化事業

⚫ 生徒の英語力は向上傾向にあるが、社会の期待とは依然大きな乖離
⚫ 英語を使う機会の圧倒的少なさや学ぶ動機付けの弱さが積年の課題
⚫ 生成AIの効果的活用により、練習量の増加や動機付けの強化が期待できる

現状・課題

事業内容

（担当：初等中等教育局教育課程課）

【経済財政運営と改革の基本方針2024】
（略）AIの活用等による英語教育や国際交流の強化を含む教育の国際化
を進めるとともに、（略）を通じ、グローバル人材の育成を抜本的に強化する。

 令和6年度補正予算額 6億円

文部科学省

事務局（プラットフォーム）
⚫ 研究協議会の運営
⚫ 有識者等によるモデル校やAI英語活用リーダーへの指導助言
⚫ オンライン上の情報交流スペースを構築・運営
⚫ 成果と課題の分析・発信

モデル
校

自治体等 自治体等自治体等
⚫ 授業等で自ら率先してAI活用を実践
⚫ 研究協議を通じて全国のリーダー教師と切磋琢磨し、実践を改善
⚫ 域内の教員へ実践を普及
（普及方法の例）

・AIを活用した公開授業を実施
・教育委員会主催研修のワークショップで、リーダーが講師役を担当

①AIを英語の授業等で活用するモデル校※を指定 …約300校

モデル
校

モデル
校

モデル
校

モデル
校

モデル
校

②AI英語活用リーダーによる実践の普及 …約1,200名

【考えられる取組項目】
⚫ 会話練習量の増加や言語活動の充実
⚫ 家庭学習におけるAI活用方法、授業との連携モデル構築
⚫ 個々の児童生徒の興味関心を踏まえた個別最適な教材生成
⚫ 不登校や特別な支援を要する児童生徒への活用方法

※国公私を想定

各モデル校等のAI英語活用リーダーがAIを活用した英語教育を普及

事業スキーム

委託

再委託

指定

各学校の教員

次期学習指導要領の検討を見据え、教師やALTによる指導とAI活用と
の効果的な組み合わせを実証研究し、知見を早急に蓄積する必要

件数

事務局：１箇所程度
都道府県・市区町村教育委員会、民
間企業等：27箇所程度
（1箇所当たり1,500万円程度）
※民間企業の場合は、モデル校設置者と
調整の上で応募

委託
先

事務局を民間企業等に委託

※モデル校・AI英語活用リーダーは
都道府県・市区町村教育委員会等を通じて募集
民間企業の場合は、都道府県・市区町村教育委
員会と連携して募集
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99【出典】内閣官房（https://www.cas.go.jp/jp/houan/220622/78gaiyou.pdf）



今後の主権者教育の推進に向けて（最終報告） －主権者教育推進会議（令和３年３月）－

はじめに

Ⅰ 主権者教育推進の背景、経緯

➢ 高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治
的活動等について（平成27年10月文部科学省初等中等教育局長通知）
の発出

○ 習得した知識を活用し、主体的な選択・判断を行い、他者と協働しながら様々
な課題を解決していくという国家・社会の形成者としての資質・能力を生徒に育
むことを一層期待

〇 政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象を扱うことや、実践的
な教育活動を積極的に行うことを明確化

○ 文部科学省と総務省との連携により作成した政治や
選挙等に関する副教材である「私たちが拓く日本の未来」
ならびに教師向けの指導資料を平成27年度から配付し、
その活用を通した指導の充実を推進

➢ 高校生向け副教材と教師用指導資料の作成

〇 教育基本法第１条（教育の目的）及び同法第14条（政治教育）に基づき、これからの社会を担う子供たちに、平和で民主的な国家及び社会

の形成に参画するために必要な資質・能力を育成するための取組を推進することが重要（こうした動きは諸外国、OECDの教育改革の方向性と

も軌を一にする）

○ 特に、平成27年の公職選挙法等の改正により選挙権年齢が満18歳に引き下げられ､令和４年度からは成年年齢が満18歳へと引き下げられる

ことを踏まえ、新学習指導要領の下で、主権者教育の一層の充実を図ることが求められている

➢ 中央教育審議会における審議と学習指導要領の改訂

○ 平成２８年の中央教育審議会の答申（「幼稚園・小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」）では、
①小・中学校からの体系的な主権者教育の充実、②関係する教科等間相互の連携の重要性を指摘

○ 平成２９・３０年改訂の学習指導要領では、小学校、中学校における社会科等の充実、高等学校における「公共」の新設など、各学校段階において主権者教育の
内容を充実

➢ 「主権者教育の推進に関する検討チーム」（中間まとめ（平成28年３月）、最終まとめ（平成28年6月）

○ 主権者教育の目的を「単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させるにとどまらず、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体
的に担うことができる力を身に付けさせることと定義

〇 学校教育のみならず、地域、家庭等における取組の推進方策を整理

１ 各学校段階等における取組の充実
（初等中等教育段階、大学段階・教師の養成・研修）

２ 家庭・地域における取組の充実

主権者教育推進会議における議論

３ 主権者教育の充実に向けたメディアリテラシーの育成

４ 社会総がかりでの「国民運動」としての主権者教育の重要性
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達成
できること

達成
できること

マイスター・ハイスクール事業 ～産学連携による産業人材育成のスキーム～

人材育成
エコシステム

連
携

が不可欠な要素

⚫ より時代のニーズに合った
専⾨高校等の教育活動・
教育課程の実現

⚫ 専⾨高校等の特色化・魅力化に
よる定員充足率の向上

⚫ 最先端の産業界等の技術・知識
等のリソースの活用

⚫ 企業の施設の活用による
高度な研究・実習

⚫ 企業との共同研究や商品
開発等の活性化・持続化

⚫ 産業実務家教員による
実践的授業

⚫ 産業界の視点を取り入れた
学校設定科目

派
遣
・
協
力
等

起
業
・
就
職

等

例えば

産業人材育成の

教育充実

地域産業界の

持続的発展 ⚫ 産業界のニーズに適応し、
かつ牽引できる人材確保

⚫ 社内人材育成に寄与

⚫ 教育界との持続的関係づくり

⚫ 地元企業の魅力発信

例えば

⚫ 県内の経済団体との人事交流等や
授業見学等の連携体制の構築

⚫ 県と産業団体との人材育成に
かかる連携協定の締結

例えば

• いきなり学校側や企業側から連携を持ち掛けるのはハードルが高い

• 組織同士の協力体制が約束事化していることにより、学校と企業の
連携につなげやすくなる

地方自治体による産学連携体制の構築が必要な理由

⚫ お互いの価値観や
考え方の違いのすり合わせ

⚫ 学校のニーズを企業が
実現できる形で依頼

• 企業の人材による授業

• 企業の施設設備を
活用した実習 など

⚫ 企業の得意分野を
学校教育に落とし込む

⚫ 教員の心理的ハードルを
下げる

例えば コーディネート機能が必要な理由

人材育成という目標は同じだが、価値観や考え方が異なることにより、実現まで
に多くの調整が必要。コーディネーターによって、両者の認識合わせを行い、実現
可能な形を作ることができるようになる

卒業生

産業界

マイスター・ハイスクール
CEO（コーディネート機能）

地方自治体

専門高校

地域における
産業界と教育界の
連携体制構築を担う

コーディネート機能
を担う

産業実務家
教員

専
門
高
校

産
業
界

産業界の最新知識・技術という
リソースを活用した実践的教育

優秀な人材がほしい
産業界を担う人材育成に関わりたい

実現したい
こと

授業に参画してほしいが、
依頼を受けてくれるのか

人材を出すことによるビジネスの
機会損失リスクの懸念

ハードル

教育上有効なことを一番に考える
企業側の求める特定の分野
だけの育成は困難

自分の企業の利益につながるのか、
人材が来てくれるのか、企業としての
本来業務がある中で、学校の依頼
すべてには応えられない

価値観

イメージ

産学連携コーディネート機能を果たす人材 地域の産学連携体制の基盤づくり ・

支
援

・ 産業振興部局  等

・ 教育委員会 連
携

専門高校と産業界・企業が連携する仕組みをつくり、地域産業の持続的な成長を牽引する最先端の職業人材育成

エコシステムを確立。
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海洋高等学校×新潟県教育委員会×糸魚川市×株式会社能水商店

ＩＴ活用を通じてこれからのスマート水産業を学ぶ

水産や海洋における情報技術を座学で学び、実習で地元企業や外
部講師の協力を得てＩＴ活用。
道の駅に「新潟海洋高校アンテナショップ

能水商店」をオープンし、ＷＥＢサイトでの
オンライン販売と融合。
自らがデジタル変革の推進役になれるよう

学びを深めている。

地域産業の持続可能性を実現する活動

地域産業会の全面的な支援（施設や設備利用・実践の場）をも
らい、地域の持続可能性を高めるプロジェクトを課題研究で取り組む。
新しい低コスト型鮭放流事業、モズク育成

域マップによる取りすぎの抑制、森が豊かな海
をつくる保安林の保護育成、究極の循環型
食糧生産アクアポニックス、廃棄物削減に向
けた水産加工残渣の有効活用などの課題に
向き合う。

資質・能力を評価するアセスメントテスト実施

「学びみらいPASS」によるｱｾｽﾒﾝﾄ
ﾃｽﾄを実施。ﾘﾃﾗｼｰ（情報収集力・
構想力など）の4つの力の着実な
伸長とｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ（協働力・自信創
出力など）の8つの力の３年次にお
ける著しい伸長が確認できた。

事業の取組や成果は商工会や観光協会でも話題に挙
がることも多く、さらなる連携に向けた機運は産業界でも高
まっている。

生徒はもちろん、学校や行政、事業に関わる全員が方
向性を共有し、真剣に取組を実行してきた成果だと思う。

この取組が市内ばかりでなく、広域にわたる地域連携の
起爆剤となる可能性を感じていると同時に、事業・取組の
継続に大きな期待をしている。

マイスター・ハイスクールＣＥＯ
（コーディネート機能を担う）

産業実務家教員
（観光物産センター）

私は海洋高校教員を退職・起業し、水産加工会社の経
営者として産業界から学校の学習を支援する立場となった
。
学校設定科目「地域探究」の新設と各学科・コースの専

⾨性を活かして地域課題解決に取り組む教育プログラムの
運用により、海洋高校の学習活動を直接的に地域産業
振興に結び付けるという意思と持続可能性が高まった。
地方における専⾨高校の存在意義や可能性が今後さら

に高まっていくと信じている。

取組による成果等

毎年多くの県内外生徒が入学し、糸魚川市の地域振
興にも寄与している。
海洋高校では「キャリア教育」をはじめ、生徒が市内各地

を巡検する「ジオパーク学習」にも取り組むなど、地域や人と
の関わりにも力を入れている。
今後も生徒が社会の第一線で活躍できる能力を着実に

身に着け、未来を担う、時代に対応した人材育成の継続
に期待している。

糸魚川市の職員

新商品・新事業の創出、地域産業の活性化

新しい地域産業の立ち上げ「マリンスポーツイベント・海洋レジャー体
験サービスの開発による観光誘客」、地域水産資源を活用した新商
品開発、地域産業の持続可能性に向けた研究開発「鮭発眼卵放流
による漁協の担い手不足や経営改善」を推進。

マイスター・ハイスクールにおける取組 ～新潟県立海洋高等学校～
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高等学校の各学科に共通する教科・科目等及び標準単位数①（前回・現行比較）

【現行】 【前回】
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高等学校の各学科に共通する教科・科目等及び標準単位数②（前回・現行比較）
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高等学校学習指導要領の教育内容の主な改善事項

・科目の特性に応じた語彙の確実な習得、主張と論拠の関係や

推論の仕方など、情報を的確に理解し効果的に表現する力の

育成（国語）

・学習の基盤としての各教科等における言語活動（自らの考えを

表現して議論すること、観察や調査などの過程と結果を整理し

報告書にまとめることなど）の充実（総則、各教科等）

言語能力の確実な育成

・理数を学ぶことの有用性の実感や理数への関心を高める観点

から、日常生活や社会との関連を重視（数学、理科）するととも

に、見通しをもった観察、実験を行うことなどの科学的に探究す

る学習活動の充実（理科）などの充実により学習の質を向上

・必要なデータを収集・分析し、その傾向を踏まえて課題を解決

するための統計教育を充実（数 学）

・将来、学術研究を通じた知の創出をもたらすことができる創造

性豊かな人材の育成を目指し、新たな探究的科目として、「理

数探究基礎」及び「理数探究」を新設（理数）

理数教育の充実

・我が国の言語文化に対する理解を深める学習の充実（国語「言

語文化」「文学国語」「古典探究」）

・政治や経済、社会の変化との関係に着目した我が国の文化の

特色（地理歴史）、我が国の先人の取組や知恵（公民）、武道の

充実（保健体育）、和食、和服及び和室など、日本の伝統的な

生活文化の継承・創造に関する内容の充実（家庭）

伝統や文化に関する教育の充実

・各学校において、校長のリーダーシップの下、道徳教育推進教師を中心

に、全ての教師が協力して道徳教育を展開することを新たに規定(総則)

・公民の「公共」、「倫理」、特別活動が、人間としての在り方生き方に関す

る中核的な指導の場面であることを明記（総則）

道徳教育の充実

・統合的な言語活動を通して「聞くこと」「読むこと」「話すこと［やり取り・発

表］」「書くこと」の力をバランスよく育成するための科目（「英語コミュニ

ケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ」）や，発信力の強化に特化した科目を新設（「論

理・表現Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」）

・小・中・高等学校一貫した学びを重視して外国語能力の向上を図る目標

を設定し、目的や場面、状況などに応じて外国語でコミュニケーションを

図る力を着実に育成

外国語教育の充実

・就業体験等を通じた望ましい勤労観、職業観の育成（総則）、職業人に

求められる倫理観に関する指導（職業教育に関する各専門教科）

・地域や社会の発展を担う職業人を育成するため、社会や産業の変化

の状況等を踏まえ、持続可能な社会の構築、情報化の一層の進展、

グローバル化などへの対応の視点から各教科の教育内容を改善

・産業界で求められる人材を育成するため、「船舶工学」（工業）、「観光

ビジネス」（商業）、「総合調理実習」（専門家庭）、「情報セキュリティ」

（専門情報）、「メディアとサービス」（専門情報）を新設

※職業教育の充実に当たっては、必要な施設・設備の計画的な整備

を促していく。

職業教育の充実
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※上記表は、平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の障害に対応する学校及び複数の障害を有する者については、そ
れぞれの障害種に集計している。このため、学校数及び在籍者数のグラフと表の数値は一致しない。

【出典】文部科学省「学校基本調査（令和５年度）」

【令和５年度の状況】

学校数 1,080校 1,096校 1,114校 1,125校 1,135校 1,141校 1,146校 1,149校 1,160校 1,171校 1,178校

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 計

学 校 数 82 120 823 351 156 1,532

在籍者数 4,696 7,457 141,063 30,161 19,339 202,716

学級数 2,068 2,772 33,168 12,003 7,683 57,694

132,570 
135,617 137,894 139,821 141,944 143,379 144,434 144,823 146,285 148,635 

151,362 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者の推移（各年度5月1日現在）

計

知的障害

肢体不自由

病弱・身体虚弱

聴覚障害

視覚障害

（名）

特別支援学校の幼児児童生徒数・学校数の推移
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【令和５年度の状況】

知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 弱視 難聴 言語障害 自閉症・情緒障害 計

学 級 数 33,206 3,146 2,841 532 1,354 649 37,236 78,964

在籍者数 164,036 4,419 4,200 592 1,837 1,209 196,502 372,795

（名）

学級数 49,743学級 52,052学級 54,586学級 57,301学級 60,345学級 63,369学級 66,655学級 69,947学級 73,145学級 76,720学級 78,964学級

174,881
187,100

201,493
218.127

236,123

256,671

278,140

302,473

326,457

353,438

372,795

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

特別支援学級在籍者数の推移（各年度５月１日現在）

自閉症・情緒障害

言語障害

難聴

弱視

病弱・身体虚弱

肢体不自由

知的障害

特別支援学級の児童生徒数・学級数

【出典】文部科学省「学校基本調査（令和５年度）」
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9,654 

20,461 
27,718 28,870 29,907 29,713 29,340 29,860 30,390 31,066 31,607 32,674 33,606 34,375 35,265 36,793 37,561 38,754 39,691 43,630 47,175 48,628

1,268 1,561 

1,750 1,854 
1,995 1,943 2,113 2,101 2,118 2,233 2,240 2,254 

2,262 2,424 2,322 
2,389 2,546 

2,501 2,606 
2,444 

2,599 2,666

1,337 

2,320 
4,184 5,033 

6,836 
2,898 3,197 3,589 4,710 5,737 6,332 7,450 8,613 9,392 10,623 

11,824 
14,592 16,072 

19,155 

21,837 

24,554 24,871

3,912 5,469 7,047 
8,064 

9,148 10,342 
11,274 

12,308 
13,340 

14,167 
15,876 

19,567 

24,175 
25,635 

32,347 

36,760 
42,081

1,351 

2,485 
3,682 

4,726 
6,655 

7,813 
9,350 

10,769 
12,006 

13,155 

14,543 

16,545 

20,293 

22,389 

30,612 

34,135 

37,047

1,631 

2,636 
3,406 

4,013 

5,798 
7,026 

8,517 

10,324 

12,213 

14,573 

16,886 

18,135 

21,300 

24,709 

33,827 

38,656 

43,050

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

H5 H10 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

注意欠陥多動性障害

学習障害

自閉症

情緒障害

弱視、難聴、肢体不自由及び病弱・身体虚弱

言語障害

12,259

24,342

33,652
35,757

41,448

54,021
49,685

45,240

60,637
65,360

71,519

77,882

83,750

90,105

98,311

108,946

123,095

134,185

164,697

183,879

38,738

198,343

通級による指導を受けている児童生徒数の推移（障害種別）

【出典】文部科学省「令和４年度通級による指導実施状況調査」

※令和２年度～令和４年度の数値は、３月３１日を基準とし、通年で通級による指導を実施した児童生徒数について調査。その他の年度の児童生徒数は年度５月１日現在。

※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成18年度から通級による指導の対象として学校教育法施行規則に規定し、併せて「自閉症」も平成18年度から対象として明示

（平成17年度以前は主に「情緒障害」の通級による指導の対象として対応）。

※平成30年度から、国立・私立学校を含めて調査。

※高等学校における通級による指導は平成30年度開始であることから、高等学校については平成30年度から計上。

※小学校には義務教育学校前期課程、中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程、高等学校には中等教育学校後期課程を含める。

※令和４年度については、令和６年能登半島沖地震の影響を考慮して、石川県は国立学校のみ調査を実施し、公立・私立学校に関する調査は実施していない。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律 （概要）

２．事業者による合理的配慮の提供の義務化に伴う対応

※施行期日：公布の日（令和３年６月４日）から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日

１．事業者による合理的配慮の提供の義務化

（１）国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割

分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。

（２）障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
ア 基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。
イ 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。
ウ 地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報（事例等）の収集、整理及び提供に努めるものとする。

事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、
現行の努力義務から義務へと改める。

※ 障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から
 何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除く

ために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めている。

※ 「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる
   ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

段差がある場合に、
スロープなどで補助する

意思を伝え合うために絵や写真の
カードやタブレット端末などを使う

○ 政府は、障害者差別解消法の施行（平成28年４月）３年経過後において、事業者による合理的配慮の在り方その他の施
行状況について検討し、所要の見直しを行うとの規定（附則第７条）を踏まえ、内閣府の障害者政策委員会における議論や
団体ヒアリング等を通じて、検討を実施。

○ 障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合
理 的な配慮をすることを義務付けるとともに、国・地方公共団体相互の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を
解消するための支援措置を強化する措置を講ずる。

【合理的配慮の例】
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合理的配慮に当たり得る配慮の例

○ 情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の提供（聞くことで内容が理解できる説明・資料
や、拡大コピー、拡大文字又は点字を用いた資料、カラーユニバーサルデザインに配慮した資料、
遠くのものや動きの速いものなど触ることができないものを確認できる模型や写真等の提供）、聞
こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、見えにくさと聞こえにくさの両方がある場合に応じた情
報の提供（手のひらに文字を書いて伝える、活動や場所の手がかりとなるものを示す等）、知的障
害に配慮した情報の提供（伝える内容の要点を筆記する、漢字にるびを振る、単語や文節の区切
りに空白を挟んで記述する「分かち書き」にする、なじみのない外来語は避ける等）を行うこと。

○ 知的障害のある児童生徒等に対し、抽象的な言葉や文章を説明する際、絵カード、文字カード、
ICT 機器等、分かりやすい教材・教具に代えて行うこと。

○ 障害の特性等により人前での発表が困難な児童生徒等に対し、必要に応じて代替措置としてレ
ポートを課すことや、児童生徒等が自らの発表を録画したものを発表用資料として活用すること。

○点字や拡大文字、音声読み上げ機能を使用して学習する児童生徒等のために、授業で使用する
教科書や資料、問題文を点訳又は拡大したものやテキストデータ等を事前に渡すこと。

〇 読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、授業や試験において読みやすい字体による
資料を作成したり、タブレット端末等の ICT 機器使用を許可したり、筆記に代えて口頭試問で
行ったりすること。

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針【抜粋】
（平成27年文部科学省告示第180号）
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具体的には・・・

【概要】
自立活動は、個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために
必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培うことを目標とし、特別支援学校学習指導
要領にその目標及び内容等が示されている。
自立活動の内容は、特別支援学校学習指導要領において、６区分27項目で示されており、指導に当たっては個別の指導
計画を作成することが規定されている。

【小学校における取扱い】
障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため，
・ 特別支援学級において「自立活動を取り入れること」
・ 通級による指導において「自立活動の内容を参考とし、（中略）指導を行う」
と小学校学習指導要領に規定されている。（中学校は、小学校と同様に規定、高等学校は通級による指導のみ規定）

【時数】学習指導要領において、「障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて、適切に定める」とされている。

【事例Ａ】言語障害（吃音）。自分の話したいことを自分から話せない。

目標：①自分の話したいことを自分から話し出せる。
 ②人前で吃音が出てしまっても過度に不安にならず、落ち着いて行動が

できる。

方法：①体験したことや興味のあることについて、自分から意欲的に話をする。
 ②吃音理解に関する本を一緒に読み、わからないことを話し合う。
 ③いろいろな読み方や話し方を体験し、話し方は１通りではないことを

知る。

→ 自分の話したいことを安心して自分から話す機会が増加した。
 色々な話し方を体験し、うまく話せないときに過度に不安にならず落ち着いて  
対処ができるようになった。

【事例Ｂ】注意欠陥多動性障害。衝動性等により学級のルール等を守ることが
苦手である。

目標：①ルールを守ることの大切さを知る。
 ②衝動的な言動を自分でコントロールする力を高める。

方法：①個別や小集団において、簡単なルールのあるゲーム等に取り組み、
ルールを守ることや負けた時の対応方法などを身に付ける。

 ②学校の中で起こる実際の場面を絵やビデオで振り返りながら、適切な
行動を、その理由とともに話し合う。

 ③気持ちを安定させるための、身体を自分でコントロールする方法を学ぶ。

→ 成功体験を実感することを通じて、衝動的な行動をコントロールしようとする場
 面が増え、円滑な集団参加ができるようになった。

「自立活動」とは
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内 容 項 目

１ 健康の保持

（1） 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
（2） 病気の状態の理解と生活管理に関すること。
（3） 身体各部の状態の理解と養護に関すること。
（4） 障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。
（5） 健康状態の維持・改善に関すること。

２ 心理的な安定
（1） 情緒の安定に関すること。
（2） 状況の理解と変化への対応に関すること。
（3） 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。

３ 人間関係の形成

（1） 他者とのかかわりの基礎に関すること。
（2） 他者の意図や感情の理解に関すること。
（3） 自己の理解と行動の調整に関すること。
（4） 集団への参加の基礎に関すること。

４ 環境の把握

（1） 保有する感覚の活用に関すること。
（2）  感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。
（3） 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
（4） 感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動に関すること。
（5） 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

５ 身体の動き

（1） 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
（2） 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
（3） 日常生活に必要な基本動作に関すること。
（4） 身体の移動能力に関すること。
（5） 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。

６コミュニケーション

（1） コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
（2） 言語の受容と表出に関すること。
（3） 言語の形成と活用に関すること。
（4） コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
（5） 状況に応じたコミュニケーションに関すること。

※自立活動の内容の取扱いは、各教科等のようにそのすべてを取り扱うものではなく、 個々の児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等の的確な把握に基づき，指導す
べき課題を明確にすることによって，指導のねらい及び指導内容を設定し，個別の指導計画を作成するものとする。その際、上記に示す内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それ
らを相互に関連付け、具体的に指導内容を設定するものとする。（詳細は、特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編を参照）

自立活動の内容（６区分27項目）
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特別支援学校

小学校等

特別支援学級 通常の学級
通級による指導

特別の

教育

課程

「自立活動」の実施に加え、障害の
状態に応じた弾力的な教育課程が
編成可。

知的の特別支援学校では、知的障
害の特性等を踏まえた各教科を設
定

（編成の主な例）
・下学年の教育課程を編成する場
合
・特別支援学校（知的障害）各教科
に一部又は全部を替えた教育課
程を編成する場合
・自立活動を主とする教育課程を編
成する場合 等

〇障害による学習上又は生
活上の困難を克服し自立
を図るため、「自立活動」
を取り入れる

〇児童生徒の障害の程度
や学級の実態等を考慮の
上、実態に応じた教育課
程を編成

（編成の例）

・各教科の目標や内容を
下学年の教科の目標や
内容に代替

・各教科を，知的障害者で
ある児童に対する教育を
行う特別支援学校の各
教科に代替

〇通常の学級の教育課程
に加え、又はその一部に
替えた特別の教育課程
を編成。「自立活動」の
内容を参考として、障害
による学習上又は生活
上の困難を改善すること
を目的とする指導を実施

ー

特別支援学校、特別支援学級、通級による指導における特別の教育課程の編成
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幼稚園 認定こども園 保育所

公立 私立 幼稚園型 幼保連携型 保育所型
地方

裁量型
公立 私立

園数

約7,000園 約10,500園 約2.3万園

約2,400園 約4,600園 約1,500園 約7,100園 約1,800園 87園 約6,500園 約1.6万園

幼児数 約7.6万人 約52万人 約17万人 約84万人 約16万人 4,980人 約52万人 約132万人

法的性格 学校 学校
学校
かつ

児童福祉施設

児童福祉
施設

認可外
施設 児童福祉施設

職員の性格 幼稚園教諭（免許状）

３歳児以上
…併有が望ましい
３歳児未満
…要保育士資格

保育教諭

幼稚園教諭免許状
＋

保育士資格

３歳児以上 … 併有が望ましい
３歳児未満 … 要保育士資格 保育士（資格）

教育・保育
内容の基準 ①幼稚園教育要領

②を踏まえるとともに
①及び③に基づく

②幼保連携型
認定こども園
教育・保育要領

②を踏まえるとともに
①及び③に基づく ③保育所保育指針

【出典】文部科学省「学校基本調査（令和6年5月、速報値）」、こども家庭庁「認定こども園に関する状況について（令和6年4月）」、
 厚生労働省「社会福祉施設等調査（令和4年10月）」をもとに作成

幼児教育施設の現状
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学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について ～幼保小の協働による架け橋期の教育の充実～

令和５年２月27日 中央教育審議会初等中等教育分科会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会

・ 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、全ての子供に等しく機会を与えて育成していくことが必要。

・ 幼児期は遊びを通して小学校以降の学習の基盤となる芽生えを培う時期であり、小学校においてはその芽生えを更に伸ばしていくことが必要。そのためには、幼児教育と小学校
教育を円滑に接続することが重要。

・ 一方、幼児教育と小学校教育は、他の学校段階等間の接続に比して様々な違いを有しており、円滑な接続を図ることは容易でないため、５歳児から小学校１年生の２年間を「架
け橋期」と称して焦点を当て、０歳から18歳までの学びの連続性に配慮しつつ、「架け橋期」の教育の充実を図り、生涯にわたる学びや生活の基盤をつくることが重要。

・ 架け橋期の教育を充実するためには、幼保小はもとより、家庭、地域、関係団体、地方自治体など、子供に関わる全ての関係者が立場を越えて連携・協働することが必要。

・ 教育行政を所掌する文部科学省は、こども家庭庁をはじめとする関係省庁と連携を図りながら、家庭や地域の状況にかかわらず、全ての子供が格差なく質の高い学びへと接続で
きるよう幼児期及び架け橋期の教育の質を保障していくことが必要。

１．架け橋期の教育の充実

幼児教育施設と小学校は、３要領・指針
※
及び小学校学習指導要領に基づき、幼児教育と小学校教育を円滑に接続することが必要。

① 子供の発達の段階を見通した架け橋期の教育の充実

・ 幼児教育と小学校教育では、各教科等の区別の有無や内容・時間の設定など様々な違いを有することから、幼保小が意識的に協働して「架け橋期」の教育を充実

・ 幼児教育施設においては、小学校教育を見通して「主体的・対話的で深い学び」等に向けた資質・能力を育み、小学校においては、幼児教育施設で育まれた資質・能力を踏ま
えて教育活動を実施。特に、小学校の入学当初においては、小学校において主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことを可能にするための重要な時期であり、幼児期に育まれ
た資質・能力が、低学年の各教科等における学習に円滑に接続するよう教育活動を実施

② 架け橋期のカリキュラムの作成及び評価の工夫によるPDCAサイクルの確立

・ 幼保小が協働して、３要領・指針において幼児期の資質・能力が具体的に現れる姿として定められている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」等を手掛かりとしながら、架け橋
期のカリキュラム

※
を作成。小学校１年生の修了時期を中心に共に振り返って、架け橋期の教育目標や日々の教育活動を評価し、幼保小それぞれの教育を充実

※幼保小が協働して、期待する子供像や育みたい資質・能力、園で展開される活動や小学校の生活科を中心とした各教科等の単元構成等を明確化したもの

・ 幼保小の合同会議等を定期的に開催するなど、幼児教育施設と小学校の継続的な対話を確保、コミュニティ・スクール等を活用し、保護者や地域住民の参画を得る仕組みづくり

これらを踏まえ、以下の方策を推進

２．幼児教育の特性に関する社会や小学校等との認識の共有

幼児教育施設と小学校が、保護者や地域住民等の参画を得ながら、架け橋期の教育の充実を図るためには、幼児教育の特性について、認識の共有を図ることが必要。

① 幼児教育の特性に関する認識の共有

・ 幼児期の遊びを通した学び
※
の特性に関する社会や小学校等との認識の共有が未だ十分ではないため、様々な研究や実践の成果に基づく知見を活用して幅広く伝え、遊びを通し

た学びの教育的意義や効果の共通認識を図る
  ※幼児期は、子供が遊びを中心として、頭も心も体も動かして、主体的に様々な対象と直接関わりながら総合的に学んでいくとともに、遊びを通して思考を巡らし、想像力を発揮し、自分の体を使って、友達と様々なことを学んでいく

② ICTの活用による教育実践や子供の学びの見える化

・ ICTを活用したドキュメンテーションやポートフォリオにより日々の教育実践や子供の学びを「見える化」し、先生の教育の意図等を併せて伝えることにより、幼児教育の特性や教育方
針等について、保護者や地域住民の理解を促進

・ 「見える化」による保護者や地域住民との連携の好事例等を収集・発信し、幼児教育の特性に関する社会の認識を向上

※幼稚園教育要領、保育所保育指針、
 幼保連携型認定こども園教育・保育要領

幼 小

幼 小

幼 小

幼

（参考資料）幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き及び参考資料（初版）（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1258019_00002.htm）
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６．教育の質を保障するために必要な調査研究等

幼児教育や幼保小の接続の分野について、データやエビデンスに基づく政策形成が必要。

① 幼保小接続期の教育に関する調査研究

・ 国において、架け橋期のカリキュラムに基づく評価方法や、諸外国における子供の多様性を尊重した幼保小の接続期の具体的支援や体制の構築について、調査研究を推進

② 幼児期の教育に関する調査研究

・ 国立教育政策研究所幼児教育研究センター、大学、地方自治体、幼児教育関係団体、民間研究機関等からなる国内外の研究ネットワークを構築

・ 質の高い幼児教育とは何かを明らかにするため、国のプロジェクトとして、大規模な長期縦断調査を実施

・ 日本独自の質評価指標の開発や園内研修等において活用しやすい質評価指標の開発を推進

３．特別な配慮を必要とする子供や家庭への支援

障害のある子供や外国籍等の子供など、特別な配慮を必要とする子供や家庭への適切な支援が必要。

① 特別な配慮を必要とする子供と家庭のための幼保小の接続

・ 特別な配慮を必要とする子供の対応が増加しており、幼児教育施設・小学校と、母子保健、福祉、医療等の関係機関との連携強化により、切れ目ない支援を実施

・ 国や地方自治体において、障害のある子供や外国籍等の子供などの受入れに関する研修プログラムを開発、研修資料や教材を作成

・ 幼児教育施設は、一人一人に応じた指導を重視する幼児教育のよさを生かしながら子供の実態に応じた適切な支援を実施、小学校は、引き継いで必要な支援を実施

② 好事例の収集

・ 幼児教育施設や小学校における子供の多様性に配慮した教育の充実に関する好事例等を収集・蓄積して活用

５．教育の質を保障するために必要な体制等

設置者や施設類型を問わず、幼児教育の質の向上や幼保小の接続等の取組を一体的に推進する体制が必要。また、幼児教育施設における人材確保や勤務環境の改善等が必要。

① 地方自治体における推進体制の構築

・ 地方自治体において、幼保小の担当部局の連携・協働や幼保の担当部局の一元化、
幼児教育センターの設置・活用や幼児教育アドバイザーの配置等を推進

② 架け橋期の教育の質保障のために必要な人材育成等

・ 幼保小に対して専⾨的な指導・助言等を行う架け橋期のコーディネーターや幼児教育ア
ドバイザーを育成、幼保小接続や生活科を担当する指導主事の配置・指導力の向上

・ 幼児教育施設や小学校の管理職や先生の研修を充実

・ 架け橋期のカリキュラムや研修等を開発・実施する「幼保小の架け橋プログラム」を推進

③ 幼児期の教育の質保障のために必要な人材確保・定着等

・ 国において、処遇改善等の必要な施策を引き続き実施

・ 地方自治体において、総合的な人材確保策を推進

・ 幼児教育施設において、

管理職等がマネジメント能力やリーダーシップを発揮するための研修を充実

心理や福祉、障害等の専門的知見を有する者を積極的に活用

働き方改革を推進するため、ICT環境の整備を推進

・ 事故等の発生・再発防止のための取組を徹底

幼 小

幼 小

幼 小

幼 小

幼 小

幼

幼

４．全ての子供に格差なく学びや生活の基盤を育むための支援

核家族化や地域の関わりの希薄化に伴い、家庭や地域の教育力が低下し、幼児教育施設の役割が一層重要。

※身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期
的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将
来にわたる持続的な幸福を含む概念

※※保育所は「全体的な計画」、幼保連携型認定
こども園は「教育及び保育の内容並びに子育て
の支援等に関する全体的な計画」の作成

① 幼児教育施設の教育機能と場の提供

・ ０歳から５歳の未就園児も含め、様々な体験の機会が得られるよう、幼児教育施設が
有する専門的な知見や場を地域に提供し、様々な子供の学びの場への参加を推進

・ 幼児教育施設において、保護者の幼児教育に対する理解を深めるとともに、親子登園
や相談事業、一時預かり事業等の子育て支援を充実

② 全ての子供のウェルビーイング
※
を保障するカリキュラムの実現

・ 全ての子供のウェルビーイングを高める観点から、教育課程の編成
※※

や指導計画
の作成、実施や評価、改善等

幼 幼 小
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遊びを通した学び～幼児教育が大切にしていること～

【出典】文部科学省「幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと？」



幼児教育と小学校教育の接続について、幼児期の遊びを通した学びと小学校の各教科等の学習の
つながりを見える化し、幼保小の相互理解を促進するための参考資料です。
第１章「幼児教育と小学校教育」においては、それぞれの教育の特徴等を解説し、第２章「各教科

等における学びのつながり」においては、幼児期の遊びを通した学びと各教科等の学習（小学校一年
生で学習する全ての各教科等）とのつながり等を解説しています。

参考資料
（冊子）

幼稚園等の
遊びを通した

学び

小学校の
授業展開例

書籍情報はこちらからhttps://www.toyokan.co.jp/products/5659?_pos=1_sid=6530f6695_ss=r　（東洋館HP）

https://www.toyokan.co.jp/products/5659?_pos=1&_sid=6
530f6695&_ss=r （東洋館HP）

幼児教育及び小学校教育関係者向け参考資料
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/mext_02697.html（文部科学省HP）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/
mext_02697.html（文部科学省HP）
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幼小接続の参考資料～幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと？～

https://www.youtube.com/watch?v=UxfAl3XWfGo
https://www.youtube.com/watch?v=UxfAl3XWfGo


７．審議事項第四関係
教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合うことを含む、

学習指導要領の趣旨の着実な実現のための方策等
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1年 2年 3年 4年 5年 6年

国語 306 315 245 245 175 175

社会 - - 70 90 100 105

算数 136 175 175 175 175 175

理科 - - 90 105 105 105

生活 102 105 - - - -

音楽 68 70 60 60 50 50

図画工作 68 70 60 60 50 50

家庭 - - - - 60 55

体育 102 105 105 105 90 90

特別の教科道徳 34 35 35 35 35 35

特別活動 34 35 35 35 35 35

総合的な
学習の時間

- - 70 70 70 70

外国語活動 - - 35 35 - -

外国語 - - - - 70 70

合計 850 910 980 1015 1015 1015

1年 2年 3年

国語 140 140 105

社会 105 105 140

数学 140 105 140

理科 105 140 140

音楽 45 35 35

美術 45 35 35

保健体育 105 105 105

技術・家庭 70 70 35

外国語 140 140 140

特別の教科道徳 35 35 35

総合的な
学習の時間

50 70 70

特別活動 35 35 35

合計 1015 1015 1015

小学校の標準授業時数 中学校の標準授業時数

標準授業時数について（再掲）

備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。
二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動（学校給食に係るものを除く。）に充てるものとする。
三 第五十条第二項の場合において、特別の教科である道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時数をもつてこの表の

特別の教科である道徳の授業時数の一部に代えることができる。（別表第二から別表第二の三まで及び別表第四の場合に
おいても同様とする。）

備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級活動

（学校給食に係るものを除く。）に充てるものとする。

◆ 学校教育法施行規則において、各学年における各教科等の授業時数及び総授業時数の標準として定められたもの。

◆ 年度当初の計画段階から、標準授業時数を下回って教育課程を編成することは適当とは考えられないが、非常変災等の不
測の事態において、当該授業時数を下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものではない。

◆ 児童生徒の負担に配慮した上で、標準授業時数を上回って教育課程を編成・実施することは可能であるが、年間の総授業
時数を1086単位時間以上として教育課程を編成している学校については、見直すことを前提に点検を行い、指導体制に
見合った計画とすることを求めているところ。

120



学校における子供たちの学習量①

【出典】文部科学省「義務教育に関する意識に係る調査」（令和５年12月公表）

◆ 児童生徒の約6割が、授業で学ぶ量や1週間に受ける授業の時間数については、「ちょうどよい」と感じている。 授業で学ぶ量
や1週間に受ける授業の時間数が「多すぎる」または「やや多い」という回答は、ともに中学校1年生、2年生で多くなっている。

児童生徒向け調査
    あなたが、普段学校で受けている授業で学ぶ量や授業時間について、どう思いますか。
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① 学習量

② 週当たりの授業時間
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学校における子供たちの学習量②

◆ 教師向け調査では、約4～5割の教師が「ちょうどよい」と回答している一方で、「多すぎる」または「やや多い」と回答した教師は、
小学校で半数以上、中学校で4割以上であった。

教師向け調査
あなたは、学校における子供たちの学習量、授業時間についてどう思いますか。
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① 学習量

② 週当たりの授業時間
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0.5%
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中学校
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122【出典】文部科学省「義務教育に関する意識に係る調査」（令和５年12月公表）



教科書のページ数の推移について

【出典】学校教育法施行規則及び教科書目録から文部科学省において算出

※小学校４教科：国語・社会・算数・理科、中学校５教科：国語、社会、数学、理科、外国語
※教科書ページ数は、各教科の教科書の平均ページ数を足し上げたものであり、Ａ５換算。
※Ａ５換算ページ数は、Ａ５判との面積比を踏まえ、Ｂ５判は１.５倍、ＡＢ判は１.７４倍、Ａ４判は２.０１倍して算出。
※平成４年の生活科創設に伴い小学校１，２年生の社会と理科がなくなったため、標準授業時数・教科書ページ数ともに社会と理科は小学校３～６年生の数値としている。

昭46の比を
１とすると

1.0 1.0 1.2 1.4 2.8 3.2 3.4
昭47の比を
１とすると

1.0 1.0 1.0 1.3 1.7 1.9 1.8

約５０年前から、小学校４教科・中学校５教科について、
◆ 標準授業時数は減少しているものの、
◆ 教科書ページ数（Ａ５換算）は小学校で約３倍、中学校で約１.５倍に増加。
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昭46の比を
１とすると

1.0 1.0 1.1 1.3 2.7 3.1 3.3
昭47の比を
１とすると

1.0 1.0 1.0 1.3 1.7 1.9 1.8



OECDによるカリキュラム・オーバーロードの定義
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【出典】今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会（第８回）
 OECD（経済協力開発機構）提出資料より



学習者用デジタル教科書

○ 学習者用デジタル教科書は、平成３０年の学校教育法等の一部改正等により、小学校、中学校、高校等において、
紙の教科書の内容の全部を電磁的に記録したデジタル教科書がある場合は、教育課程の一部において紙の教科書に
代えてデジタル教科書を使用することが可能。

○ デジタル教科書の今後の在り方に関する検討会議の議論を踏まえ、令和３年４月より、学習者用デジタル教科書の
使用を各教科等の授業時数の２分の１未満とする制限を撤廃。

デジタル教科書の制度等

・任意の１教科→全国の約40％

令和３年度

○ 令和３年度から令和５年度は「学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書実証事業」、令和６年度からは
「学習者用デジタル教科書購入費」として、小学校５年生から中学校３年生を対象にデジタル教科書を提供し、学校
現場における活用を推進。

学習者用デジタル教科書の推進

・英語     →全国の100％
・算数 数学→全国の約20％

（その他教科で50%）

・英語 →全国の100%
・算数・数学→全国の約50％

令和５年度

中央教育審議会 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会 報告（令和５年２月）

導入の方向性

○ 通信面や指導面での課題も踏まえ、デジタル教科書の円滑かつ効果的な活用の観点から、教科・学年を絞って 
令和６年度から段階的に導入。

○ 令和６年度の教科・学年については、令和４年度の実証事業の実績等を踏まえ、まずは小学校５年生から中学校
３年生を対象に「英語」で導入。

○ その他の教科については「算数・数学」など、現場のニーズを踏まえて導入（令和４年度の実証事業において、   
英語の次に現場のニーズが高いのは算数・数学）。

   ※ 紙の教科書とデジタル教科書の在り方については、デジタル教科書への慣れや児童生徒の学習環境を豊かにする観点から、
児童生徒の特性や学習内容に応じてハイブリッドに活用

令和４年度

・英語 →全国の100%
・算数・数学→全国の50～60%

令和６年度
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ｚ

個別最適な学び×協働的な学び

教具 学習支援ソフト

教科書 デジタル教科書

音声・動画
AI機能付教材 等

教材 デジタル教材

拡大提示装置
黒板 等

対話ツール
共有・共同編集 等

左記に加えて
アクセシビリティー機能や
教材等へのアクセス機能
を有するもの

学習指導要
領に準拠した
主たる教材

電子黒板・プロジェクター 等
紙ノート／デジタルメモ 等

児童生徒一人一人に応じて適切に多様な「学びの手段」を組み合わせていく

学習プリント
資料集 等

【出典】第３回個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会審議経過報告
「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた教科書・教材・ソフトウェアの在り方について」P12をもとに作成

デジタル教科書・教材・ソフトウェアの活用の在り方
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〇 教育を取り巻く社会状況の変化、外国人児童生徒や不登校児童生徒の増加等の多様化や教育DXをはじめとする学校現場における課題の多様化・複雑化

〇 「令和の日本型学校教育」を構築するため「個別最適な学び」・「協働的な学び」の一体的な充実を図り、主体的、対話的で深い学びを実現する必要

〇 平成26年の地教行法（※）の改正 施行されて8年以上が経過し、制度運用の成果と課題の整理が必要

「令和の日本型学校教育」を推進する地方教育行政の充実に向けて【概要】
令和5年7月19日 「令和の日本型学校教育」を推進する地方教育行政の充実に向けた調査研究協力者会議 報告書

地方教育行政を取り巻く状況

（※）地方教育行政の組織及び運営に関する法律
（昭和31年法律第162号）

【教育委員会会議の活性化】
・事前勉強会開催や教育委員提案に基づく課題設定など教育委員会会議活性化等

【教育長、教育委員の人選、資質・能力の在り方】
・教育の状況や候補者の資質・能力、特性等を踏まえた教育長の選任等

【教育委員会事務局の在り方】
・様々な研修の機会等を通じて指導主事の資質・能力の向上を図ること等

〇各学校を所管する管理運営機関として、指導等を通じた管理運営に加え、教育委員会が、積極的な支援を行うこと

〇教育委員会の機能強化・活性化を通じて、教育長がリーダーシップを十分に発揮すること、教育委員会が合議制の執行機関として十分な役割を果たすこと

〇教育委員会のみでは対処しきれない課題の解決や教育の更なる充実に向けて、総合教育会議の更なる活用等により、首長との連携・協働を通じて対応していくこと  

〇小規模自治体においては、近隣自治体等と連携しつつ取組を進めること、特に、都道府県教委は、広域自治体として、市町村教委への支援を積極的に行うこと

令和の日本型学校教育を推進する地方教育行政の在り方に係る基本的考え方

【学校の自主性・自律性を促す取組の実施】
・学校予算に係る裁量の拡大の取組の推進や外部資金の獲得等

【教師が教育活動に専念できる環境整備】
・保護者等による過剰な苦情や不当な要求等への対応に係る各教育委員会の
支援体制の構築

・学校事務職員がその役割を発揮できるよう支援に取り組むこと等

【危機管理に係る対応】

・総合教育会議を災害発生時の対応に係る議題で開催するなど首長との認識共有等

【総合的な施策の大綱の策定等】
・総合教育会議等における大綱を踏まえた取組の進捗状況等の共有等

【総合教育会議の在り方】
・いじめ重大事態等緊急の場合の総合教育会議等を通じた協議・調整実施の徹底等

【関係部局等との連携の促進】
・専門家の配置、組織改編等を通じた教育委員会事務局と関係部局の連携実現等

【現状と課題】
・職員数10人以下の教育委員会は全体の約３割、指導主事未配置の教育委員会は
約２割（※）。小規模自治体は必ずしも十分な体制が構築されていない中で
様々な課題への対応が必要
都道府県の支援とともに広域連携を含めた各自治体の一層の取組が必要

【必要な方策】
・都道府県教委は広域自治体として、域内の市町村教委への適切な支援を行うこと
・自治体間連携に係る取組について、事例の把握創出・横展開等積極的な支援
・指導主事の共同設置や、校長経験者等のアドバイザー等としての任用
・小規模自治体指導主事対象オンライン情報交換やネットワークづくりの場設置等

①総合教育会議の活性化や自治体間連携の促進に向けた支援、
 ②手引きの作成・公表による取組事例や留意事項等の周知、
 ③特に小規模自治体の指導主事に係るオンラインの情報共有・ネットワークづくりの場の提供 等

教育委員会の機能強化・活性化

基本的な考え方を踏まえた具体的な方策等について

（※）「教育委員会の現状に関する調査」（令和３年度間）

国における対応として、

小規模自治体への対応、広域行政の推進のための方策

学校運営の支援のために教育委員会が果たすべき役割

教育長と首長との効果的な連携の在り方

（報告書QRコード）
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指導主事の配置状況

【出典】文部科学省「教育委員会の現状に関する調査（令和４年度間）」

市町村等における指導主事の配置状況

1318 (76.7%)

104 (35.3%)

99 (61.1%)

164 (68.3%)

230 (82.7%)

230 (93.9%)

231 (97.5%)

195 (99.5%)

50 (100%)

15 (100%)

400 (23.3%)

191 (64.7%)

63 (38.9%)

76 (31.7%)

48 (17.3%)

15 (6.1%)

6 (2.5%)

1 (0.5%)
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0 (0%)
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指導主事を配置する市町村教育委員会
あたりの平均配置人数

【出典】文部科学省「令和５年度地方教育費調査（令和４会計年度）」

◆ 指導主事は、教育委員会事務局において、学校におけるにおける教育課程、学習指導その他学校教育に関する専⾨的事項の
指導に関する事務に従事する職員である。

◆ 指導主事が配置されていない市町村等は23.3%。小規模自治体ほど配置されていない割合が大きく、また、配置されている場
合も、配置人数が少ない。
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

（委員）保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員 など

学校運営協議会
学校運営や学校運営に必要な支援に関する協議を行う

※ 学校運営の責任者として教育活動等を実施する
権限と責任は校長が有する

地域学校協働活動推進員
地域と学校をつなぐコーディネーターの役割

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

⚫ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認

⚫ 学校運営について、教育委員会又は校長に意見

⚫ 教職員の任用に関して、教育委員会に意見

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意見

校長等

※ 地域学校協働本部
地域の人々や団体による「緩やかなネットワーク」
を形成した地域学校協働活動を推進する体制

地域学校協働活動

地域と学校が連携・協働して行う
学校内外における活動

教
育
委
員
会

意見

教職員の任用

任命

委嘱

学校運営

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

（委員）10～15人程度

 ・地域住民
 ・保護者
 ・地域学校協働活動推進員 など

地域住民等の参画を得て、
・放課後等における学習支援・体験活動（放

課後子供教室など）
・授業補助、校内清掃、登下校対応、部活動

補助などの学校における活動
・地域の防災活動やお祭り等地域の伝統行事

への参画など地域を活性化させる活動
などを実施

情報共有

情報共有

社会教育
団体・施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ
団体

企業・NPO

PTA

地域住民

保護者

子ども会

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

民生委員
児童委員

人権擁護
委員

消防団

教育・体験活動プログラム等の利用者
と提供者のマッチングを行うポータルサイ

ト（現在構築中）の活用

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5

※社会教育法第9条の7

※社会教育法第5条

129

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進



様々な地域学校協働活動

家庭教育支援活動 地域の行事、イベント、お祭り、
ボランティア活動等への参画

地域未来塾学びによるまちづくり・
地域課題解決型学習・郷土学習

学校に対する多様な協力活動

放課後子供教室

「地域学校協働活動」とは、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、
「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして、以下の様々な取組を組み合わせて実
施する活動

定 義
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コミュニティ・スクールは、学校と地域をとりまく課題解決のための仕組み（プラットフォーム）

２．コミュニティ・スクールのメリットコミュニティ・スクールの有用性

学校の課題

「社会に開かれた
教育課程」の実現

教育の目標などを学校と
地域が真に共有し、連
携・協働することに課題

(例) 茨城県牛久市

学校運営協議会委員が
授業研究に参画。学校理
解を深め、熟議を行うことで、
社会に開かれた教育課程を
実現。教師の授業力向上、
子供の学力向上にも寄与

子供の課題

不登校対策

不登校やいじめなど、学
校内外において子供が抱
える問題への対応に課題

(例) 北海道登別市

学校運営協議会の組織
を生かし、多様な関係主
体との円滑な情報共有や
連携・協働により、チームと
しての不登校対策体制を
構築

地域の課題

若者の地元定着 地域防災

災害時に避難所となる
学校と地域の連携体
制・物資等の整備に課
題

(例) 熊本県

自治体の防災担当職
員等が学校運営協議会
に参画し、地域住民との
合同防災訓練など、防
災に関する事項・取組を
協議・実践

学校における
働き方改革

学校業務の精選や教師
の意識改革などに課題

(例) 岡山県浅口市

保護者や地域住民と
目標や課題を共有し、
業務の見直しを実現。
協議を通じて教師の意
識改革にも成果

学校や子供たち、地域が抱える様々な課題を学校だけに任せるのではなく、地域全体で解決を図る必要性

→ 学校と地域が目標や課題を共有し、協議する仕組み ＝ コミュニティ・スクール

→ 保護者や地域住民等が当事者意識を持って参画することで、様々な取組が活性化

子供たちが地域と関わる
機会、ふるさとを知り学ぶ
機会の減少などの課題

(例) 鳥取県南部町

地域の協力のもと地
元の自然や歴史・文化
を学ぶカリキュラムを設
定し、子供たちのふるさ
とへの愛着や社会参画
力を育成

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）により、地域全体で解決に向けて取り組む
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コミュニティ・スクールの取組に係る教育委員会としての成果実感

34.5%

23.0%

23.7%

4.5%

39.0%

27.4%

12.0%

26.4%

7.0%

13.9%

8.3%

20.8%

24.5%

11.5%

57.9%

61.5%

54.0%

20.1%

52.2%

58.1%

45.8%

54.3%

37.6%

38.5%

47.2%

56.4%

58.6%

56.0%

4.0%

9.6%

11.2%

33.3%

4.1%

7.1%

24.9%

11.0%

34.8%

25.3%

24.8%

11.8%

9.3%

14.4%

0.4%

0.5%

0.7%

24.5%

0.6%

0.8%

5.0%

1.7%

6.6%

11.7%

4.2%

1.4%

1.2%

2.1%

3.3%

5.4%

10.4%

17.7%

4.0%

6.5%

12.3%

6.5%

14.0%

10.7%

15.5%

9.6%

6.4%

16.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校と保護者や地域住民等（関係機関・団体を含む）の相互理解

保護者や地域住民等（関係機関・団体を含む）との連携・協働に係る教職員の意識の向上

管理職等の異動によらない地域や関係機関・団体との組織的な連携・協働体制の継続

学校運営協議会の意見を踏まえた教職員の任用等による校内体制の整備充実

魅力・特色ある学校づくり

「社会に開かれた教育課程」の実現

学校における働き方改革

学校安全（地域防災を含む）の推進

不登校対策、生徒指導上の課題解決（いじめ、暴力等）

放課後児童対策

児童生徒の学力（３要素）の向上

児童生徒の社会参画意識の向上、キャリア形成

学校を核とした地域コミュニティづくり

子供・教師・家庭・地域のウェルビーイングの向上

当てはまる やや当てはまる あまり当てはまらない 当てはまらない 分からない

令和６年５月１日
時点

（n=1,414）
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◆ 学校運営協議会を設置している教育委員会に対し、学校や地域の課題について、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の
仕組みを活用して、取組が進んだ／成果が上がったと考えるかどうか、成果実感を調査。

◆ 『学校と保護者や地域住民等の相互理解』、『魅力・特色ある学校づくり』においては、 90％以上の教育委員会が「当てはまる」
又は「やや当てはまる」と回答した。

【出典】文部科学省「令和６年度コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査」



カリキュラム・マネジメントの実現状況

◆ 目指す資質・能力や目指す児童・生徒像の明確化・具体化や、教育目標の実現に向けた教育課程の編成等についてはおおむ
ね実現できているものの、教育課程の実施に必要な人的・物的な体制の確保・改善には課題が見られる。

あなたの学校では、次の各項目について、どの程度実現できていると思いますか。

133
【出典】国立教育政策研究所「令和４年度小学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」

 「令和５年度中学校学習指導要領実施状況調査(学校質問)」



文部科学省の施策の認知度

◆ 回答した教師の多くが中央教育審議会で示されてきた考え方を認識し、「この施策を知らない」と回答した教師はいずれも1％以下であった。
◆  「個に応じた指導」などの従来から示されてきた考え方は「イメージできる」または「ややイメージできる」という回答が8割以上を占める一方で、比較的最

近の中央教育審議会において議論された「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実」については、約半数にとどまっている。
◆ 平成29年～平成31年改訂学習指導要領において示された考え方の中でも、「イメージできる」または「ややイメージできる」という回答が8割以上のもの

もあれば、「あまりイメージできない」「イメージできない」「この施策を知らない」という回答が2割以上のものもあるなど、ばらつきがある。

これまで、中央教育審議会では、学習指導に関するいくつかの考え方を示してきました。
以下の考え方や取組について、児童生徒への指導に具体的に活かすイメージを持てているか教えてください。
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※回答割合が10％未満の場合は数値の記載を省略。

イメージできる

＋ややイメージできる

「個に応じた指導」 85.8%

「協働的な学び」 82.6%

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 82.2%

「各教科等における見方・考え方を働かせる」 71.7%

「個別最適な学び」 66.1%

「カリキュラム・マネジメント」 61.5%

「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実」 59.9%

「社会に開かれた教育課程」 54.2% 12.1%

14.5%

16.6%

18.6%

19.4%

28.6%

30.4%

31.0%

42.1%

45.4%

44.9%

47.5%

52.3%

53.6%

52.2%

54.8%

25.5%

24.4%

23.2%

21.7%

18.2%

10.0%

11.8%

16.3%

10.8%

11.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

イメージできる ややイメージできる どちらでもない
あまりイメージできない イメージできない この施策を知らない

【出典】文部科学省「義務教育に関する意識に係る調査」（令和５年12月公表）



文部科学省の施策をどのように知るか

◆ 校内研修や校長等管理職からの周知によって文部科学省の施策を知る教師が半数以上を占めている。
◆ 校長や副校長・教頭については、教育委員会等の研修や配布資料から施策を知る者が多いのに対し、教諭等は校内研修や校

長等管理職からの周知で施策を知ることが多い。

あなたは文部科学省の施策についてどこで知りますか。あてはまるものをすべて選んでください。

135【出典】文部科学省「義務教育に関する意識に係る調査」（令和５年12月公表）



８．関連する最近の動向について
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【社会の現状や変化】
・新型コロナウイルス感染症の拡大 ・ロシアのウクライナ侵略による国際情勢の不安定化 ・VUCAの時代（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性） ・少子化・人口減少や高齢化
・グローバル化・地球規模課題 ・DXの進展、AI・ロボット・グリーン（脱炭素） ・共生社会・社会的包摂 ・精神的豊かさの重視（ウェルビーイング）  ・18歳成年・こども基本法 等

教育の普遍的な使命：学制150年、教育基本法の理念・目的・目標（不易）の実現のための、社会や時代の変化への対応（流行）

教育振興基本計画は予測困難な時代における教育の方向性を示す羅針盤となるものであり、教育は社会を牽引する駆動力の中核を担う営み

今後の教育政策に関する基本的な方針

・（初等中等教育）国際的に高い学力水準の維持、GIGAスクール構想、教職員定数改善
・（高等教育）教学マネジメントや質保証システムの確立、連携・統合のための体制整備
・（学校段階横断）教育費負担軽減による進学率向上、教育研究環境整備や耐震化 等

第3期計画期間中の成果

・コロナ禍でのグローバルな交流や体験活動の停滞 ・不登校・いじめ重大事態等の増加
・学校の長時間勤務や教師不足 ・地域の教育力の低下、家庭を取り巻く環境の変化
・高度専⾨人材の不足や労働生産性の低迷 ・博士課程進学率の低さ 等

第3期計画期間中の課題

第４期教育振興基本計画 【概要】 （令和５年度～９年度）

我が国の教育をめぐる現状・課題・展望

2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成 日本社会に根差したウェルビーイング（※）の向上

②誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す
共生社会の実現に向けた教育の推進

③地域や家庭で共に学び支え合う社会
の実現に向けた教育の推進

④教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

⑤計画の実効性確保のための基盤整備・対話

①グローバル化する社会の持続的な
発展に向けて学び続ける人材の育成

・将来の予測が困難な時代において、未来に向けて自らが社会の創り手となり、 
  課題解決などを通じて、持続可能な社会を維持・発展させていく

・社会課題の解決を、経済成長と結び付けてイノベーションにつなげる取組や、一人
一人の生産性向上等による、活力ある社会の実現に向けて「人への投資」が必要

・Society5.0で活躍する、主体性、リーダーシップ、創造力、課題発見・解決力、
論理的思考力、表現力、チームワークなどを備えた人材の育成

・多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が
幸せや豊かさを感じられるものとなるための教育の在り方

・幸福感、学校や地域でのつながり、利他性、協働性、自己肯定感、自己
実現等が含まれ、協調的幸福と獲得的幸福のバランスを重視

・日本発の調和と協調（Balance and Harmony）に基づくウェルビーイン
グを発信

・子供が抱える困難が多様化・複雑化する中で、 個別最適・
協働的学びの一体的充実やインクルーシブ教育システムの推
進による多様な教育ニーズへの対応

・支援を必要とする子供の長所・強みに着目する視点の重視、
地域社会の国際化への対応、多様性、公平・公正、包摂
性（DE&I）ある共生社会の実現に向けた教育を推進

・ICT等の活用による学び・交流機会、アクセシビリティの向上

・持続的な地域コミュニティの基盤形成に向けて、公民
館等の社会教育施設の機能強化や社会教育人材の
養成と活躍機会の拡充

・コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進、
家庭教育支援の充実による学校・家庭・地域の連携強化

・生涯学習を通じた自己実現、地域や社会への貢献等
により、当事者として地域社会の担い手となる

教育データの標準化、基盤的ツール
の開発・活用、教育データの分析・
利活用の推進

DXに至る３段階（電子化→最適化→新たな価
値(DX)）において、第３段階を見据えた、第１
段階から第２段階への移行の着実な推進

GIGAスクール構想、情報活用能力の育成、
校務DXを通じた働き方改革、教師のICT活用
指導力の向上等、 DX人材の育成等を推進

デジタルの活用と併せてリアル

（対面）活動も不可欠、学習
場面等に応じた最適な組合せ

学校における働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実の
一体的推進、ICT環境の整備、 経済状況等によらない学び確保

各関係団体・関係者（子供を含む）との対話を
通じた計画の策定等

NPO・企業等多様な担い手との連携・協働、安全・安心で
質の高い教育研究環境等の整備、児童生徒等の安全確保

※身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみならず、生きがいや人生
の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。

計画のコンセプト

人生100年時代に複線化する生涯にわたって学び続ける学習者

・主体的に社会の形成に参画、持続的社会の発展に寄与

・「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善、大
学教育の質保証

・探究・STEAM教育、文理横断・文理融合教育等を推進

・グローバル化の中で留学等国際交流や大学等国際化、外
国語教育の充実、SDGsの実現に貢献するESD等を推進

・リカレント教育を通じた高度人材育成

令和5年6月16日 閣議決定
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①教育費負担軽減の着実な実施及び更なる推進
・幼児教育・保育の無償化、高等学校等就学支援金による授業料支援、高
等教育の修学支援新制度等による教育費負担軽減を着実に実施
・高等教育の給付型奨学金等の多子世帯や理工農系の学生等の中間層への
拡大 等

今後５年間の教育政策の目標と基本施策

教育政策の目標 基本施策（例） 指標（例）

１．確かな学力の育成、
幅広い知識と教養・専
⾨的能力・職業実践力
の育成

○個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実

○新しい時代に求められる資質・能力を育む学習指導要領の実施

○幼児教育の質の向上 ○高等学校教育改革 ○大学入学者選抜改革

○学修者本位の教育の推進 ○文理横断・文理融合教育の推進

○キャリア教育・職業教育の推進 ○学校段階間・学校と社会の接続の推進

・OECDのPISAにおける世界トップレベル水準の維持・到達
・授業の内容がよく分かる、勉強は好きと思う児童生徒の割合
・将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合
・高校生・大学生の授業外学修時間
・PBL（課題解決型学習）を行う大学等の割合
・職業実践力育成プログラム（BP）の認定課程数

２．豊かな心の育成 ○道徳教育の推進 ○発達支持的生徒指導の推進 ○いじめ等への対応、人権教育
○児童生徒の自殺対策の推進 ○体験・交流活動の充実 ○読書活動の充実
○伝統や文化等に関する教育の推進 ○文化芸術による子供の豊かな心の推進

・自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合
・人が困っている時は進んで助けていると考える児童生徒の割合
・自然体験活動に関する行事に参加した青少年の割合

３．健やかな体の育成、
スポーツを通じた豊かな
心身の育成

○学校保健、学校給食・食育の充実 ○生活習慣の確立、学校体育の充実・高度化
○運動部活動改革の推進と身近な地域における子供のスポーツ環境の整備充実
○アスリートの発掘・育成支援

・朝食を欠食する児童生徒の割合
・１週間の総運動時間が６０分未満の児童生徒の割合
・卒業後にもスポーツをしたいと思う児童生徒の割合

４．グローバル社会におけ
る人材育成

○日本人学生・生徒の海外留学の推進 ○外国人留学生の受入れの推進
○高等学校・高等専⾨学校・大学等の国際化 ○外国語教育の充実

・日本人学生派遣50万人、外国人留学生受入れ40万人（2033まで）

・英語力について、中・高卒業段階で一定水準を達成した割合

５．イノベーションを担う人
材育成

○探究・STEAM教育の充実 ○大学院教育改革 ○高等専⾨学校の高度化
○理工系分野をはじめとした人材育成及び女性の活躍推進
○起業家教育（アントレプレナーシップ教育）の推進 ○大学の共創拠点化

・修士入学者数に対する博士入学者数の割合
・自然科学（理系）分野を専攻する学生の割合
・大学等における起業家教育の受講者数

６．主体的に社会の形
成に参画する態度の育
成・規範意識の醸成

○子供の意見表明 ○主権者教育の推進 ○消費者教育の推進

○持続可能な開発のための教育（ESD）の推進 ○男女共同参画の推進

○環境教育の推進 ○災害復興教育の推進

・地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生徒の割合
・学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意見のよさ

を生かして解決方法を決めていると答える児童生徒の割合

今後の教育政策の遂行に当たっての評価・投資等の在り方

「人への投資」は成長の源泉であり、成長と分配の好循環を生み出すため、教育への効果的投資を図る必要。未来への投資としての教育投資を社会全体で確保。
公教育の再生は少子化対策と経済成長実現にとっても重要であり、取組を推進する。

②各教育段階における教育の質の向上に向けた環境整備
・GIGAスクール構想の推進、学校における働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実、教師
の育成支援の一体的推進
・国立大学法人運営費交付金・私学助成の適切な措置、成長分野への転換支援の基金創設
・リカレント教育の環境整備、学校施設・大学キャンパスの教育研究環境向上と老朽化対策 等

OECD諸国など諸外国における公財政支出など教育投資の状況を参考とし、必要な予算について財源を措置し、真に必要な教育投資を確保

・客観的な根拠を重視した教育政策のPDCAサイクルの推進
・調査結果（定量・定性調査）に基づく多様な関係者の対話を通じた政策・実践の改善

教育政策の持続的改善のための評価・指標の在り方

教育投資の在り方

・データ等を分析し、企画立案等を行うことのできる行政職員の育成
・教育データ（ビッグデータ）の分析に基づいた政策の評価・改善の促進
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教育政策の目標 基本施策（例） 指標（例）

７．多様な教育ニーズへの
対応と社会的包摂

○特別支援教育の推進 ○不登校児童生徒への支援の推進 ○ヤングケアラーの支援
○子供の貧困対策 ○海外で学ぶ日本人・日本で学ぶ外国人等への教育の推進
○特異な才能のある児童生徒に対する指導・支援 ○大学等における学生支援
○夜間中学の設置・充実 ○高校定時制・通信制課程の質の確保・向上
○高等専修学校の教育の推進 ○日本語教育の充実 ○障害者の生涯学習の推進

・個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成状況
・学校内外で相談・指導等を受けていない不登校児童生徒数の割合
・不登校特例校の設置数
・夜間中学の設置数
・日本語指導が必要な児童生徒で指導を受けている者の割合
・在留外国人数に占める日本語教育機関等の日本語学習者割合

８．生涯学び、活躍できる
環境整備

○大学等と産業界の連携等によるリカレント教育の充実 ○働きながら学べる環境整備

○リカレント教育のための経済支援・情報提供 ○現代的・社会的課題に対応した学習

○女性活躍に向けたリカレント教育の推進 ○高齢者の生涯学習の推進

○リカレント教育の成果の適切な評価・活用 ○生涯を通じた文化芸術活動の推進

・この１年くらいの間に生涯学習をしたことがある者の割合
・この１年くらいの間の学修を通じて得た成果を仕事や就職の上で生
かしている等と回答した者の割合
・国民の鑑賞、鑑賞以外の文化芸術活動への参加割合

９．学校・家庭・地域の連
携・協働の推進による地域
の教育力の向上

○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 ○家庭教育支援の充実

○部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境の一体的な整備

・コミュニティ・スクールを導入している公立学校数
・学校に対する保護者や地域の理解が深まったと認識する学校割合
・コミュニティ・スクールや地域学校協働活動の住民等参画状況

１０．地域コミュニティの基
盤を支える社会教育の推
進

○社会教育施設の機能強化 ○社会教育人材の養成・活躍機会拡充

○地域課題の解決に向けた関係施設・施策との連携

・知識・経験等を地域や社会での活動に生かしている者の割合
・社会教育士の称号付与数
・公民館等における社会教育主事有資格者数

１１．教育DXの推進・デジ
タル人材の育成

○１人１台端末の活用 ○児童生徒の情報活用能力の育成

○教師の指導力向上 ○校務DXの推進

○教育データの標準化 ○教育データ分析・利活用

○デジタル人材育成の推進（高等教育） ○社会教育分野のデジタル活用推進

・児童生徒の情報活用能力（情報活用能力調査能力値）
・教師のICT活用指導力 ・ICT機器を活用した授業頻度
・数理・データサイエンス・AI教育プログラム受講対象学生数

１２．指導体制・ICT環境
の整備、教育研究基盤の
強化

○学校における働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進

○教師の養成・採用・研修の一体的改革 ○ICT環境の充実

○地方教育行政の充実

○教育研究の質向上に向けた基盤の確立（高等教育段階）

・教師の在校等時間の短縮 ・特別免許状の授与件数
・教員採用選考試験における優れた人材確保のための取組状況
・児童生徒１人１台端末の整備状況 ・ICT支援員の配置人数
・大学における外部資金獲得状況 ・大学間連携に取り組む大学数

１３．経済的状況、地理的
条件によらない質の高い学
びの確保

○教育費負担の軽減に向けた経済的支援

○へき地や過疎地域等における学びの支援 ○災害時における学びの支援

・住民税非課税世帯等の子供の大学等進学率
・経済的理由による高等学校・大学等の中退者数・割合
・高等学校の学びの質向上のための遠隔教育における実施科目数

１４．NPO・企業・地域団
体等との連携・協働

○NPOとの連携 ○企業との連携 ○スポーツ・文化芸術団体との連携

○医療・保健機関との連携 ○福祉機関との連携 ○警察・司法との連携

○関係省庁との連携

・職場見学・職業体験・就業体験活動の実施の割合
・都道府県等の教育行政に係る法務相談体制の整備状況

１５．安全・安心で質の高
い教育研究環境の整備、
児童生徒等の安全確保

○学校施設の整備 ○学校における教材等の充実

○私立学校の教育研究基盤の整備 ○文教施設の官民連携

○学校安全の推進

・公立小中学校や国立大学等の施設の老朽化対策実施率
・私立学校施設の耐震化率
・学校管理下における障害や重度の負傷を伴う事故等の件数

１６．各ステークホルダーとの
対話を通じた計画策定・
フォローアップ

○各ステークホルダー（子供含む）からの意見聴取・対話 ・国・地方公共団体の教育振興基本計画策定における各ステークホ
ルダー（子供含む）の意見の聴取・反映の状況の改善
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中央教育審議会初等中等教育分科会「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」(答申)のポイント
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～ 【令和３年１月26日 中央教育審議会】

①個別最適な学び（「個に応じた指導」（指導の個別化と学習の個性化）を学習者の視点から整理した概念）

②協働的な学び

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげる。

⚫ これまで日本型学校教育が果たしてきた，①学習機会と学力の保障，②社会の形成者としての全人的な発達・成長の保障，
③安全安心な居場所・セーフティネットとしての身体的，精神的な健康の保障を学校教育の本質的な役割として重視し，継承

⚫ 一斉授業か個別学習か，履修主義か修得主義か，デジタルかアナログか，遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった「二項対立」
の陥穽に陥らず，教育の質の向上のために，発達の段階や学習場面等により，どちらの良さも適切に組み合わせて活かしていく

◆ 「個別最適な学び」が進められるよう，これまで以上に子供の成長やつまずき，悩みなどの理解に努め，個々の興味・関心・意欲等を

踏まえてきめ細かく指導・支援することや，子供が自らの学習の状況を把握し，主体的に学習を調整することができるよう促していく

ことが求められる

◆ その際，ICTの活用により，学習履歴（スタディ・ログ）や生徒指導上のデータ，健康診断情報等を利活用することや，教師の負担を
軽減することが重要

◆ 「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥らないよう，探究的な学習や体験活動等を通じ，子供同士で，あるいは多様な他者と
協働しながら，他者を価値ある存在として尊重し，様々な社会的な変化を乗り越え，持続可能な社会の創り手となることができるよう
，必要な資質・能力を育成する「協働的な学び」を充実することも重要

◆ 集団の中で個が埋没してしまうことのないよう，一人一人のよい点や可能性を生かすことで，異なる考え方が組み合わさり，よりよい学
びを生み出す

2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」で目指す学びの姿

「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性
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中央教育審議会「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申）」【総論解説】

１.急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力

２.日本型学校教育の成り立ちと成果、直面する課題と新たな動きについて

社会背景 子供たちに育むべき資質・能力

一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値の

ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、

豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが必要

子供たちの知・徳・体を一体で育む学校教育

「日本型学校教育」とは？

◼学習機会と学力の保障

◼全人的な発達・成長の保障

◼身体的・精神的な健康の保障

新学習指導要領の着実な実施

＼「日本型学校教育」の良さを受け継ぎ、更に発展させる／

新しい時代の学校教育の実現

子供たちの多様化

教師の長時間労働

生徒の学習意欲の低下

感染症への対応

【今日の学校教育が直面している課題】

少子化・人口減少の影響

学校における働き方改革 GIGAスクール構想

【新しい動き】

国際的にトップクラスの学力

学力の地域差の縮小

規範意識・道徳心の高さ

【成果】

情報化への対応の遅れ

【ポイント】

✓ これらの資質・能力を育むためには、新学習指導要領の着実な実施 が重要

✓ これからの学校教育を支える基盤的なツールとして､ICTの活用 が必要不可欠

「正解主義」や「同調圧力」への

偏りからの脱却

一人一人の子供を主語にする

学校教育の実現

趣 旨
【急激に変化する時代】

◼ 社会の在り方が劇的に変わる

◼ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大など先行き不透明な

◼ 社会全体の

「Society5.0時代」

「予測困難な時代」

デジタル化・オンライン化、DX加速の必要性
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子供の学び

教職員の姿

子供の学びや
教職員を支える環境

3.2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿

＼全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現／

＃教職の魅力発信

2020年代を通じて実現を目指す学校教育

「令和の日本型学校教育」の姿

＃個別最適な学び #協働的な学び

#主体的・対話的で深い学び #ICTの活用

＃教師の資質・能力の向上 ＃多様な人材の確保

✓環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続けている

✓子供一人一人の学びを最大限に引き出す教師としての役割を果たしている

✓子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えている

＃学校における働き方改革

＃家庭や地域社会との連携

✓ 「個別最適な学び」と「協働的な学び」が一体的に充実されている

✓各学校段階において、それぞれ目指す学びの姿が実現されている

＃教職志望者の増加

✓ ICT環境の整備により全国の学校で指導・支援の充実、校務の効率化等がなされている

✓新しい時代の学びを支える学校教育の環境が整備されている

✓人口減少地域においても魅力的な教育環境が実現されている

＃ICT環境の整備

＃少人数によるきめ細かな指導体制

＃学校施設の整備
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◼ 小学校との円滑な接続、質の評価を通じたPDCAサイクルの構築等による、質の
高い教育が提供されている

◼ 身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で達成感を味わいながら、
全ての幼児が健やかに育つことができる

「令和の日本型学校教育」における「子供の学び」の姿について

◼ 社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力や、社会の形成に主体
的に参画するための資質・能力が育まれている

◼ 多様な関係機関との連携・協働による地域・社会の課題解決に向けた学びが行わ
れている

◼ 探究的な学びやSTEAM教育など教科等横断的な学びが提供されている

◼ 全ての教育段階において、インクルーシブ教育システムの理念を構築することを旨とし
て行われ、全ての子供たちが適切な教育を受けられる環境整備

◼ 障害のある子供とない子供が可能な限りともに教育を受けられる条件整備
◼ 障害のある子供の自立と社会参加を見据え、連続性のある多様な学びの場の一層

の充実・整備

各学校段階において目指す学びの姿

◼ 基礎的・基本的な知識・技能や学習の基盤となる資質・能力等の確実な育成が行
われるとともに、多様な一人一人の興味・関心等に応じた学びが提供されている

◼ 児童生徒同士の学び合いや探究的な学びなどを通じ、地域の構成員や主権者とし
ての意識が育まれている

◼ 全ての児童生徒が安全・安心に学ぶことができる

個別最適な学び

協働的な学び
一体的に充実

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげる

＼子供の資質・能力の育成／

授業外の学習改善 授業改善

主体的・対話的で

深い学び

指導の個別化

✓ 子供一人一人の特性・学習進度・学習到達度等に応じ、

✓ 教師は必要に応じた重点的な指導や指導方法・教材等の工夫を行う

学習の個性化

✓ 子供一人一人の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、

✓ 教師は一人一人に応じた学習活動や課題に取り組む機会の提供を行う

✓ 子供一人一人のよい点や可能性を生かし、

✓ 子供同士、あるいは地域の方々をはじめ多様な他者と協働する

＼子供が自己調整しながら学習を進めていく／

異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びを生み出す

→
異なる方法等で学習を進める

異なる目標に向けて、学習を深め、広げる

一定の目標を全ての子供が達成することを目指し、

→

幼児教育

義務教育

高等学校教育

特別支援教育

→

「子供の学び」の姿

協働的な学び

個別最適な学び 【学習者視点】（＝個に応じた指導 【教師視点】）
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⚫ 義務教育を取り巻く今日的な課題への対応について、国や中央教育審議会において、専⾨的な議論・検討が進みつつあることを受け、令和答申以降の議論の蓄積も踏まえつつ、
義務教育における今後の学校の在り方についての基本的な考え方や、その実現に向けた取組の方向性について取りまとめ。

本審議まとめの位置付け

義務教育を取り巻く今日的な課題

義務教育の在り方ワーキンググループ審議まとめ（令和６年12月24日）概要①

義務教育の目的

➢ 一人一人の児童生徒の有する能力を伸ばしつつ、社会で
自立的に生きる基礎を培うこと

➢ 国家及び社会の形成者として必要な基本的資質を養うこと

日本の学校教育の本質的な役割（令和答申）

➢ 学習機会と学力の保障
➢ 社会の形成者としての全人的な発達・成長の保障
➢ 安全・安心な居場所・セーフティネットとしての身体的、 精

神的な健康の保障

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響
臨時休業や学校教育活動（授業、学校行事、

係活動や委員会活動など）の制約

児童生徒の指導上の様々な課題

不登校児童生徒数は過去最多を更新、

いじめ重大事態・暴力行為の発生件数等も過去最多

教師を取り巻く環境整備
依然として長時間勤務の教師が多く、

全国的に「教師不足」が発生

情報化の加速度的な進展と学校における変化
義務教育における学習基盤や教育環境の劇的な

変化、生成AI等の新技術

2040年以降の社会を見据えた教育政策の基本方針
（教育振興基本計画）

➢ 持続的な社会の創り手の育成
➢ 日本社会に根差したウェルビーイングの向上

義務教育の目的と歴史的経緯を踏まえた学校の役割

目指すべき義務教育・学校教育の姿及び取組の方向性

① 義務教育の中核としての学校教育の役割

 → 学力や健やかな体を育むだけでなく、学校生活全般において、他者と関わりながら、共に学び、人間性を涵養する学校教
育の役割の重要性を再認識

 → 社会の分断や格差を防ぎ、民主的で公正な社会を形成する基盤としての学校こそが、引き続き義務教育の中核を担うべき

② 公教育としての共通性の担保と多様性の包摂

 → 学校を、子供たちが安全に安心して学び、ウェルビーイングを実現できる場所にすることが必要

 → 公教育として必要な共通性を最低限担保しつつ、一人一人の「よさを徹底的に伸ばす」ことに対応できる学校教育の実現

 → 個々の不登校児童生徒の状況に応じ、様々な形態の学びの多様化に資する環境整備や関係機関の連携体制が重要

③ 児童生徒と教師が集い、共に学び、生活する場としての価値の最大化

 → 過度に同調圧力が高まることのないよう十分に留意しつつ、児童生徒と教師が集い、共に学び、生活し、成長する中で、
民主的で公正な社会を実現する場としての学校の価値を最大化していくことが重要

 → 児童生徒や教師が学ぶ楽しさや期待を感じながら共に学びに向かうことができるよう、「魅力ある学校づくり・授業づくり」を推進

④ 生涯学習社会を生き抜く自立した学習者の育成

 → 自立した学習者の育成のため、自分に合った学び方や他者と協働する力を身に付けることが大切。子供たちが好きや強み
を生かしながら主体的に学べるよう、多様性を包摂する柔軟な教育課程の編成・実施を進めるための方策の検討も重要

 → 子供が主体的に学ぶ機会を積極的に設けることにより、子供たちが自らの学びを「自分事」として捉え、自発的に他者と
関わりながら学びを深めていく学習活動を展開

 → 学校教育全般において、子供たちが自ら学校内外の他者と関わりながら積極的に参画し、挑戦する場面を適切に設定

⑤ 義務教育の目的を達成するための創意工夫の発揮

 → 画一的な教育の有り様は、義務教育の目的・目標の実現を遠ざけるだけでなく、教師の立場を機械的なものへと追いやり、
児童生徒と教師等の触れ合いによる生き生きとした教育の働きが十分に発揮されない

 → それぞれ状況に応じて、学校現場において創意工夫を凝らした教育活動が展開できる環境整備を推進

⑥ 公教育を支える学習基盤に係る一体的な検討・充実

 → 教師のウェルビーイングを確保しつつ、働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導・運営体制の充実、育成支援の一体的
な推進、教育課程の編成に関する学校裁量、教科書・教材、教員免許・教員研修、ICT、学校施設等の在り方について、
学校現場における創意工夫を引き出し、子供たちの学習意欲や創造性を育むものとして、それぞれ専⾨的な見地から検
討を深め、充実を図る

 → 各分野での専⾨的な検討が一体的に深められ、次期学習指導要領の改訂の検討と相互に連動しながら進められることを期待

本審議まとめを契機に、今後の義務教育、学校教育の方向性に係る共通理解が図られ、令和の日本型学校教育の実現・充実に向けた更なる取組が進むとともに、次期学習指導要領
の改訂や教師を取り巻く環境整備、不登校児童生徒への支援など、今後の各会議体等における専門的な議論やそれに基づく取組を進めるに当たっての共通の方向性となることを期待。
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• オンラインは学びのツールの一つであり、教育の質の向上や子供たちの学びへのアクセスの保障を実現するための最適な手段は何かという観点から選択し、活用することが適切。

• これからの学校教育のあるべき姿としては、学校に教師と児童生徒が集い、共に学び、生活する中で子供たちの資質・能力を育んでいくという義務教育段階における学校教育の
役割や価値が最大限に発揮されることが重要。オンラインの活用を進める上では、特にこの点に留意することが必要。

◆ 学校教育の中心である授業は、単に知識を伝達するものではなく、児童生徒と教師、児童生徒同士が触れ合い、関わり合う中で、対話や協働、学び合いや教え合い等を通じて学習する場

◆ 特に義務教育段階においては、教師が児童生徒と共に学校生活を過ごし、日常的に児童生徒一人一人の特性や状況等を把握すること等を通じ、教師と児童生徒との信頼関係や児童生徒
相互のより良い人間関係を構築することが質の高い教育活動を行う上で不可欠

必要な方策

学びにおけるオンラインの活用 ー基本的な考え方ー

• 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中で1人1台端末をはじめとして学校におけるICT環境の整備が急速に進み、学習基盤や教育環境に大きな変革をもたらした。
◆ 空間的・時間的制約を乗り越えた学びの展開（学校外の専門家、他の学校・地域や海外との交流、病気療養児や不登校児童生徒のオンラインでの授業参加）

◆ 中山間地域や離島等の小規模校における学びの充実

• オンラインの活用はこれからの学校の在り方の実現にも資するもの。

• 教師の献身的な努力のみに頼るようなことはあってはならず、個々の状況に応じて各学校・教育委員会が戦略的にオンラインを活用できる環境の構築が重要。

⑴ 義務教育におけるオンラインを活用した学びの充実のための取組

①義務教育段階における活用方策

# GIGAスクール構想の着実な推進を通じた1人1台端末の着実な更新、安定したネット
ワーク環境の整備などのデジタル学習基盤の整備

# 外部専⾨人材を活用した事例（プログラミング、英語、探究学習、STEAM教育
等）の収集・発信

# 文部科学省CBTシステム（MEXCBT）の機能拡充・活用拡大、デジタル教材等が
連携する仕組みの構築を通じた教育データを分析・利活用できる環境整備の推進

# ICT支援員の配置拡充等を含めた指導体制の充実等

②小中学校の連携・接続

# オンラインを活用した小中学校の連携・接続の好事例の周知・普及

③中山間地域や離島等に立地する小規模校における活用

# 小規模校におけるオンラインを活用した学びの好事例の周知・普及
# 「教科・科目充実型」や「教師支援型」の遠隔授業の活用による免許外教科担任の解消・負担

軽減
# 広域自治体としての都道府県の取組の好事例の周知

④遠隔教育特例制度の活用

# 学校現場の創意工夫が発揮され、地域の実情に応じたより効果的かつ柔軟な実施が可能となる
よう、見直された制度の活用を推進

⑵ オンラインを活用した学びへのアクセスを保障するための取組

①不登校児童生徒への対応

# オンラインを活用した相談体制の構築を推進
# オンラインで必要な支援につながることができるよう、教育支援センターにおけるICT環境を整備
# オンデマンド型も含めたコンテンツの利用促進・周知
# メタバース等を活用した先進的な支援に関する実証研究を行い、成果を周知
# 自宅等でのICT等を活用した学びを出席扱いとするだけでなく学習成果の成績反映を促す
# 遠隔授業を有効に活用した学びの多様化学校の設置事例を収集・発信

※ オンラインの活用ありきで支援を検討することは適当ではなく、オンラインでの支援を行うことが適切かは一人一人の子供の状況に応

じて慎重に判断することが必要。不登校児童生徒が抱える課題はそれぞれ異なることを踏まえ、子供たちに応じた支援を検討する

中で、選択肢の一つとしてオンラインの活用を位置付けることが重要。

②義務教育未修了者・形式卒業者への対応

# 授業を欠席した者や夜間中学への通学が困難な者に対し、可能な限り学ぶ機会を提供し、夜間中学での学びにつ
なげていくために、対面による授業を原則とした上で、夜間中学の授業の配信を受けることは可能であることを周知

③病気療養児や日本語指導が必要な児童生徒への対応

# オンラインの活用が有効な場面での活用を推進

⑶ 働き方や生活スタイルの多様化への対応

○働き方や生活スタイルの多様化への対応

# 二地域居住等を行う保護者と共に普段の居住地から離れた児童生徒を、区域外就学制度を活用して受け入れる
取組を行っている自治体について、受け入れに当たっての具体的な課題や解消方策例等の把握

義務教育段階におけるオンラインの活用は、学校や教師に代わるようなものではなく、対面による指導の中でオンラインを適切に組み合わせることで、子供たちの興味・関心を
喚起し、学習活動の幅を広げる観点から教師をサポートし、児童生徒の学習をより充実させるものと位置付けられるべき。
※「教育現場におけるオンライン教育の活用」（令和3年3月29日内閣府特命担当大臣（規制改革）、文部科学大臣）で確認された内容を十分に踏まえる必要

義務教育の在り方ワーキンググループ審議まとめ（令和６年12月24日）概要②
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社会に開かれた教育課程、
探究・文理横断・実践的な学び

3

⚫ 地理的状況や各学校・課程・学科の枠に関わらず、
いずれの高校においても多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びを実現

⚫ 「自己を理解し、自己決定・自己調整ができる力」の育成
⚫ 「自ら問いを立て、多様な他者と協働しつつ、その問に対する自分なりの答えを導き出し、行動することのできる力」の育成
⚫ 「自己の在り方生き方を考え、当事者として社会に主体的に参画する力」の育成
⚫ 義務教育において修得すべき資質・能力の確実な育成など、「知・徳・体のバランスのとれた土台」の形成

高等学校教育の在り方ワーキンググループ 中間まとめ（令和5年8月） 概要

Ⅰ．これからの高等学校の在り方に係る基本的な考え方

Ⅱ．各論点に対する現状・課題認識と具体的方策

高校教育の実態が地域・学校により非常に多様な状況 にあるため、質の確保・向上に向けて、「多様性への対応」 と 「共通性の確保」を併せて進める必要

取り組む
ことが
特に重要

■多様性への対応

■共通性の確保
に

少子化が加速する地域における
高校教育の在り方

1 全日制・定時制・通信制の望ましい在り方2

⚫少子化の影響により多くの地域で統廃合が進行。
今後も15歳人口の減少は一層加速。小規模校の
教育条件の改善が必要。

⚫生徒が行きたいと思える学校づくり、特色化・魅力化が必要。

⚫不登校児童生徒数が義務教育段階を中心に増大。
高校段階では通信制の生徒数が近年急増。

⚫全日制・定時制・通信制いずれの課程にあっても、
柔軟で質の高い学びを保障していくことが必要。

⚫高校生の3割が家や塾で学習を「しない」と回答。

⚫授業の満足度・理解度は学年が上がるとともに低下。

⚫多くの高校で文理のコース分けがなされ、特定の教科を
十分に学習しない傾向。

全ての生徒の学びの充実に向けて生徒の多様な学習ニーズに応える
柔軟で質の高い学びの実現に向けて

小規模校の教育条件の改善に向けて

教科・科目充実型遠隔授業における要件（受信側教
室の教員配置要件、対面授業に係る要件）の弾力化

全日制・定時制課程における通信教育の活用に向
けた制度改正（国内の他の高校に一定期間留学す
る場合等）

配信センターの体制・環境整備、学校間連携等の促進

スクール・ミッション、スクール・ポリシー等を踏まえた学校
教育活動の実施・改善、学校の特色化・魅力化

都道府県と市町村の連携・協力による学校運営

地域や学校を越えた生徒同士の学びのプラット
フォームの構築

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導
入等による学校と地域社会の連携・協働の推進

学校における働き方改革の推進、コーディネーター等
の配置支援

通信制課程における優良事例の創出等

不登校生徒に対する継続的な実態調査

通信制課程の制度や特徴に係る情報発信

SC・SSWの配置充実、心理・福祉分野に強みや専⾨
性を有する教師の育成等

公立通信制高校等の機能強化等

通級指導・日本語指導の実施に向けた体制整備

学校と地域社会の連携・協働の推進

全日制・定時制課程における不登校生徒の学習機会の確保

自宅等からの同時双方向型の遠隔授業や通信教育の
活用に向けた制度改正
上記に係るモデル事例の創出

履修・修得の柔軟な認定の促進

学びの多様化学校や校内教育支援センターの設置促進

不登校経験が不利益に扱われない高校入学者選抜 等

普通科改革の促進、コーディネーターの配置支援を
通じた探究・文理横断・実践的な学びの推進

グローバル人材育成に資する拠点校の整備等、国際
的な教育を行う高校の整備推進・運営支援

理数系教育の更なる充実

産業界等と専門高校の連携・協働の強化、取組の
横展開に向けた支援

学校における働き方改革の推進

教師の資質・能力の向上のためのオンライン研修コンテ
ンツの開発支援、探究型の研修の開発・普及

大学入学者選抜の改善（学力の3要素の多面的・
総合的な評価への改善、文理横断的な学びを進める
観点からの出題科目の見直し等の促進）

学校と地域社会の連携・協働の推進

学校間連携等の促進

   ：法令・通知等 ：予算事業（予算事業によって調査を行うものを含む） ：調査  ：その他取組
主な手段の
凡 例

中間まとめ本文はこちら→
146



「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について
         （答申）【概要】

第１章 我が国の学校教育と教師を取り巻く環境の現状

１．我が国の学校教育の現状
⚫ 日本の学校教育は、全国的に一定水準の教育を保障
⚫ 知・徳・体にわたる全人的な教育が国際的にも高く評価
⚫ PISA2022でも世界トップレベルの結果

日本の学校教育は更なる高みを目指す ：「主体的・対話的で深い学び」 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的充実

３．我が国の教師を取り巻く環境の現状
改革の
成果

• 依然として時間外在校等時間の長い教師が存在
• 教師不足も憂慮すべき状況
• 教師のメンタルヘルス対策も喫緊の課題

課題

２．学校が対応する課題の複雑化・困難化と家庭・地域をめぐる環境の変化

課題が複雑化・困難化する中で、結果として、学校や教師の負担が増大してきた実態

第２章 教師を取り巻く環境整備の基本的な考え方

１．「令和の日本型学校教育」を担う教師及び教職員集団の姿
⚫ 教師は、崇高な使命を自覚し、絶えず研究と修養が求められる学びの高度専門職であり、教職生涯を通じて学び続けられるようにしていくことが必要
⚫ チーム学校の考え方の下、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成が必要

研修や学ぶ時間の十分な確保等によって自己の資質・能力等を高められるようにし、活き活きと子供たちと接することができる環境の整備が必要

２．教師を取り巻く環境整備の目的

学校教育の質の向上を通した、全ての子供たちへのよりよい教育の実現

⚫ 教師の健康を守ることはもとより、教師の人間性や創造性を高め、高い専門性
を発揮できるようにするとともに、知識・技能等を学び続けられる環境の整備

⚫ 新たな学びの実現に向けて、教師の資質能力の向上や多様な人材の教育界
内外からの確保により、質の高い教職員集団を実現

⚫ 若手教師や教職志望の学生を引きつけるため、抜本的に教職の魅力を向上

３．教師を取り巻く環境整備の基本的な方向性

一体的・総合的に推進することが必要

学校における働き方改革の更なる加速化

教師の処遇改善
学校の

指導・運営体制の充実

第３章

第４章 第５章

教師を取り巻く環境は、我が国の未来を左右しかねない危機的状況

教師を取り巻く環境の抜本的な改革が必要

• 令和元年給特法改正を踏まえた時間外在校等時間の上限指針の策定
• 「３分類」に基づく学校・教師が担う業務の適正化
• 教職員定数の改善や支援スタッフの配置拡充 など

⚫ 時間外在校等時間の減少
⚫ 有給休暇の取得日数の増加 など

➣不登校 ➣いじめ重大事態 ➣特別支援教育 ➣児童虐待 ➣外国人児童生徒 ➣子供の貧困 ➣ヤングケアラー ➣家庭・地域の状況も大きく変化 など

＜教師の時間外在校等時間の推移＞
（教員勤務実態調査より推計。教諭・月当たり）

（平成28年度）

小学校 中学校

約59時間 約81時間

（令和４年度）

小学校 中学校

約41時間 約58時間

※不登校児童生徒数やいじめ重大事態の発生件数は過去最多

⚫ コロナ禍により、学校が子供たちにとっての福祉的な役割も
担っていることが再認識

⚫ 学校を取り巻く環境の大きな変化
（例：GIGAスクール構想の進展、社会自体の急激な変化 等）

これらは、教師の
献身的な努力の成果

新たな学びの実現に向けて、教職の魅力を向上し、教育界内外から教師に優れた人材を確保し続ける環境整備が必要不可欠

～全ての子供たちへのよりよい教育の実現を目指した、学びの専門職としての「働きやすさ」と「働きがい」の両立に向けて～

令和６年８月 中央教育審議会
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第３章 学校における働き方改革の更なる加速化

１．「学校における働き方改革答申」を踏まえた取組状況等
⚫ 平成31年の「学校における働き方改革答申」以降、令和元年には給特法が改正され、業務量の適切な管理等に関する指針を策定。
⚫ 教職員定数の改善、支援スタッフの配置拡充、部活動の見直し、ICTによる業務効率化等を進め、教育委員会における取組も着実に進捗。

⚫ 一方、教育委員会や学校における取組状況の差が課題。解像度を上げて、具体的な取組に向けた支援と助言を行っていく段階に移行すべき。

２．学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進
⚫ 学校教育の質の向上のため、教師が教師でなければできないことに集中できるようにすることが重要。学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進が必要。
⚫ 一人一人の教師が多様な業務を抱える「個業」から、業務の一部分を他の教師等と分担する「協働」へのシフトチェンジの徹底が必要不可欠。
⚫ 教育委員会が学校に伴走しつつ、３分類※に基づく業務適正化の徹底、調査の精選、標準を大きく上回る授業時数の見直し、校務DXの加速化等が必要。

３．学校における働き方改革の実効性の向上等
（１）取組状況の「見える化」とPDCAサイクルの構築

⚫ 勤務時間管理は、労働法制上、服務監督教育委員会の責務。
⚫ 全ての教育委員会における働き方改革の取組状況の公平な「見える化」やPDCAサイクルの構築が不可欠。在校等時間の教育委員会ごとの公表も必要。
⚫ 国は、・PDCAサイクルを通じた働き方改革の推進、業務量等の現状やその改善に向けた取組の進捗状況の公表等を教育委員会が行う仕組みを検討

・都道府県教育委員会が、市町村教育委員会に対し、指導・助言等を行う役割を積極的に果たすことを求める ことが必要。
⚫ 教育委員会は、PDCAサイクル実施に当たっての定量的な目標設定が必要。まずは時間外在校等時間が月80時間超の教師をゼロにすることを最優先で

目指し、全ての教師が月45時間以内となることを目標として、将来的に平均値として月20時間程度への縮減を目指し、それ以降も見直しを継続すべき。
⚫ 教育委員会内の働き方改革の担当の明確化も必要。学校についても、教職員と支援スタッフの連携等を通じた働き方改革の推進の明確化等が必要。
⚫ 働き方改革に向けた校長等の管理職のマネジメント能力が重要であり、校長の育成指標への反映と管理職研修を通じたマネジメント能力の向上が必要。

４．教師の健康及び福祉の確保に向けた取組の充実
⚫ 教師のメンタルヘルス対策に関する事例の創出等を更に進め、各教育委員会における取組の充実が必要。若手教師への支援体制の充実が必要。
⚫ 産業医の選任や衛生委員会の設置等、法令上求められる学校の労働安全衛生管理体制の整備に向けて、教育委員会への強力な指導が必要。
⚫ 正規の勤務時間の途中に休憩時間を適切に確保できるよう、担任外の教師も含め給食指導を輪番制にすること等により休憩時間を割り振ること等が必要。
⚫ いわゆる「勤務間インターバル」について、学校においても進めることが必要。学校の特性も踏まえつつ、PDCAサイクルの指標の一つとして検討すべき。
⚫ １年単位の変形労働時間制の趣旨や効果について、国は、未活用の教育委員会に対しても周知することが重要。

５．柔軟な働き方の推進

⚫ 早出遅出勤務やフレックスタイム制度、テレワークについて、学校の特性を踏まえた留意事項や工夫事例を整理し、導入を促進する必要。

教師の月当たりの平均の時間外在校等時間は、小学校で約18時間、中学校で約23時間減少。※平成28年度から令和４年度の比較。推計値のため参考としての比較である点には留意が必要。

（２）保護者、地域住民、首長部局等との連携・協働

⚫ 学校における働き方改革を学校運営協議会や総合教育会議で積極的に議題化することが必要。
⚫ 保護者等からの過剰な苦情等に行政が対応する仕組みの構築や、スクールロイヤー等を活用した法務相談体制の整備・充実が必要。

※学校・教師が担う業務に係る３分類
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第４章 学校の指導・運営体制の充実

１．教職員定数の改善と教職員配置の在り方等

（１）これまでの経緯

⚫ 義務標準法では、勤務時間の半分を指導時数、残り半分は校務に充てることを想定し、いわゆる「乗ずる数」（※）を設定。
⚫ 平成29年、令和３年に義務標準法を改正（少人数指導等のための教師の基礎定数化、小学校の学級編制の標準の35人への引下げ）

（２）持続可能な教職員指導体制の構築

＜持ち授業時数の軽減＞
⚫ 学びの質の向上と教師の持ち授業時数の軽減のため、高学年に加え、小学校中学年についても教科担任制を推進し、専科指導のための定数改善が必要。

＜若手教師への支援＞
⚫ 新卒教師は、学級担任ではなく教科担任としたり、持ち授業時数を軽減したりする等の取組ができるよう、教科担任制の充実に向けた定数改善が必要。
⚫ 若手教師を支えるため、若手教師が年齢の近い中堅教師等に気軽に相談できるよう、若手教師の支援について学校の中で組織的に体制を充実する必要。
⚫ 若い教職員の増加に伴い、産休・育休の取得者等も増加しているため、教職員が安心して産休や育休を取得することができるような体制整備が必要。

（３）多様化・複雑化する課題と新たな学びへの対応

⚫ 急増する不登校児童生徒をきめ細かく支援するため、誰一人取り残されない「COCOLOプラン」の実現に向けた体制整備に向けて、
 学びの多様化学校への教員配置の充実や、不登校生徒への支援等に対応する生徒指導担当教師の全中学校への配置等が必要。
⚫ 養護教諭や栄養教諭の配置充実、高等学校や特別支援学校の指導・運営体制の充実の検討が必要。
⚫ 35人学級についての小学校における多面的な効果検証等を踏まえつつ、中学校を含め、学校の望ましい教育環境や指導体制の構築が必要。

（４）組織的・機動的なマネジメント体制の構築

⚫ 学校横断的な取組についての学校内外との連携・調整機能の充実や、若手教師へのサポートのため、「新たな職」の創設が必要。
⚫ 副校長・教頭の未配置校の解消や複数配置基準の引下げの検討、主幹教諭の配置充実、事務職員の校務運営への参画と配置充実が必要。

２．支援スタッフの配置の在り方等

⚫ 学校における働き方改革と教育の質の向上に向けて、支援スタッフの
更なる配置充実と、次世代型「チーム学校」の実現が必要。

⚫ 教員業務支援員の安定的な確保のための環境整備と一層の連携・協働
に向けた学校マネジメントの推進、副校長・教頭マネジメント支援員の
配置充実が必要。

⚫ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置充実や効果的な
活用の推進、部活動指導員の配置充実が必要。

⚫ 「教員業務支援員との協働の手引き」等も活用しながら、支援スタッフの
着実な確保・配置、教師との連携・協働、役割分担の推進が必要。

３．多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成

⚫ 教職員定数の改善や支援スタッフの配置拡充と併せ、社会人の学校への
参入促進等により多様な専門性を有する教職員集団の形成が必要。

⚫ 教職課程の活用等も通じた、様々な強みや専門性を持った教師の養成・
採用や、特別免許状、特別非常勤講師の積極的な活用が必要。

⚫ 多様な社会人等の参入促進に当たっては、参入しやすくなる免許制度の
検討等が必要。

⚫ 民間企業等の従業員が任期付職員として学校現場で勤務することも想定。
国は制度の周知・活用促進を図るべき。

⚫ 教職の魅力の広報・啓発や現場ニーズの適切な発信等が必要。

（※）学級数に応じて係数を設定。例えば、12 学級の中学校には 19 人の教員（校長を除く。）の配置等。
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第５章 教師の処遇改善

１．これまでの経緯
⚫ 昭和46年に給特法、昭和49年に人材確保法が制定。人材確保法に基づき教師の処遇改善が行われ、昭和55年には、一般行政職に比べて教師は
約７％の優遇分が確保されるも、その後、相対的に優遇分が低下し、現在ではわずかになっている状況。

⚫ 諸外国においても、教職の魅力向上や教師不足の解消等を目的とした教師の処遇改善が行われている。

⚫ 教師の処遇改善の水準は、人材確保法による処遇改善後の昭和55年の一般行政職に比した優遇分の水準（約７％）以上を確保することが必要。
⚫ 教師は、我が国の未来を切り拓く人材を育成するという極めて複雑・困難な職務を担っており、専門的な知識や技能等が求められる高度専門職。
⚫ 教師が、専門性を最大限に発揮して子供たちへの教育を行うことができる職務や業務遂行の在り方が求められる。

２．教職の重要性を踏まえた教師の処遇改善の在り方について

３．職務や勤務の状況に応じた処遇の在り方について
⚫ 職務給の原則も踏まえ、職務や勤務の状況に応じた給与体系の構築が必要。また、人事評価の適正な実施・活用が必要。
⚫ 職務給の原則に従って、「新たな職」の創設に伴い、教諭と主幹教諭の間に、新たな級の創設が必要（６級制の実現）。主任手当よりも高い処遇を想定。
⚫ 学級担任の職務の重要性や負荷を踏まえ、学級担任の教師について、義務教育等教員特別手当の額を加算する必要。
⚫ 負担と処遇のバランスに配慮しながら、例えば、特別支援学級等の教師の給料の調整額による処遇の在り方を含め検討することが考えられる。
⚫ 学校教育の質の向上に向けて、管理職による適切な学校運営が重要であり、その職務と職責の重要性を踏まえ、管理職手当等の改善が必要。

第６章 教師を取り巻く環境整備の着実な実施とフォローアップ等

⚫ 国は、教師を取り巻く環境整備の進捗状況を毎年度の取組状況調査を通じて客観的にフォローアップし、機動的に取組みの見直しを図ることが重要。
⚫ 次期学習指導要領における標準授業時数の在り方や教員免許や教員養成の在り方等については、今後の専門的検討を踏まえ、改革されることを期待。

・教職の性質は全人格的なものであり、一人一人がそれぞれ異なるとともに、日々変化する目の前の子供たちへの臨機応変な対応が必要。
・どのような業務をどのようにどの程度まで行うか、教師自身の自発性・裁量性に委ねる部分が大きい。
・教師の職務は、教師の自主的・自律的な判断に基づく業務と、管理職の指揮命令に基づく業務が日常的に渾然一体となっており、正確な峻別は極めて
困難。授業準備や教材研究等が、どこまでが職務なのか、精緻に切り分けることは困難。

＝一般の労働者や行政職とは異なる教師の職務や勤務態様の特殊性は、現在においても変わらず、一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした
勤務時間管理は適さない。

教師の職務等の特殊性を踏まえると、勤務時間の内外を包括的に評価し、教職調整額を支給する仕組みは、現在においても合理性を有する。

PDCAサイクルを通じた働き方改革を推進し、業務量等の現状やその改善に向けた取組の進捗状況の公表等を教育委員会が行う仕組みの検討や、
学校の指導・運営体制の充実により、時間外在校等時間の縮減を目指すことが適当。管理職は、教師の時間外在校等時間の適切な把握が必要。

⚫ 人材確保法による処遇改善後の一般行政職に比した優遇分の水準以上を確保するため、教職調整額の率は少なくとも10％以上とすることが必要。
⚫ 管理職からの勤務命令が抑制的な中、教師の自発性・創造性に委ねるべき部分が大きいこと等から、超勤４項目に別の業務を追加することは適さない。

⚫ 県費負担教職員制度の下では、市町村が時間外勤務手当を支払う責務を負わないため、企業と同様の形では、時間外勤務命令を発しないインセンティブ
が十分には機能しないと考えられる。
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〇人口減少、グローバル化、生成AIの加速度的発展等、非連続的な社会変化が予想される未来
 →前回改訂時に2030年頃の未来として描いていた社会像が想像以上の速さで現実化

〇不登校児童生徒や特別支援教育の対象となる児童生徒、外国人児童生徒等、教育的支援を要する子供が増加
 →多様な子供たちを学校教育の中で包摂し、豊かで幸福な人生を送ることができるようにすることが重要

〇現行の学習指導要領のコンセプト自体は授業改善に繋がっており、おおむね妥当。一方、学習指導要領にわかりにくい側面があることや、教師の多忙化等が課題。
 →理念を更に具体化するとともに、教育課程の実施に伴う過度な負担感が生じにくい仕組みの検討が必要

〇資質・能力を「知識及び技能」 「思考力、判断力、表現力等」 「学びに向かう力、
 人間性等」の３つの柱で整理していることは基本的には妥当。一方、「個別最適な
 学びと協働的な学びの一体的な充実」等との関係性を含め、より分かりやすい整
理・具体化が必要。

〇「学習の基盤となる資質・能力」（※）については、重複する部分も多く現場の具
体的な実践に繋がっていない場合もあり、更なる整理・具体化が必要。

特に情報活用能力については、教育課程全体での扱いに加え、各教科等を通
じた具体的な充実方策も検討し、その際、情報活用能力の向上と探究的な学び
の充実を一体的に考えるべき。
（※）言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等

〇デジタル学習基盤は、今後の学習者主体の学びを支える極めて重要なインフラであ
り、デジタル学習基盤を前提とした学びのデザインの方向性として示すべきものにつ
いて検討すべき(ICT等のツールが「深い学び」に繋がっていない例もあることに留意)。

〇情報技術など変化の速い領域では、技術の変化に即応して最新の状況に応じた
学びを確保するための方策を検討すべき。

〇既存の情報から大量のアウトプットを出すことが得意な生成AIの出現なども踏まえ、
深い意味理解を促すことや学ぶ意味・社会とのつながりの明確化が重要。

〇分かりやすく活用しやすい学習指導要領を目指し、各教科等の目標・内容について、
中核的な概念や方略を中心に構造化を図る意義や具体的方法を検討すべき。

   また、他国の好事例を踏まえ、図表の形式を活用して示すことや、解説なども含め
一体的に確認できるようデジタル技術を活用することなど、形態の工夫を検討すべき。

〇「主体的・対話的で深い学び」の基本的な考え方は維持しつつも、個々の指導方
   法に関する制約や留意点を増やすことは避け、教師に様々な裁量が生まれるよう目

標・内容の示し方を工夫すべき。

〇現行の観点別評価（※）は、教師の授業改善に重要な役割を果たすものである
一方、子供の学習の改善に結びつきにくい等の課題も指摘されており、教師の力量

 形成・授業改善に効果的で、子供の学習改善に資する学習評価の在り方を検討
すべき。
（※）知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度

〇現行の学習指導要領の実施状況等を踏まえつつ、今後の社会の変化を見据えた教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方について、教育課程等に関する有識者を
 集めて議論。（令和４年12月から令和６年９月まで計15回開催）

〇本論点整理は、今後検討を深めるべき具体的な論点等について、有識者としての意見をまとめたものであり、教育課程の改善の検討を行っていく際の基礎的な資料として活
用されることを期待。

今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会
論点整理（概要）

１ これからの社会像とこれまでの学習指導要領の趣旨の実現状況

２ これからの社会像や現状の課題を踏まえた資質・能力 ３ 各教科等の目標・内容、方法、評価

令和６年９月１８日
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〇子供が興味・関心や能力・特性等に応じて自ら教材・方法・ペース等を選択できる環境を整えることなど、学習者が主体的に学ぶ中で自ら学習を調整しつつ資質・能力を
身につけることの重要性やその中で教師が発揮すべき指導性について、具体的に議論し、位置付けを検討すべき。

（教師の指導性はより積極的かつ高度なものが求められ、「教師は教えなくてもいい」「全て子供に委ねればよい」といった誤ったメッセージとして伝わることのないよう注意。）

〇以下のような視点から、各学校の教育課程編成に係る教育委員会（学校）の裁量拡大の在り方について検討すべき。
・現行の教育課程の特例制度（教育課程特例校、授業時数特例校、小中一貫、中高一貫など）をより活用しやすくする
・各教科等の標準授業時数についてどのような柔軟性を持たせられ得るのか
・年間の最低授業週数（35週以上）、単位授業時間（小学校1単位時間45分、中学校1単位時間50分）の取扱い

※例えば、①午前は教科等の授業を実施し、午後は探究学習や教科・領域に該当しない多様な学びを重点的に実施する取組、②情報活用能力に係る時間を創設して各教科等の
情報教育に関連する内容をまとめて指導するといった取組、をより行いやすくするためにどのようなことが考えられるか。

〇高等学校については、全日制・定時制・通信制の３つの課程の区分の在り方やその一体的運用の在り方を検討すべき。

〇不登校児童生徒など、学校が編成する一つの教育課程では包摂が難しい多様な子供の良さを伸ばしつつ資質・能力の育成に繋げていくための教育課程における取扱い
の在り方や付随する環境整備の在り方を検討すべき。

〇教育課程の実施に伴う負担への指摘（いわゆる「カリキュラム・オーバーロード」との呼称で指摘されている諸課題）に真摯に向き合いつつ、学習指導要領や同解説の在り方
に加え、厚い教科書・入試・教師用指導書等の影響も含めた授業づくりの実態を全体として捉えながら、教育課程を実施する上での学校現場の過度な負担が生じにくい仕
組みを検討すべき。

〇総授業時数については、現在以上に増やすことがないよう検討すべき。

〇学年や学期といった長いスパンも念頭に、単元をベースとして授業を構想することや必要な評価場面を精選することは指導や評価の負担感を防ぐとともに、授業づくりを通じた
教師の成長を促し、資質・能力のよりよい育成や多様な子供の包摂性を高める上でも重要であり、その重要性や示し方を検討すべき。

〇一人一台端末で、子供たちが多様な学習材に自らアクセス可能になったという状況の変化も踏まえて、ページ数が大幅に増えている教科書の性質や分量についてあらためて
検討すべき。

〇教育委員会における学校支援体制の強化が重要。また、教育課程の改善・充実と教育条件整備を一体的に行っていくことが必要。

〇中央教育審議会等での改訂の審議の最中においても、資料を学校や教育委員会にとって徹底的に分かりやすいものとしたり、審議状況をウェブサイト・動画等で積極的に
発信したりするなど、改訂プロセス自体を通じて多くの関係者を巻き込み、学校や教育委員会と趣旨や内容を共有し、浸透を図ることが重要。

〇改訂後においても、教師一人一人が自らの課題に引きつけて当事者意識をもって理解できるよう、学習指導要領の趣旨を共有・浸透する方法の工夫を検討する必要。

４ 多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程

５ 学習指導要領の趣旨の着実な実現を担保する方策や条件整備

６ 学習指導要領の趣旨の実現に向けた政策形成・展開
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今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会 最終報告＜概要＞ 令和６年１０月
幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（3要領・指針）に基づく教育活動の実施状況等の把握、今後の教育課程、指導、評価等の在り方について

第１章 社会と共有したい幼児教育の基本的な考え方

第２章 幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく教育活動の成果と課題等

・近年、子供の外遊びの機会の減少、ゲーム時間・動画の視聴時間の増加、同年齢・異年齢の子
供同士の交流機会の減少など、家庭や地域において幼児の発達に必要な直接的・具体的な体
験を十分に確保することが困難になってきている中、幼児教育施設において、安全・安心な場所
で、幼児が自由に伸び伸びと遊びながら、様々な人やもの、自然や文化等と直接的・具体的に
触れて関わり、豊かな体験をする機会を積極的に設けていくことが一層必要。

・幼児の遊びには、幼児の成長や発達にとって重要な体験が多く含まれており、自発的な活動とし
ての遊びは、幼児期特有の学習。
・幼児期は、知識・技能を教え込むことではなく、幼児が幼稚園教諭・保育士・保育教諭等との信
頼関係に支えられ、遊びを通して楽しいと感じる多様な体験をしながら、小学校以降の生活や学
習の基盤となる資質・能力を育んでいくようにすることが重要。（参照：「幼児教育と小学校教育がつな
がるってどういうこと？」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/mext_02697.html ）

・一方、一部の幼児教育施設においては、SNS等からの偏った情報やそれらに影響を受けた一部
の保護者のニーズ等を優先し、ややもすると、文字や数量の機械的暗記や一方的指導など幼児の
発達にふさわしくない教育活動が行われているとの指摘。また、保護者をはじめ社会においては、
幼児教育施設はただ遊ばせているだけとの誤解もある。
・国・地方自治体においては、幼児期の発達の特性や幼児期にふさわしい教育の在り方について、
妊娠期や子供が乳幼児の頃から保護者等に対して、一層の普及・啓発に取り組むことが必要。

（１）身体の諸感覚を通した豊かな体験

（２）自発的な活動としての遊び

・近年、乳幼児の頃からの質の高い教育がその時期の発達にとって重要であることや、その後の
人生において長期にわたって学業達成や職業生活、家庭生活など多面的に良い効果をもたらす
ことなどが明らかにされてきている。

・全ての幼児に格差なく質の高い幼児教育を保障し、幼児一人一人のよさや可能性を伸ばしな
がら、生涯にわたる生活や学習の基盤となる生きる力の基礎を育み、それぞれが人生においてウェ
ルビーイングの向上を実現していくことができるようにすることが必要。

・幼児期は、幼児自身が自発的・能動的に環境と関わりながら、生活の中で状況と関連付けて
生活に必要な能力や態度などを身に付けていく時期。幼児期の学びは身体の諸感覚を通して対
象に関わることにより成り立つものであり、活動意欲が高まり、成長が著しいこの時期に、豊かで多
様な体験を十分に行うことができるようにすることが必要。

・幼児教育では、幼稚園教諭・保育士・保育教諭等がその専門性を発揮して、幼児が
思わず関わりたくなるような魅力的な環境を意図的・計画的に構成し、幼児が主体性を
十分に発揮しながらその環境に関わる遊びや生活を展開することにより幼児の発達を促
すという「環境を通して行う教育」が基本。

１．幼児教育の基本に関する事項 （３）幼児教育において育みたい資質・能力

（４）「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（５）幼児理解に基づいた評価

１．幼児教育の重要性

２．幼児期の発達の特性

３．幼児教育の基本

・幼児は、教育的な意図をもって計画的に構成された環境の下、好奇心や探究心をもっ
て遊びを展開する中で、様々な能力や態度を身に付けていく。幼児期においては、遊びを
通しての指導を中心に行うことが重要。

・幼児教育施設において、小学校以降の生活や学習につながる資質・能力を育むことへの
認識が高まり、小学校教育との接続を意識した実践が行われるようになってきた等の成果
が上がる一方、幼児教育関係者の中には、当該資質・能力と５領域のねらい及び内容、
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」との関係を理解・実践することが難しいという指
摘があるため、国・地方自治体においては、より実践的な調査研究を進めることが必要。

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」については、幼保小の合同研修等でも活用され、
幼保小接続期の教育に関する相互理解が深まっている等の成果が上がる一方、幼児教
育関係者の中には、その文言のみで幼児を捉えようとしたり、幼児を当てはめて、できる・で
きないと安易に評価したりしているなどの課題が指摘されているため、国・地方自治体にお
いては、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の具体的活用等について、研修等を通
じて一層の理解・啓発を図ることが必要。

・幼児教育施設における評価は、定量的に優劣を決めたり、ランクを付けたり、一定の基
準に対する到達度についての評定によって捉えるものではなく、幼児の姿の変容を捉え、そ
の姿が生み出されてきた様々な状況について適切かどうか検討し、教育を改善するための
手掛かりを求めることである。幼児の発達の状況と評価の考え方を保護者と共有し、幼
児教育施設と家庭が一体となって幼児の成長を支える取組を進めていくことが大切。

・人の一生において、幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる極めて重要な時期。

（動画コンテンツへリンク）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/189/toushin/mext_01929.html
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３．幼児教育と小学校教育との円滑な接続

第３章 必要な条件整備

２．現代的諸課題に応じて検討すべき事項

（１）幼児教育施設におけるICTの活用

・国において、幼児教育の「環境を通して行う教育」の環境にデジタル環境が含まれることを
明確にし、ICTの効果的な活用方法等の調査研究、研修プログラムの開発等、デジタル環
境の整備や支援、低年齢児への弊害・リスクや活用上の留意点についての検討が必要。

（２）特別な配慮を必要とする幼児への指導

（３）幼稚園等が行ういわゆる預かり保育
・国・地方自治体において、教育課程に係る教育時間終了後等においても、幼児の学びや
成長につながる教育活動が実施されるよう、幼稚園等におけるいわゆる預かり保育について、
より実践的な調査研究を進めることが必要。

（４）幼稚園等における満３歳以上児の教育の接続

・満３歳未満児の実態を踏まえながら、０歳から18歳の子供の発達や学びの連続性の
観点、満３歳以上児の教育との円滑な接続や幼保小の接続を見通した幼児期における
教育の一貫性・連続性の確保という観点から、幼児教育の充実を図ることが必要。

（５）地域における幼児教育施設の役割

・幼児の障害や文化的・言語的背景などの特性を踏まえた教育を行うことが必要であり、
国・地方自治体において、特別な配慮を必要とする幼児への継続的な支援を可能にする
体制作り（幼児教育施設と医療、母子保健、福祉等の関係機関との連携促進、幼児教
育施設へのアドバイザー等の積極的派遣、研修プログラム・研修資料等の提供等）が必要。

・幼児教育施設は、地域の幼児教育の中核的存在として、在園児のみならず、地域の子
供に幼児教育の機能と施設を積極的に開放し、様々な家庭や年齢層の子供が学びの環
境に関わることができるようにすることが重要。

・小学校低学年においていじめの認知件数が多く、また不登校児童の増加率が高いことを踏まえ、
いじめ・不登校対策の観点からも、幼保小の接続期の教育の充実に取り組むことが重要。
・幼児教育施設と小学校の両者が連携の意識をもち、教育実践を見合い、相互の共通理解
を図ることが重要。特に小学校入学当初は幼児教育との指導方法の連続性・一貫性を確保
することが重要。
・小学校以降で進められている教育の方向性（ 「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体
的に充実し、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善につなげていくこと）は、子供そ
れぞれの興味・関心や一人一人の個性に応じた多様で質の高い学びを引き出す観点から、幼
児教育の「環境を通して行う教育」の考え方とつながっている。小学校教育において、新たな
ＩＣＴ環境や先端技術も活用しつつ、「環境を通して行う教育」という幼児教育の基本的な
考え方を取り入れた教育実践の研究・普及を行っていくことが考えられる。

・国においては、「幼保小の架け橋プログラム」を推進しており、一部の地域では、幼児教育施
設において小学校の各教科等の指導の専⾨性等を参考に幼児の主体的な遊びを支える働き
かけが充実したり、小学校において入学当初の指導方法が変わり、子供の主体的な姿がより見
られるようになってきているなどの成果が上がっている。
・一方、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響による幼保小の連携・接続の取組の中断
等により、全国的にみると未だ不十分。

１．地方自治体における幼児教育担当部局の在り方

・地方自治体においては、幼児期及び幼保小接続期の教育に関しては、設置者や施設類
型を問わず、教育委員会が一元的に所管又は他の関係部局が所管する場合においても
一定の責任を果たす体制を構築することなどにより、教育委員会が有する学校教育の専門
的知見を生かしながら、幼児教育段階から高等学校教育段階までの教育の一貫性・連
続性を確保した施策を展開することが重要。

２．今後の幼児教育施設の在り方

３．幼児教育施設への支援体制

➢ 地域の幼児教育ビジョンを明確にし、幼児教育センターの設置・活用、幼児教育施設の
合同研修、幼児教育アドバイザー・架け橋コーディネーター等の育成・配置等を推進

➢ 教育委員会が中心となり、「幼保小の架け橋プログラム」促進のための体制を構築
➢ 国公私立の幼児教育施設のネットワークやプラットフォームの構築、公開保育等を推進

・国において、
➢ 幼児教育センターや幼児教育アドバイザー等を法令等に位置付け、広域連携を促進
➢ 地方自治体における「幼保小の架け橋プログラム」の体制構築等の取組を支援
➢ NIERセンターによる日本独自の質評価指標の開発や園内研修等における活用を推進
➢ 幼児教育施設間のピア評価や第三者評価を通じた教育の質の見える化等を推進

・国・地方自治体において幼児教育政策について検討を行うに当たっては、幼児教育の大規
模縦断調査や諸外国の動向等の調査研究から得られたエビデンスを生かしながら検討を進
めていくことが必要。

４．EBPMの推進

・今後、人口減少が急速に進み、運営の継続が困難となる幼児教育施設が増える地域も
出てくることが見込まれる中、国においては、地域において幼児教育施設の規模や期待する
役割など今後の在り方について検討を進めることができるよう、調査研究等により支援を行
うことなどが必要。

・地方自治体において、

・とりわけ著しく減少を続けている公立幼稚園については、これまで果たしてきている役割を今
後も果たせるよう、地方自治体において、地域の実情や保護者のニーズ等を踏まえつつ、３
年保育や預かり保育の実施、認定こども園への移行等を検討することが必要。

・保護者が幼児教育施設に対し、長時間預かることを求めたり、幼児への教育について過度に
期待しすぎたりする傾向も見られる。幼児の健やかな成長のためには、幼児教育施設と家庭・
地域がそれぞれの有する教育機能や役割を発揮し、支え合いながら一体となって子育てに取
り組むことが必要。保護者の家庭での養育等の重要性についても普及・啓発することが重要。

※EBPM:証拠に基づく政策立案（Evidence-Based Policy Making）

※NIERセンター：国立教育政策研究所幼児教育研究センター
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「平和、人権、国際理解、協力、基本的自由、グローバル・シチズンシップ

及び持続可能な開発のための教育に関する勧告」（概要）
◼ 本勧告は、1974年に採択された「国際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的自由についての教育に関する勧
告」の改正勧告として、第42回ユネスコ総会（2023年11月7日-22日）にて採択。我が国は、本勧告の採択を支持。

◼ ユネスコ憲章第4条4は､「加盟国は､勧告又は条約が採択された総会の閉会後１年の期間内に､その勧告又は条約を自国の権限のある当
局に提出しなければならない」と規定。

Ⅰ 定義

✓ 本勧告の適用上の「教育」、「平和」、「国際理解」、「協力」、「平和の文化」、「人権」、「基本的自由」、「人権教育」、「持続可能な開発のための教育」、「グ

ローバル・シチズンシップ教育」、「包摂」、「変革的教育」について定義。

Ⅱ 目的

✓ 教育を通じて人権、基本的自由、グローバル・シチズンシップ及び持続可能な開発の享受を確保し、平和を維持及び促進すること。

✓ 国際理解、協力、貧困撲滅及び寛容の促進、並びに差別及び暴力の防止に貢献する社会への個人的・集団的参加に必要な知識、技能、価値観、態度

及び行動を生涯を通じて育成することを確保するために、具体的な指針を与えること。

Ⅲ 範囲

✓ ①全ての人のための、②正規の、正規でない及び形式によらない環境で提供される、③様々な様式と教授法を用いた、④全ての段階、種類及び規定の

教育活動が対象となる。

Ⅳ指導原則

✓ ①全ての人が利用可能で質の高い教育の確保、②人権の保護及び促進、③全ての差別の排除と包摂性、衡平性の確保、④配慮及び連帯の倫理促進、

⑤ジェンダー平等並びに女性及び女児の自律的な力の育成、⑥多様性の尊重、⑦学習者及び教員等の健康及びウェルビーイングの促進、⑧生涯にわた

る継続的・変革的な教育と学習の機会の提供、⑨知識の共創の推進、⑩あらゆる形態の憎悪の唱道の禁止並びに思想、信条及び表現の自由の確保、⑪

テクノロジーの倫理的利用の促進、⑫グローバルな視点の育成、⑬異文化間・世代間、並びに人々、社会及び国家間の対話の促進、⑭グローバル・シチ

ズンシップ、平和、人権及び持続可能な開発のための共同責任倫理の啓発

Ⅴ 行動分野

✓ Ⅴ.１ 制度全体的な要件： ①法令、政策及び戦略、②ガバナンス、説明責任及び連携、③カリキュラム及び教授法、④評定及び評価、⑤学習及び教育

の資料及び資源、⑥学習環境、⑦教員及び教育職員の育成

✓ Ⅴ.２ 教育の各段階及び各種の特定の要件： ①幼児期の保育及び教育（ECCE）、②初等教育及び中等教育、③高等教育及び研究、④技術教育及び訓

練並びに職業教育及び訓練（TVET）、⑤成人学習及び成人教育、⑥正規でない教育及び形式によらない学習

Ⅵ 事後措置及び見直し

✓ 加盟国は、国別報告作成、勧告の目的及び指導原則を促進するための社会全体での取組を実施。

Ⅶ 促進

✓ 加盟国は、国内及び国際的な利害関係者と協力し、ユネスコのネットワークの支援を得つつ、政府間で協力し、自国の取組を拡大。

主な内容（法的拘束力なし）

外務省国際文化協力室
文部科学省国際統括官付

国内状況

我が国は、教育基本法、学校教育法、学習指導要領その他の法令等に従い、教育振興基本計画等に基づき、勧告の理念に沿った取組を推進している。
また、持続可能な開発のための教育（ESD）提唱国として持続可能な社会の創り手の育成に努めている。 155



OECDラーニング・コンパス（学びの羅針盤）2030は、OECD Future of Education and Skills 2030プロジェクト※の
成果であり、教育の未来に向けての望ましい未来像を描いた、進化し続ける学習の枠組み。教育の幅広い目標を支えるとともに、個人
のウェルビーイングと集団のウェルビーイングに向けた方向性を示している。

※2011年にOECDと日本で開始した「OECD東北スクール」事業を多国間の枠組みに発展させ、2030年以降の未来を形作るため生徒に求められるコンピテンシーを

明確化するとともに、このコンピテンシーを育む教師の資質や教育環境等を検討することを目的としたOECDの事業。

その構成要素には、学びの中核的な基盤、知識、スキル、態度と価値、より良い未来の創造に向けた変革を起こすコンピテンシーや、
見通し(Anticipation)・行動(Action)・振り返り(Reflection)のAARサイクルが含まれる。また、ラーニング・コンパス
は、生徒が周囲の人々、事象、状況をより良いものにすることを学ぶ上で、責任ある有意義な行動を取るための方向性を決めるために
生徒が使うことができるツールであることから、生徒エージェンシー※は、ラーニングコンパスの中心的な概念である。

学びの中核的基盤

カリキュラム全体を通して学習する
ために必要となる基礎的な条件や主
要な知識、スキル、態度及び価値を
指す。

見通し・行動・振り返りサイクル

学習者が継続的に自らの思考を改善
し、集団のウェルビーイングに向
かって意図的に、また責任を持って
行動するための反復的な学習プロセ
ス。

【出典】OECD「Conceptual learning framework LEARNING COMPASS2030」（2019年5月）をもとに作成

より良い未来の創造に向けた変革
を起こすコンピテンシー

新たな価値を創造する力、責任ある
行動をとる力、対立やジレンマに対
処する力は未来を形づくり、そこで
活躍するための必要な能力。

生徒エージェンシー

生徒が教師の決まりきった指導や指
示をそのまま受け入れるのではなく、
未知なる環境の中で自立で歩みを進
め、意味のある、また責任感を伴う
方法で進むべき方法を見出す必要性
が強調されている。

OECDラーニング・コンパス（学びの羅針盤）2030

※エージェンシー：
 変化を起こすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力。≒主体性
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2023年G7教育大臣会合 富山・金沢宣言（概要）

〇G7各国間で自由・平和、法の支配と民主主義の価値観を共有しつつ、以下の基本的考え方に基づいて、各国で教育政策を進
めていくことで合意した。

・「民主主義や自由、法の支配や平和の礎」としての教育の普遍的価値を改めて共有しつつ、持続可能な社会の創り手を育む。

・コロナ禍やウクライナ侵略で停滞した国際的な人的交流の促進に向けて協働して取り組む。

・ウクライナも含め危機的な状況にある子供（特に女子）や学生が質の高い教育にアクセスできるよう取り組む。

・生成AIを含めた近年のデジタル技術の急速な発達が教育に与える正負の影響を認識する。

③社会課題の解決とイノベーションを結び付けて成
長を生み出す人材の育成

・イノベーションと持続可能な経済成長を促し、社会課題
の解決にもつなげる取組を支援する。

・全ての子供・若者にSTEAM教育等の教科等横断的な教
育を推進するとともに、デジタル・グリーン等の成長分
野の人材育成や起業家教育を推進する。

・より広範な社会的背景と結びついた教育システムを構築
するとともに、子供たちや若者、大人に必要な支援と多
様な教育機会を提供する。

④国際社会の連携に向け、新たな価値を創造するため
の国際教育交流の推進

・初等・中等・高等教育や職業教育におけるG7各国間の生 
徒・学生の人的交流をコロナ禍前の水準に回復し、更に拡大
させる。

・大学間の国際ネットワークの進展・深化を通じた質の高い国
際交流・国際頭脳循環の活発化を図る。

・ICTを活用した交流の促進、国境を越えたオンライン学習コ
ンテンツの共有などを推進する。

１．基本的な考え方 ～教育の普遍的価値の再確認～

２．G7が目指す取組の方向性
②全ての子供たちの可能性を引き出す教育の実現
・デジタルの活用を含めた一人一人の子供に最適な学びを進め
るほか、多様な他者同士が学び合う機会を確保し、子供たち
のウェルビーイングの向上に寄与する。

・各国・地域の事情に応じて、少人数学級の推進や教師が担う
業務の適正化、処遇を含む働きやすい労働条件の整備などを
推進する。これらを通じて、魅力ある優れた教師の確保・資質
能力の向上や学校の指導・運営体制の整備を行う。

・特別支援教育において、障害のある子供と障害のない子供が
可能な限り共に協働的に学ぶための環境整備と、一人一人の
教育的ニーズに応じた学びの場の整備を同時に進める。

①コロナ禍を経た学校の役割の発揮とICT環境整備
・コロナ禍を契機に明らかになった学校の役割が今後も継
続して効果を発揮し、多様で包摂的な社会の基盤形成に
資するよう取り組む。

・自然体験・文化芸術体験活動の機会を充実することで、
子供の社会情動的スキルの向上を図る。

・対面による教育に加え、リアルとデジタルを融合した教
育の促進に向け、ICT環境の整備を継続するとともに、
教師のICTスキルの向上に取り組み、情報活用能力に係
る教育を充実させる。

〇人への投資の重要性を認識し、今後、G7においてハイレベル政策対話の継続的な実施に向け合意。
〇調和と協調に基づくウェルビーイングの考え方について確認。

３．G7における認識の共有
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（同時公表資料）
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プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4：3 25.4 x 19.05cm）

令和６年度
公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査

【概要】
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各学校における教育課程の編成・実施状況を把握し、今後の教育課程に関する政策の改善・充実
に活かすために実施。今回の調査では、特に、標準授業時数を大幅に上回る教育課程（※）を編成し
ている学校の状況を把握し、必要な点検・改善を促す観点から、悉皆調査によって実施した。
（※）年間1,086単位時間以上の授業時数で編成する教育課程

調査の目的

１．調査概要

○調査対象
全ての公立小学校、中学校（義務教育学校、中等教育学校を含む）

○調査手法
文部科学省Web調査システム上で各調査対象校より回答

○調査期間
令和６年７月22日 ～ 令和６年８月30日

○調査回答校数（※）
小学校等（義務教育学校の前期課程を含む） ：18,532校
中学校等（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む） ：9,199校

（※）分校の回答については、集計の対象からは除いている。

調査の対象等

前回（令和４年度）の調査は、全国的な取組状況を把握することができる規模での抽出調査に
より実施（小学校等：1,235校、中学校等：1,243校）したが、今回の調査は、悉皆調査により実施したため、
前回の調査結果と比較する際には、調査対象校数が異なるものであることを踏まえつつ、参考として比
較したものであることに留意が必要。

留意点
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２．結果概要

162４



【小学校５年】 【中学校２年】

■～1015 ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ ■ 1156～

◯ 令和５年度（実績）の年間授業時数（※１）について、1,086単位時間（※２）以上の学校は、
・小学校５年で8.2％であり、令和３年度と比べて17.6ポイント減
・中学校２年で11.4％であり、令和３年度と比べて13.4ポイント減

◯ 標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成している学校に対し、見直しを前提とした点検の実
施等を促してきており、これらの学校は大きく減少。

＜令和５年度＞

11.1% 44.6% 36.1% 6.9%

1.0%0.3%

8.2％

▲17.6ポイント
平均：1049.1

（標準（※３）：1,015）

16.8% 23.6% 33.8% 19.6%

4.0% 2.2%

＜令和３年度＞ 25.8%
平均：1059.9
（標準：1,015）

18.1% 25.4% 31.7% 18.8%

4.5% 1.4%

24.7%平均：1058.5
（標準：1,015）

＜令和３年度＞

11.3％

▲13.4ポイント

15.5% 35.5% 37.6% 9.6%

1.2%0.5%

平均：1050.9
（標準：1,015）

＜令和５年度＞

※１ 学校教育法施行規則に示す各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動（学級活動のみ）に充てる年間の授業時数を指し、学級活動以外の特別活動の時間は含まない。
※２ １単位時間は、小学校においては45分、中学校においては50分として計算している。
※３ 学校教育法施行規則別表第１・別表第２に定める標準授業時数を指す。
※４ 平成29年度は中学校第１学年の授業時数の実績の数値。

■～1015 ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ ■ 1156～

6.2%

25.6% 44.1% 14.6%

5.5%3.9%

■～980 ■981～ ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ 

＜平成29年度＞ 9.4%
平均：1040.2

（標準：980）

13.3% 26.7% 38.0% 16.5%
4.0% 1.5%

＜平成29年度（※４）＞ 22.0%
平均：1061.3
（標準：1,015）

■～1015 ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ ■ 1156～

２．（１）令和５年度の授業時数等 【R５実績】
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【小学校５年】 【中学校２年】

14.8% 19.3% 28.8% 15.9% 10.8% 10.4%

37.1％平均：1078.3
（標準：1,015）

＜令和４年度＞

19.1% 17.8% 27.0% 21.2% 6.9%8.0%

36.1％
平均：1073.9
（標準：1,015）

＜令和４年度＞

17.7％

13.8% 35.3% 33.2% 9.8%

4.8% 3.1%

▲19.4ポイント
＜令和６年度＞ 平均：1059.1

（標準（※３）：1,015） 15.2％

19.6% 25.9% 39.3% 9.5%

3.0% 2.7%

＜令和６年度＞ 平均：1058.4
（標準：1,015）

▲20.9ポイント

◯ 令和６年度（計画）の年間授業時数（※１）について、1,086単位時間（※２）以上の学校は、
・小学校５年で17.7％であり、令和４年度と比べて19.4ポイント減
・中学校２年で15.2％であり、令和４年度と比べて20.9ポイント減

◯ 標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成している学校に対し、見直しを前提とした点検の実
施等を促してきており、これらの学校は大きく減少。

※１ 学校教育法施行規則に示す各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動（学級活動のみ）に充てる年間の授業時数を指し、学級活動以外の特別活動の時間は含まない。
※２ １単位時間は、小学校においては45分、中学校においては50分として計算している。
※３ 学校教育法施行規則別表第１・別表第２に定める標準授業時数を指す。

■～1015 ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ ■ 1156～

■～1015 ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ ■ 1156～

２．（２）令和６年度の授業時数等【R６計画】

①総授業時数の状況（小学校５年・中学校２年）

5.7%

11.9% 33.4% 23.3% 11.7% 14.0%

■～995 ■996～ ■1016～ ■ 1051～ ■ 1086～ ■ 1121～ 

25.7%
＜平成30年度＞

11.2% 21.4% 35.0% 19.0% 7.6%5.9%

32.5%＜平成30年度＞平均：1061.0
（標準：995）

平均：1073.9
（標準：1,015）
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【小学校５年】 【中学校２年】

31.5% 32.8% 35.7%

75.2% 24.8%

※１ 母数は令和６年度の授業時数について、1,086単位時間以上と回答した学校数。

◯ 1,086単位時間以上の教育課程を編成している学校のうち、標準授業時数（1,015単位
時間）を上回る時数について、具体的な使い方を想定していない学校が約25%程度存
在。真に必要な時間か検討し、改善を図る必要。

◯ 標準授業時数を上回る時数全体のうち、約35％が学級閉鎖等の不測の事態のための時
数に充てられている。こうした事態においては、標準授業時数を下回ったことのみをもって法
令に反するものではないことに留意する必要。

凡例 ■学習指導要領の指導事項を漏れがないよう指導するため
■指導事項の定着や更なる充実のため
■学級閉鎖等の不測の事態においても授業時数を確保するため

23.8% 41.6% 34.6%

標準授業時数を超える時数のうち、学級閉鎖等の不測の事態におい
て授業時数を確保するために充てることを想定した時数の割合

凡例 ■使い方の想定がある
■使い方の想定がない

※１ ※１

２．（２）令和６年度の授業時数等【R６計画】

②標準授業時数を大幅に上回る教育課程の状況（小学校５年・中学校２年）

標準授業時数を上回る時数について、
具体の使い方の想定がない学校の割合

想定の内訳 想定の内訳

72.5% 27.5%
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※１ 母数は令和６年度の授業時数について、1,086単位時間以上と回答した学校数。

【小学５年生】

5.9% 31.4% 60.8%

2.0%

※１

凡例 ■点検を行い、指導体制に見合った計画になっている
■点検を行ったが、指導体制に見合った計画になっていない
■点検を行っていない

凡例 ■調査時点（令和６年８月１日）までに教育課程または指導体制の
 見直しを行った
■令和６年度中に教育課程または指導体制の見直しを行う
■令和７年度に教育課程または指導体制の見直しを行う
■現時点で見直しを行う予定はない

【中学２年生】

小学校等では34校、中学校等では49校が、そもそも点検を行っていない旨の回答。
今後点検を行うことを全ての学校に確認。

指導体制に見合った計画となっていないにもかかわらず、教育課程また
は指導体制の見直しを行う予定がない学校が、小学校等・中学校等
ともに11校。

◯ 1,086単位時間以上の教育課程を編成している学校のうち、点検を行っていない学校が小学校
等で34校、中学校等で49校存在。早急な点検の実施が必要。

◯ 点検を行った結果、指導体制に見合った計画となっていないにもかかわらず、必要な見直しを行う
予定が無い学校が、小学校等・中学校等のいずれも11校存在。指導体制に見合った計画とす
るための対応の検討が必要。

※１

２．（２）令和６年度の授業時数等【R６計画】

③標準授業時数を大幅に上回る教育課程の点検の状況（小学校５年・中学校２年）

81.7% 17.3%

1.0%

75.4% 21.1%

3.5%

4.1% 36.4% 55.8%

3.7%
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◯ 週当たり授業時数について、小学校３年では27コマ以下、小学校４年以降では28コマ以下で
設定する学校の割合が増えており、今後とも取組を推進する必要。

２．（２）令和６年度の授業時数等【R６計画】

④週当たりの授業時数の状況（小学校３年～中学校３年）

5.5%

18.3% 66.1% 8.4%

1.7%

R4

小３

9.3% 31.4% 54.3%

4.1% 0.9%
R6

40.7%

～26 27 28 29 30

23.8
%

2.3%
15.3% 62.0% 19.4%

1.0%

R4

小４

5.3%

26.4% 56.8% 11.1%
0.4%

R6

31.7
%～27 28 29 30 31～

17.6
%

～27 28 29 30 31～

0.7% 2.3%
74.8% 20.2%

2.1%
R4

中
１

1.3% 5.0%
76.2% 16.2%

1.4％
R6

6.3
%

3.0
%

1.8%

10.3% 60.6% 26.0%
1.2%

R4

小５

3.3%

19.3％ 60.6% 16.3%

0.5%

R6

22.6%

～27 28 29 30 31～

12.1
%

1.9%

10.3% 60.4% 26.2%
1.2%

R4

小６

3.2%

19.1% 60.8% 16.4%
0.5%

R6

22.3
%～27 28 29 30 31～

12.2
%

0.7% 2.2%

74.9% 20.1%

2.1%

R4

中２

1.3%

5.0%

76.1% 16.2%

1.3%

R6

～27 28 29 30 31～

2.9%

6.3
%

0.7% 2.3%

74.5% 20.4%
2.1%

R4

中３

1.3%

4.9%

76.1% 16.3%

1.4%

R6

～27 28 29 30 31～

6.2%

3.0
%
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２．（２）令和６年度の授業時数等【R６計画】

④週当たりの授業時数の状況 ー取組事例ー

○東京都八王子市教育委員会

市として、総授業時数は標準授業時数に18単位時間を加えた時数を

上限とし、週当たりの授業時数は28単位時間を上限とする指針を示し、

所管の学校に指導・助言。

各学校がこれを踏まえて教育課程編成を工夫し、全ての小・中学校で週

当たり授業時数を27単位時間又は28単位時間とする教育課程編成を

実現。

○埼玉県深谷市教育委員会

週当たり授業時数が28単位時間となるよう、各学校の校長をはじめとした

様々な教職員から意見を聴取した上で、市教育委員会で具体的な週時程

や時間割、時数計算等の例を示しながら、所管の学校に指導・助言。

各学校がこれを踏まえて教育課程

を編成し、域内の全ての小・中学校

等で週当たり授業時数を28単位

時間以下とする教育課程を実現。

○東京都渋谷区立笹塚小学校

●渋谷区として総授業時数の計画が標準授業時数とな

るように域内の学校に指導・助言。

●週当たりの授業時数を28単位時間に設定し、水曜日

を４コマ、それ以外の曜日を６コマに設定。

●授業間の時間を５分にすることや、普段の清掃は係活

動の一環として日常で行い、一斉の清掃活動は水曜

日にのみ行うといった工夫により、６コマの日でも児童

の最終下校時刻を15:00に設定。

●さらに水曜日を４コマにすることで、水曜日の児童の最

終下校時刻を13：00に設定し、午後を教員の研修

やスキルアップの時間として活用。

渋谷区立笹塚小学校の時間割

深谷市教育委員会が示す週時程等の例
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令和６年度

令和４年度（前回調査）

【小学校５年】

令和６年度

令和４年度（前回調査）

【中学校２年】

1.3%

29.1% 54.7% 14.0%

0.8% 1.8%

23.9% 56.0% 17.0%

1.3%

平均値
202.4

平均値
203.0

2.2%

32.9% 53.9% 10.3%

0.7%

平均値
201.8 平均値

201.9

3.9%

28.1% 53.4% 13.2%

1.4%

※ 総授業日数とは、児童が教育課程内の教育活動に参加するすべての日数（指導要録の出欠の記録欄に記載する授業日数と同様）を指す。

■～195 ■196～200 ■201～205 ■ 206～210 ■ 211～ 

69.5％

64.9％

＋4.6ポイント

68.0％

74.3％＋6.3ポイント

■～195 ■196～200 ■201～205 ■ 206～210 ■ 211～ 

◯ 令和６年度（計画）の総授業日数（※）について、201日以上に設定する学校の割合が、
・小学校５年で69.5％であり、令和４年度と比べて4.6ポイント増
・中学校２年で74.3％であり、令和４年度と比べて6.3ポイント増

２．（２）令和６年度の授業時数等【R６計画】

⑤年間の総授業日数の状況（小学校５年、中学校２年）

○総授業時数と総授業日数 ○週当たり授業時数と総授業日数

総授業時数
総授業日数の

平均値

～1015 202.9日

1016～1050 202.0日

1051～1085 202.2日

1086～1120 202.6日

1121～1155 203.5日

1156～ 203.6日

週当たり
授業時数

総授業日数の
平均値

～27 205.4日

28 203.1日

29 202.2日

30 201.7日

31～ 204.0日

○総授業時数と総授業日数

総授業時数
総授業日数の

平均値

～1015 202.8日

1016～1050 203.2日

1051～1085 202.8日

1086～1120 202.9日

1121～1155 203.4日

1156～ 204.0日

週当たり
授業時数

総授業日数の
平均値

～27 203.9日

28 204.7日

29 202.9日

30 202.8日

31～ 201.4日

○週当たり授業時数と総授業日数
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令和６年度 令和４年度（前回調査）【小学校５年】

11.3% 88.7%

実施している 実施していない

14.7% 85.3%

実施している 実施していない

実施している
学校の割合

年間
授業時数

年間
授業日数

◯ 小学校５年における土曜授業（※）を実施する学校の割合はやや増加しているが、
・年間の授業時数は、21コマ以上行う学校の割合が9.9ポイント減
・年間の授業日数は、11日以上行う学校の割合が5.1ポイント減

22.9% 27.5% 15.2% 10.9%7.1% 15.5%

0.8%
～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～

23.4
%

27.4% 23.0% 8.1%8.1%8.1% 20.0%

5.2%
～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～

33.3
%

53.4% 45.7%

0.4% 0.5%
～3日 4～10日 11～17日 18日～

0.9% 6.0%

54.1% 40.0%

3.0% 3.0%

～３日 ４～10日 11～17日 18日～

▲9.9ポイント

▲5.1ポイント

※ 土曜授業は、児童生徒の代休日を設けずに、土曜日・日曜日・祝日を活用して教育課程内の学校教育活動を行うものを指す。

○総授業日数と、土曜授業の年間日数の関係

全体の総授業日数の平均値：202.4日

２．（２）令和６年度の授業時数等【R６計画】

⑥土曜授業の実施状況（小学校５年）

土曜授業の年間日数 総授業日数の平均値

実施していない 202.0日

～３日 203.7日

４～10日 206.0日

11～17日 203.5日

18日～ 205.8日
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令和６年度 令和４年度（前回調査）【中学校２年】

11.9% 88.1%

実施している 実施していない

15.6% 84.4%

実施している 実施していない

実施している
学校の割合

年間
授業時数

年間
授業日数

22.5% 28.1% 15.5% 9.9% 7.3% 14.9%

1.8%

～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～

24.0
%

32.4% 28.2% 11.3%

2.8% 6.3%

13.4%

5.6%

～5 6～10 11～15 16～20 21～25 26～30 31～

25.3
%

1.4%

53.0% 45.6%

0.8% 0.6%
～3日 4～10日 11～17日 18日～

4.2%

57.7% 38.0%

3.5%0.7%

～３日 ４～10日 11～17日 18日～

◯ 中学校２年における土曜授業（※）を実施する学校の割合はやや増加しているが、
・年間の授業時数は、21コマ以上行う学校の割合が1.3ポイント減
・年間の授業日数は、11日以上行う学校の割合が2.8ポイント減

※ 土曜授業は、児童生徒の代休日を設けずに、土曜日・日曜日・祝日を活用して教育課程内の学校教育活動を行うものを指す。

▲1.3ポイント

▲2.8ポイント

○総授業日数と、土曜授業の年間日数の関係

全体の総授業日数の平均値：203.0日

２．（２）令和６年度の授業時数等【R６計画】

⑥土曜授業の実施状況（中学校２年）

土曜授業の年間日数 総授業日数の平均値

実施していない 202.3日

～３日 204.5日

４～10日 208.8日

11～17日 212.3日

18日～ 213.6日
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【小学校５年】 【中学校２年】

◯ 標準的な授業時間の区切りを、学校教育法施行規則に定める単位時間（小学校等：45分、中学校等

：50分）以外の時間に設定している学校は、小学校５年について209校、中学校２年について
129校あり、授業の１単位時間を工夫する等の柔軟な教育課程の編成を推進していく必要。

＜令和６年度＞

＜令和４年度＞

＜令和６年度＞

＜令和４年度＞

■～44 ■45 ■46～ ■～49 ■50 ■51～ 

0.2%

99.2%

0.7% 0.8%

99.1%

0.1%

２．（２）令和６年度の授業時数等【R６計画】

⑦標準的な授業時間の区切りの状況（小学校５年、中学校２年）

○横浜市立つづきの丘小学校

横浜市では、「質の高い学び」と「持続可能な学校」の同時実現
を目指したモデル校事業を実施し、日課等の工夫に取り組んで
いる。当該校はモデル校として、授業の１単位時間を通常40分
に設定し、午前中に５コマの授業を実施。午後は週３回60分
授業を設定することで、活動を伴うものなど、40分では時間が足
りない学習活動を60分で実施。授業内容に合わせた１単位時
間の設定を行い、効果的な教育活動につなげている。

209校 129校

○愛知県東浦町立緒川小学校

単元内自由進度学習に取り組むと同時に、２単位時間分をつ
なげて１ブロック95分として時間を設定し、午前中を２ブロック、
午後を１ブロックに分け、ブロック内での時間の使い方も含めて、
児童がそれぞれのペースで学習を進められるように時間割を工
夫している。

1.1%

98.6%

0.3%0.6%

98.9%

0.5%
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１回 ２回 ３回 ４回以上

３学期制 1.5% 16.5% 57.8% 0.1%

２学期制 0.7% 23.1% 0.3% 0.1%

その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１回 ２回 ３回 ４回以上

３学期制 1.4% 21.0% 44.7% 0.1%

２学期制 1.1% 31.4% 0.2% 0.0%

その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2.2%

39.6% 58.0%
0.2%

１回 ２回 ３回 ４回以上
0.8%

26.6% 69.5%

3.2%
１回 ２回 ３回 ４回以上

【中学校等】【小学校等】

学期の区分

評定の
作成回数
（※）

学期の区分と
評定作成回数の

関係

※ 観点別評価のみを作成している場合も回数に含めている。

24.1% 75.9%
0.0%

２学期制 ３学期制 その他

21.4% 78.4%
0.1%

２学期制 ３学期制 その他

◯ 評定は、学期の区分ごとに作成する学校が多いが、３学期制の学校でも年間２回や、年間１
回の学校もある。

２．（３）学期の区分及び評価の状況

○天童市立天童中部小学校

児童の学習の状況を把握してその改善を支援するための見取り
を日常的に行っていくことを重要視し、次の学習活動につなげや
すいよう、夏季休業前に評定を作成するのではなく、授業が始ま
っている9月の途中と、年度末の3月に評定を作成している。

○静岡市立中島小学校

今年度から、児童の学習成果を１年間で見取るため、評定を
年度末１回の作成とした。前期終了時の三者面談では、児童
が自分で作成した、自分の前期の学習状況をまとめたものを
使って、学習の成果を保護者に伝える取組を実施している。
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※１ 別の学級・学年の教員が実施するもの（いわゆる授業交換）や、中学校・高等学校の教員が兼務して実施するもの等の多様な形態を含む。
※２ H30調査において「教科等の担任」について定義し直したため、平成27年度までの調査結果と単純な比較はできない。
※３ H30年度の学習指導要領改訂に伴い、「外国語活動」から「外国語」に移行しているため、平成30年度までの調査結果と単純な比較はできない。

◯ 小学校高学年の教科担任制（※１）については、加配定数措置が行われていること等も踏まえ、
多くの教科において、令和４年度以降、実施する学校の割合が大幅に増加している。

国語（書写
を除く。）

書写 社会 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 体育 外国語
外国語活

動

小学校１年 2.6% 13.6% 4.8% 2.4% 20.7% 10.4% 11.4%

小学校２年 3.9% 22.8% 6.8% 3.9% 31.5% 17.8% 13.4%

小学校３年 4.5% 36.1% 15.3% 12.4% 41.8% 51.6% 27.3% 15.3% 41.0%

小学校４年 5.2% 37.4% 18.6% 14.6% 56.0% 58.0% 30.8% 17.1% 46.0%

小学校５年 9.4% 34.8% 28.5% 21.6% 68.3% 63.2% 31.2% 45.1% 24.0% 58.9%

小学校６年 10.1% 35.4% 29.6% 21.9% 70.8% 64.5% 32.5% 47.0% 24.7% 60.0%

２．（４）教科担任制の実施状況

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

H16 H17 H18 H19 H21 H23 H25 H27 H30 R4 R6

小学校５年

国語

理科
音楽
外国語

家庭

図工
社会

体育

算数

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

H16 H17 H18 H19 H21 H23 H25 H27 H30 R4 R6

小学校６年

理科

音楽

外国語

家庭

図工
社会

国語

体育
算数

※２ ※２

※３ ※３
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◯ 年間の総授業時数が、標準授業時数を大幅に上回る教育課程（年間1,086単位時間以上）を編成し
ている学校に、見直しを前提とした点検の実施を促してきており、標準授業時数を大幅に上回る教育課程
を編成・実施する学校は大きく減少している。

（令和６年度計画：小学校５年 ▲19.4ポイント、中学校２年 ▲20.9ポイント）

◯ 一部、標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成しているにもかかわらず、点検を行っていない学校
や、点検を行った結果、指導体制に見合った計画になっていないにもかかわらず、教育課程及び指導体制
の見直しを行う予定がない学校があることが明らかになった。
（点検を行っていない学校：小学校等 34校、中学校等 49校）
（指導体制に見合っていないが、見直しを行う予定がない学校：小学校等 11校、中学校等 11校）

◯ また、標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成しているが、標準授業時数を上回る時数の具体の
使い方を想定していない学校が一定数あることも明らかになった。
（授業時数が1,086単位時間以上の学校のうち、具体の使い方を想定していない学校：

小学校等 24.8％（805校）、中学校等 27.5％（383校））

◯ 標準授業時数が1,015単位時間の学年であっても、週当たりの授業時数が28コマ以下になるよう教育
課程を編成する学校が増加している。
（令和６年度計画：小学校５年 ＋10.5ポイント、 中学校２年 ＋3.4ポイント）

◯教科担任制を実施する学校の割合は、多くの教科について、令和４年度以降大幅に増加している。
（小学校５年 算数：H30 7.3％ → R4 15.6％ → R6 21.6％

理科：H30 45.1％ → R4 62.1％ → R6 68.3％
外国語：H30 18.3% → R4 47.8％ → R6 58.9％（※） 等）

３．まとめ

※ H30年度の学習指導要領改訂に伴い、「外国語活動」から「外国語」に移行しているため、平成30年度までの調査結果と単純な比較はできない。
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４．その他のデータ
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４．（１）令和６年度の総授業時数の状況【R6計画】（小学校１年～小学校４年）

令和６年度 令和４年度（前回調査）

小１ 12.5% 12.1% 19.4% 28.5% 17.7% 9.8%

～850 851～885 886～920 921～955 956～990 991～

小２ 12.9% 15.0% 29.0% 23.6% 14.2%5.2%

～910 911～945 946～980 981～1015 1016～1050 1051～

小３
14.4% 17.4% 30.4% 21.2% 11.3%

5.3%

～980 981～1015 1016～1050

小４ 15.0% 17.8% 29.4% 19.7% 9.4% 8.7%

～1015 1016～1050 1051～1085

12.1% 17.4% 31.1% 25.8% 9.8%

3.7%

～850 851～885 886～920 921～955 956～990 991～

平均値 標準（※）

911.7 850

12.5% 23.7% 39.2% 17.8% 5.3%

1.6%

～910 911～945 946～980

平均値 標準

959.9 910

13.9% 29.4% 38.9% 12.0%

3.9% 1.9%

～980 981～1015 1016～1050

1051～1085 1086～1120 1121～

平均値 標準

1024.9 980

14.1% 33.0% 37.1% 9.2%

3.8% 2.7%

～1015 1016～1050 1051～1085

1086～1120 1121～1155 1156～

平均値 標準

1058.4 1015

平均値 標準

925.7 850

平均値 標準

975.0 910

平均値 標準

1040.5 980

平均値 標準

1077.1 1015

※ 学校教育法施行規則別表第１に定める標準授業時数 17719



中３

中１

令和６年度 令和４年度（前回調査）

26.4% 42.5% 16.5% 7.8%

3.… 3.3%

～1015 1016～1050 1051～1085

小６ 15.6% 28.5% 25.0% 14.1% 9.0%7.7%

～1015 1016～1050 1051～1085

14.5% 44.7% 25.7% 8.5%

4.2% 2.4%
～1015 1016～1050 1051～1085

1086～1120 1121～1155 1156～

平均値 標準（※）

1053.2 1015

19.7% 24.8% 40.6% 9.4%

3.0% 2.4%

～1015 1016～1050 1051～1085

1086～1120 1121～1155 1156～

平均値 標準

1058.1 1015

26.2% 54.2% 13.1%

3.9% 1.3% 1.2%

～1015 1016～1050 1051～1085

平均値 標準

1037.5 1015

平均値 標準

1069.6 1015

平均値 標準

1072.5 1015

平均値 標準

1045.1 1015

４．（１）令和６年度の総授業時数の状況【R6計画】（小学校６年、中学校１年・３年）

19.5% 17.2% 28.2% 21.1% 7.2%6.9%

～1015 1016～1050 1051～1085

※ 学校教育法施行規則別表第２に定める標準授業時数 17820



４．（２）学級活動以外の特別活動の授業時数の状況【R6計画】（小学校5年）

令和４年度（前回調査）【小学校５年】

46.1% 29.8% 17.5% 5.3%

0.9% 0.3%

～60 61～75 76～90 91～105 106～120 121～

11.1% 64.6% 20.2%

3.5% 0.6%
～5 6～10 11～15 16～20 21～

51.4% 20.7% 16.8%

7.4% 3.4%

～40 41～49 50～59 60～69 70～

41.8% 26.8% 21.3%

8.3% 1.6%
0.2%

～60 61～75 76～90

12.2% 21.1% 37.7% 17.1% 11.8%

～5 6～10 11～15 16～20 21～

14.6% 18.1% 33.6% 19.6% 14.1%

～5 6～10 11～15 16～20 21～

13.1% 61.5% 20.2% 4.6%

0.7%

～5 6～10 11～15 16～20 21～

47.0% 21.1% 15.4% 11.1%

5.4%

～40 41～49 50～59 60～69 70～

特別活動
全体
（※）

クラブ活動

児童会活動

学校行事

平均値

62.8

平均値

13.0

平均値

9.2

平均値

40.5

令和６年度
平均値

64.4

平均値

13.2

平均値

9.1

平均値

42.1

※ 学級活動を除く特別活動全体の数値であり、児童会活動、クラブ活動、学校行事の合計。
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72.4% 16.0% 7.7%

2.8% 0.7%
0.4%

～60 61～75 76～90 91～105 106～120 121～

31.0% 33.1% 17.5% 9.5% 9.0%

～5 6～10 11～15 16～20 21～

59.0% 13.9% 12.2% 7.6%

7.4%

～40 41～49 50～59 60～69 70～

特別活動
全体
（※）

生徒会活動

学校行事

72.5% 15.3% 7.2%

2.9% 1.5% 0.7%

～60 61～75 76～90 91～105 106～120 121～

32.0% 29.4% 17.9% 10.3%10.3%

～5 6～10 11～15 16～20 21～

62.7% 11.8%10.2%7.5%7.8%

～40 41～49 50～59 60～69 70～

平均値

48.1

平均値

10.4

平均値

37.7

【中学校２年】令和６年度 令和４年度（前回調査）

平均値

45.6

平均値

10.3

平均値

35.5

４．（２）学級活動以外の特別活動の授業時数の状況【R6計画】（中学校２年）

※ 学級活動を除く特別活動全体の数値であり、生徒会活動、学校行事の合計。
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４．（３）夏季休業の日数の状況【R6計画】 （小学校５年、中学校２年）

令和６年度

令和４年度（前回調査）

【小学校５年】

令和６年度

令和４年度（前回調査）

【中学校２年】

3.5%

7.2% 30.5% 29.3% 29.5%

25以下 26～30 31～35 36～40 41～45 46以上

4.4%

6.5% 33.6% 32.2% 23.3%

25以下 26～30 31～35 36～40 41～45 46以上

2.4%

7.3% 24.8% 44.3% 21.1%

0.1%

～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～

2.5%

8.0% 26.0% 42.0% 21.5% 0.1%

～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～

平均値

36.9

平均値

36.7

平均値

36.7

平均値

36.1

※ 期間中の土曜日、日曜日・祝日も夏季休業に含む。ただし、学校管理規則で定めている夏季休業の開始日又は終了日が土曜日、日曜日・祝日と隣接して、たまたま夏季休業の開始日が早まったり終了日が遅くなったり
した場合は、開始日又は終了日には土曜日等を含めず、学校管理規則で定めている通りに回答している。
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査について(結果のポイント）

【目的】
小学校学習指導要領の次期改訂に資するため、今次改訂の改善事項を中心に、各教科等の目標や内容に照らした児童の学習の実現状況について調
査研究を行い、検討の基礎となる客観的データ等を得るとともに、教育課程の基準に係る課題の有無及びその内容等を検証・総括する。

【時期、対象学年及び教科等】
〇調査時期：令和５年２月６日（月）から令和５年３月３日（金）
〇調査対象：公立小学校 1,170校（義務教育学校前期課程含む） ※全学校の約７％、無作為抽出

実施児童数（延べ） 120,378人
〇内容 ：各教科で、①今次改訂の基本方針に関する事項、②各教科等の主な改善事項（今回の改訂で新設された事項、学年及び学校種を超え

て移行した事項）、③従来より課題とされている事項の視点に基づくペーパーテスト調査を実施するとともに、一部教科で実技調査
を実施。あわせて、児童、教師、学校長を対象としたアンケート調査を実施。
（教師、学校長については、オンライン形式にて実施。）

・ペーパーテスト調査：第３～６学年 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育（運動領域、保健領域）、外国語（英語）
・アンケート調査（学校）（児童、教師）：第２～６学年 生活、特別の教科 道徳、総合的な学習の時間、特別活動、外国語活動
・実技調査：第６学年 図画工作、家庭、体育（運動領域）、外国語（英語）

調査の概要

教育課程全体に係るアンケート調査（P233～241）
◯主体的・対話的で深い学びや、資質能力の３つの柱、見方・考え方などの学習指導要領が提唱する基本的な考え方については、現場
の教育課程や学習指導の改善等に良い効果を与えたとの回答が多く見られる。

◯学習指導要領の趣旨実現を妨げる要素としては、多忙化や人員確保、研修時間の確保などの回答が多い。
◯標準授業時数について、教育課程編成に係る学校の裁量を広げることについては、多くの学校が賛成。年間授業時数を確保した上で、
教科間の授業時数の調整を可能とするような取組を行ってみたいとする学校が多い。

生活、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動のアンケート調査の結果から（Ｐ228～232）
〇アンケート調査では、学習状況や学校生活等について概ね肯定的な回答が多く見られるが、同様の趣旨の項目において、教師の認
識と児童の受け止めに差があるなど、課題が一部で見られる。

各教科のペーパーテスト調査の結果から（P184～227）
○「知識・技能」について、事実的な「知識」は一定程度の定着が見られるものもある一方、「知識」の概念としての習得や、習得し
た「知識」を日常生活に当てはめたり、現実の事象と関連づけて理解することには一部に課題があると考えられる。

○「思考力・判断力・表現力等の育成」の観点から、例えば児童が具体的な問いを見いだす点等については、定着が見られるものもあ
ると考えられる一方、目的に応じた課題解決、自分の考えや根拠を明確に説明するといった点については、課題があると考えられる。

（主なポイント）
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ペーパーテスト調査等の概要

【令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査について（ペーパーテスト調査等）

● 調査実施校：小学校 1,170 校 実施児童数 120,378人（延べ数）

※１教科１問当たり、3,000人程度の調査結果を得ることができるよう、調査対象を無作為抽出した。

● データを見るにあたって
〇「１．主な改訂のポイント」「２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題」「３．２の成果と

課題を踏まえた改善の方向性」「４．調査問題例」の４構成と「４」に対応する問題を別紙（問題例）で添付。

〇「２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題」中の赤字部分は「相当数の児童ができている」

もの、青字部分は「課題があると考えられる」もので、下線が付されているものは、「４．調査問題例」及び別紙

において問題例（質問項目例）が示されている。

※実技調査については、対象教科（図画工作、家庭、体育（運動領域）、外国語（英語）のペーパーテスト調査を実

施する抽出校の中から調査を実施する学校を抽出。（１教科当たり350人程度：10校程度）
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（国語）

〇国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成することを目標に改善・充実。
・学習の基盤となる言語能力等を支える語彙、急速に情報化が進展する社会における情報
の扱い方等に関する〔知識及び技能〕の指導事項を改善・充実。

・ただ活動するだけではなく、活動を通じてどのような資質・能力を育成するのかを示す
ため、〔思考力、判断力、表現力等〕の各領域において学習過程を一層明確化し、特に
自分の考えを形成する学習過程を重視。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○語彙については、様子や行動等を表す語句について相当数の児童ができている設問がある
一方で、思考に関わる語句について課題があると考えられる設問がある。

○情報の扱い方については、必要な語句などの書き留め方について相当数の児童ができてい
る一方で、情報と情報との関係付けの仕方、図などによる語句と語句との関係の表し方に
ついて課題があると考えられる。

○「考えの形成」については、「書くこと」の領域において、自分の考えが伝わるように書
き表し方を工夫することに課題があると考えられる。また、「読むこと」の領域において、
文学的な文章を読む際に自分の考えをもつことについては相当数の児童ができている設問
もある一方で、説明的な文章を読む際に自分の考えをもつことについては課題があると考
えられる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・適切な言語活動を通して、生きて働く「知識及び技能」と未知の状況にも対応できる
「思考力、判断力、表現力等」を相互に関連させながら資質・能力を育成する指導の充
実を図る。

・「考えの形成」については、文章を読んで理解したことに基づいて自分の知識や経験等
と結び付けて考えをまとめる指導や、自分の考えを明確にして書き表し方を工夫する指
導等の充実を図る。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト 小学校/国語）

「文学的な文章を読む際に自分の考えをもつこと」の問題例
 （別紙２参照）

○物語を読み、その魅力をまとめるという言語活動の中で、文章を読
んで理解したことに基づいて、物語全体の魅力について自分の考え
をもつことができるかを問う問題を出題。 【通過率 80.5％】

「説明的な文章を読む際に自分の考えをもつこと」の問題
例
（別紙３参照）

○生き物について書かれた説明的な文章を読み、考えるという言語活
動の中で、文章を読んで理解したことに基づいて、疑問に思ったこ
とやもっと知りたいことについての自分の考えをもつことができる
かを問う問題を出題。 【通過率 40.4％】

「情報と情報との関係付けの仕方、図などによる語句と語
句との関係の表し方」の問題例 （別紙１参照）

〇環境によい暮らし方について調べ、家の人たちを招いてスピーチで
提案する言語活動の中で、自分の考えが伝わるように資料活用の仕
方を工夫するため、情報を整理し図で表すことができるかを問う問
題を出題。 【通過率 59.0％】
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・

「情報と情報との関係付けの仕方、図などによる語句と語句との関係の表し方」の問題例

【正答】

２

【通過率 59.0％】

国語 第６学年・考えが伝わるように資料活用の仕方を工夫するため、情報を整理し図で表すことがで
きるかを問う問題
この問題を解く上では、情報と情報との関係を判断し、図で表す資質・能力が必要となる。
ここでは、【発表メモ】「調べたこと１」に示された「環境にやさしい」という情報と、「温室効果ガス」
「水の使用」「森林伐採」という情報との関係を判断し、適切に図示している資料を選択することが必要。

別紙１（問題例）
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「文学的な文章を読む際に自分の考えをもつこと」の問題例

【通過率 80.5％】
〈
正
答
例
〉

・
物
語
が
進
む
に
つ
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て
、
主
人
公
の
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に
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と
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と
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し
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。
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の
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な
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。
（
１
２
７
字

）

本
文
省
略

国語 第６学年・文章を読んで理解したことに基づいて、
自分の考えをもつことができるかを問う問題
この問題を解く上では、以下のような資質・能力が必要となる。
①文章の内容や構造を捉え、精査・解釈しながら理解したことに
ついて、表現すること。

②文章を読んで理解したことに基づいて自分の考えを形成し、表
現すること。

ここでは、物語全体の魅力をまとめることが必要。

別紙２（問題例）
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「説明的な文章を読む際に自分の考えをもつこと」の問題例

【通過率 40.4％】

本
文
省
略

国語 第４学年・文章を読んで理解したことに基づいて、
自分の考えをもつことができるかを問う問題
この問題を解く上では、以下のような資質・能力が必要となる。
①文章の内容や構造を捉え、精査・解釈しながら理解したことに
ついて、表現すること。

②文章を読んで理解したことに基づいて自分の考えを形成し、表
現すること。

ここでは、疑問点や更に知りたい点などを見いだすことが必要。

〈
正
答
例
〉

・
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ウ
ミ
ヘ
ビ
は
す
が
た
が
ち
が
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に
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や
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そ
っ
く
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に
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る
の
か
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
し

た
。
（
７
４
字
）

別紙３（問題例）
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（社会）

○公民としての資質・能力の基礎の育成に向けて、 社会的事象の見方・考え方を働か
せ、問題解決の見通しをもつ活動や社会的事象の特色や意味を考え説明する活動、
社会への関わり方を選択・判断し、よりよい社会を考えようとする活動などの問題
解決的な学習活動の充実を図る。

○中学校社会科への接続・発展を視野に入れて、内容の枠組みと対象を「地理的環境
と人々の生活」「現代社会の仕組みや働きと人々の生活」「歴史と人々の生活」と
整理し、社会科の特質を踏まえ、内容の改善を図る。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○資料から問いを見いだすことは相当数の児童ができているが、問題解決の見通しをもと
うとすることに課題があると考えられる。

○資料から情報を読み取ることは相当数の児童ができているが、社会的事象の特色や意味
を考え説明することや、読み取ったことを基に図や文などにまとめることに課題がある
と考えられる。

○社会に見られる課題を捉え、社会への関わり方を考えようとすることに課題があると考
えられる。

○内容により基礎的な知識及び技能の定着に課題があると考えられるものや具体的な事実
に基づいて社会的事象の特色や意味を理解することに課題があると考えられる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかになった成果と課題

○指導上の改善点
・学習の問題について追究・解決の見通しをもつ活動、複数の情報を関連付けて社
会的事象の特色や意味を考え説明する活動、学習で身に付けた知識を使って自分
で考えた図や文などでまとめる活動を重視する。

・社会に見られる課題を踏まえ学習したことを基に、自分たちにできることなどを
考えたり、社会への関わり方を選択・判断したりする活動を重視する。

・内容に関しては、例えば、地理的環境の学習において基礎的な知識や技能が定着
する指導や、例えば、政治の学習において具体的な事実や意義などを政治の働き
と結び付けて考えるようにする指導の充実を図る。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト 小学校/社会）

「読み取ったことを基に図や文などにまとめること」の問題例
（別紙１参照）

○今回の学習指導要領の改訂に当たり「問題解決的な学習活
動の充実を図ること」を重視して、「知識・技能」の観点
から作成した。

○「知識及び技能の育成」に関連し、「学習したことを図や
文などにまとめること」を問う問題として、

資料を関連付けて、国際交流に取り組む地域の特色を説明
する問題を出題。【通過率 25.9％】

○今回の学習指導要領の改訂に当たり「問題解決的な学習活動の充
実を図ること」を重視して、「思考・判断・表現」の観点から作
成した。

○「思考力、判断力、表現力等の育成」に関連し、「問いを見いだ
すこと」を問う問題として、

作物の種類と生産量に着目して、問いを見いだしていることを問
う問題を出題。【通過率 85.4％】

「資料から問いを見いだすこと」の問題例（別紙１参照）

189



【

 【通過率 85.4％】

「読み取ったことを基に図や文などにまとめること」の問題例

社会科 第４学年(５)「国際交流に取り組んでいる地域」 B冊子６(２)
資料から読み取ったことを基に、国際交流に取り組む地域の特色を文に

まとめることを問う問題
○資料から読み取ったことを基に、国際交流に取り組む地域の特色を2つの
言葉を使って文でまとめる問題
このような問題から、学習で身に付けた知識を使って自分で考えた図や文
などでまとめる力（知識及び技能）の育成の状況について測る。

「資料から問いを見いだすこと」の問題例

社会科 第３学年(２)「地域に見られる生産の仕事」 B冊子３(１)
作物の種類と生産量に着目して、問いを見いだしていることを問う問題

○資料（表）から作物の種類と生産量に着目して、見いだした問いについ
て
選択肢から適切なものを選ぶ問題
・資料である表と子供の言葉を関連付けて作物の種類や数量を読み取り、
追究する視点に着目した問いを見いだす。

このような問題から、社会的事象に着目して、問いを見いだす力（思考力、
判断力、表現力等）の育成の状況について測る。

3

別紙１（問題例）

(正解例）国際交流を特色としたまちづくり
をめざしている

 【通過率 25.9％】
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（算数）

○今回の学習指導要領では、割合に関する内容を充実させた。
○割合に関する内容のうち、第４学年の「簡単な場合についての割
合」については、
①割合を求める問題（知識及び技能）を出題。【通過率 76.1％】
②割合を用いて、量の大小を判断した理由を説明する問題（思考力、
判断力、表現力等）を出題。【通過率 40.7％】

「割合」に関する問題例（別紙２参照）

○数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資
質・能力を育成することとした。

○３つの柱に沿って資質・能力を示した。特に「思考力、判断力、表現力等」
については、内容項目ごとに書き加えた。

○第４学年以降に「変化と関係」領域を新設し、伴って変わる二つの数量の関
係に関する内容を移行し、割合に関する内容を充実させた。また「データの
活用」領域を新設し、統計に関する内容を充実させた。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○今回の学習指導要領では、統計に関する内容を充実させた。
○統計に関する内容のうち、第６学年の代表値の問題については、
①最頻値の意味を理解して、それを求める問題（知識及び技能）を
出題。 【通過率 82.3％】
②データの特徴や傾向に着目し、代表値などを用いて問題の結論に
ついて適切に判断できるかを問う問題（思考力、判断力、表現力
等）を出題。【通過率 49.9％】

「 統計 」に関する問題例（別紙３参照）

○ 「変化と関係」領域について、伴って変わる二つの数量の関係に着目し、式
に表すことは相当数の児童ができているが、伴って変わる二つの数量の関係
に着目し、統合的・発展的に考察することについては、一定程度の児童がで
きているにとどまっている。

○「変化と関係」領域について、単に割合を求めることは一定程度の児童がで
きているが、割合を用いて比べ方を説明することについては課題があると考
えられる。

○「データの活用」領域について、単に代表値を求めることは相当数の児童が
できているが、代表値などを用いて問題の結論について判断することについ
ては課題があると考えられる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・ＩＣＴなどを活用して、児童が働かせた数学的な見方・考え方を共有し、
既習内容との共通点を考え、統合的・発展的に考察する学習を重視するこ
とが必要。

    ・知識及び技能を活用して、理由を説明したり、問題の結論について判断し
たりする学習活動を重視することが必要。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト 小学校/算数）

○今回の学習指導要領では、３つの柱に沿って資質・能力を示した。
特に「思考力、判断力、表現力等」については、内容項目ごとに
書き加えた。

〇「思考力、判断力、表現力等」の内容のうち、第５学年の「伴っ
て変わる二つの数量の関係」については、
①伴って変わる二つの数量の関係に着目し、式に表す問題（思考
力、判断力、表現力等）を出題。【通過率 91.4％】
②伴って変わる二つの数量の関係に着目し、統合的・発展的に考
察する問題（思考力、判断力、表現力等）を出題。
【通過率 64.8%】【通過率 60.8%】

「伴って変わる二つの数量の関係」に関する問題例（別紙１
参照）
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「伴って変わる二つの数量の関係」に関する問題例

【
別紙１（問題例）

【通過率 60.8％】

算数 第５学年 伴って変わる二つの数量の関係に関して、数学的な見方・考え方を働かせ、統合的・発展的に考察することに関する問題
○マッチ棒でつくった正方形や長方形を横に並べていったときの、正方形や長方形の数に対するマッチ棒の数を式に表す問題（思考力、判断力、表現力等）
このような問題から、数学的な見方・考え方を働かせ、統合的・発展的に考察する能力の育成の状況について測る。
・伴って変わる二つの数量の関係に着目して、場面を基に考察して式に表すことが必要。変化している数量について統合的・発展的に捉え考察し、○や△などを用いて式に表す
ことが必要。似た場面について、変わっていることに着目して、統合的・発展的に考察し式に表すことが必要。

１＋３×５

１＋３×○

１＋５×○
【通過率 91.4％】

【通過率 64.8％】
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「割合」に関する問題例

別紙２（問題例）

【通過率 76.1％】

【通過率 40.7％】

以下の番号を選んでいる反応率
番号１ 61.6％
番号２ 22.9％
番号３   5.1％

１

３

２

Ａは３倍伸びるから360㎝になり、
Ｂは２倍伸びるから240㎝になるので
Ａの方が長い。

算数 第４学年 簡単な場合について割合に関する問題
①ゴムひもの伸びる前と後の長さの関係を捉え、ゴムの伸びる割合を求める問題（知識及び技能）
②２種類のゴムひもの伸びる前と後の長さの関係を捉え、伸びる前の長さに応じた伸びた後の長さの大小を判断した理由を説明する問題（思考力、判断力、表現力等）
このような問題から、割合についての資質・能力（知識及び技能、思考力、判断力、表現力等）の育成の状況について測る。
・二つの数量の関係を捉え、一方の量がもう一方の量の何倍なのかを求めることが必要。二つの数量の関係を捉え求めた割合をもとに、量の大小を判断した理由を説明することが必要。
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「統計」に関する問題例

【通過率 49.9％】

別紙３（問題例）

【通過率 82.3％】

49.9%
19.1%
6.9%

24.1%

12

１

算数 第６学年 代表値に関する問題
①最頻値の意味を理解し、それを求める問題（知識及び技能）
②データの特徴や傾向に着目し、代表値などを用いて問題の結論について適切に判断できるかを問う問題（思考力、判断力、表現力等）
このような問題から、統計についての資質・能力（知識及び技能、思考力、判断力、表現力等）の育成の状況について測る。
・最頻値の意味や求め方を理解していることが必要。さらに、中央値の意味や求め方を理解して、データの特徴や傾向に着目し、適切な代表値を用いて判断することが必要。
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「差異点や共通点が明らかな状況において、問題を見いだし、
その問題を選択すること」の問題例（別紙１参照）

〇今回の学習指導要領の改訂に当たり、「問題解決の活動を充実」させた。
〇「問題解決の力の育成」に関連し、動物の発生や成長について、差異点
や共通点が明らかな状況において、問題を見いだし、その問題を選択す
ることについて問う問題を出題。第５学年【通過率 87.9％】

「得られた結果から、より妥当な考えをつくりだし、その考え
を選択すること」の問題例（別紙２参照）

〇今回の学習指導要領の改訂に当たり、「問題解決の活動を充実」させた。
〇「問題解決の力の育成」に関連し、燃焼の仕組みについて、得られた結
果から、より妥当な考えをつくりだし、その考えを選択することについ
て問う問題を出題。第６学年【通過率 83.2％】

令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（理科）

「差異点や共通点が明らかな状況において、問題を見いだし、
その問題を表現すること」の問題例（別紙３参照）

〇今回の学習指導要領の改訂に当たり、「問題解決の活動を充実」させた。
〇「問題解決の力の育成」に関連し、電流の働きについて、差異点や共通
点が明らかな状況において、問題を見いだし、その問題を表現すること
について問う問題（各学年共通問題）を出題。
第３学年【通過率 30.0％】第４学年【通過率 44.2％】
第５学年【通過率 44.2％】第６学年【通過率 49.8％】

「習得した知識を日常生活との関わりの中で捉え直すこと」の
問題例（別紙４参照）

〇今回の学習指導要領の改訂に当たり、「日常生活や社会との関連を重
視」した。

〇「知識及び技能の習得」に関連し、電流の働きについて、習得した知識
を日常生活との関わりの中で捉え直すことについて問う問題を出題。
第４学年【通過率 41.3％】

〇理科で育成を目指す資質・能力を育む観点から、自然に親しみ、見通しを
もって観察、実験などを行い、その結果を基に考察し、結論を導きだすな
どの問題解決の活動を充実

〇理科を学ぶことの意義や有用性の実感及び理科への関心を高める観点から
日常生活や社会との関連を重視

１．平成29年学習指導要領の改訂のポイント

○指導上の改善点
・問題解決の過程を通じた学習活動を重視し、個々の児童が問題を科学的
に解決できるよう、指導の充実を図る。

・学習したことを自然の事物・現象や日常生活に当てはめ、理解を深めた
り、役立っていることを捉えたりする活動を重視し、理科を学ぶことの
意義や有用性を感じられるよう、指導の充実を図る。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト調査 小学校/理科）

〇差異点や共通点が明らかな状況において、問題を見いだし、その問題を選
択することや得られた結果から、より妥当な考えをつくりだし、その考え
を選択することについては、相当数の児童ができている設問がある。

〇差異点や共通点が明らかな状況において、問題を見いだし、その問題を表
現することについては、課題があると考えられるが、学年が上がるにつれ
て通過率が上がる傾向にある。また、複数の要因についてその影響を調べ
る状況において、条件を制御しながら解決の方法を発想し、その解決の方
法を選択すること、習得した知識を日常生活との関わりの中で捉え直すこ
とについては、課題があると考えられる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント
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「差異点や共通点が明らかな状況において、問題を見いだし、その問題を選択すること」の問題例

別紙１（問題例）

【通過率 87.9％】 ２

理科 第５学年 動物の発生や成長について、差異点や共通点が明らかな状況において、問題を見いだし、その問題を選択することについて問う問題
○メダカの卵や胎児の様子に着目して、それらを時間の経過で比較することで捉えた差異点や共通点を基に、問題を見いだすことを問う問題
この問題から、問題解決の力（思考力、判断力、表現力等）の育成の状況についてみる。
・問題を見いだすには、自然の事物・現象を比較し、差異点や共通点を明らかにし、それらを捉えることが必要。
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別紙２（問題例）

「得られた結果から、より妥当な考えをつくりだし、その考えを選択すること」の問題例

理科 第６学年 燃焼の仕組みについて、得られた結果から、より妥当な考えをつくりだし、その考えを選択することについて問う問題
○物が燃えるときの空気の変化に着目して、物が燃える前と物が燃えた後での空気の性質について、得られた結果から、より妥当な考えをつくりだすことを問う問題
この問題から、問題解決の力（思考力、判断力、表現力等）の育成の状況についてみる。
・より妥当な考えをつくりだすためには、自然の事物・現象を多面的に考え、複数の観察、実験などから得られた結果を基に考察することが必要。

３【通過率 83.2％】
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第３学年【通過率 30.0％】
第４学年【通過率 44.2％】
第５学年【通過率 44.2％】
第６学年【通過率 49.8％】

別紙３（問題例）

「差異点や共通点が明らかな状況において、問題を見いだし、その問題を表現すること」の問題例

理科 第３・４・５・６学年 電流の働きについて、差異点や共通点が明らかな状況において、問題を見いだし、その問題を表現することについて問う問題
○乾電池につないだ物の様子に着目して、つなぎ方と豆電球の明るさとを比較することで捉えられた差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現することを問う問題
（第３学年から第６学年まで共通で出題）
この問題から、問題解決の力（思考力、判断力、表現力等）の育成の状況についてみる。
・問題を見いだし、表現するには、自然の事物・現象を比較し、その差異点や共通点を明らかにし、それらを捉え、見いだした問題について意見交換や議論したり、ノートやICT端末に
記録したりすることが必要。

正答例
・豆電球の数によって、豆電球の明るさはどのように変わるのだろうか。
・豆電球をより明るくするには、どのようなつなぎ方にすればよいのだろうか。
・何度やっても正子さんのつなぎ方は、豆電球が明るくなるのだろうか。
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別紙４（問題例）

「習得した知識を日常生活との関わりの中で捉え直すこと」の問題例

理科 第４学年 電流の働きについて、習得した知識を日常生活との関わりの中で捉え直すことについて問う問題
○乾電池のつなぎ方を変えると電流の大きさが変わることについて、日常生活との関わりの中で捉え直すことを問う問題
この問題から、知識の習得の状況についてみる。
・習得した知識を日常生活との関わりの中で捉え直すには、自然の事物・現象についてのイメージや素朴な概念などを、既習の内容や生活経験、観察、実験
などの結果から導きだした結論と意味付けたり、関係付けたりして、より妥当性の高いものに更新していくことが必要。

正答例

直列つなぎ
【通過率 41.3％】
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（音楽）

○主に「思考力、判断力、表現力等」の育成に関連し、
・つくった４小節のリズムの特徴について、「伴奏のリズム」「変
化」「くり返し」の言葉を１つ以上使って説明する問題を出題。

【通過率 87.1％】

つくったリズムの特徴について言葉で表す問題例
（別紙１参照）

○音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図る言語活動の充実
○我が国や郷土の音楽のよさなどを味わえるようにする学習の充実

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

第６学年 歌唱共通教材「こいのぼり」
○主に「思考力、判断力、表現力等」の育成に関連し、
・他者の考えた表現の工夫について、その根拠を音楽を聴いたり楽
譜を見たりして、旋律の特徴や曲全体の構造と関わらせて考え言
葉で表す問題を出題。

【通過率 46.3％】

音楽を聴いたり楽譜を見たりして、音楽表現の工夫につ
いての根拠を考え言葉で表す問題例（別紙３参照）

○音楽を聴いたり楽譜を見たりして旋律やリズムなどの特徴を捉えること、
つくったリズムの特徴や、我が国や郷土の音楽（曲や演奏）のよさなどを
言葉で表すことについては、相当数の児童ができている。

○音楽を聴いたり楽譜を見たりして、音楽表現の工夫についての根拠を曲全
体の構造と関わらせて考え言葉で適切に表すこと、音楽を形づくっている
要素を聴き取り楽譜と結び付けることなどについては、課題があると考え
られる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

〇指導上の改善点
・曲全体を捉えて、音楽表現を工夫したり曲や演奏のよさなどを味わって
聴いたりするために、音楽を形づくっている要素を聴き取り、感じ取っ
たことと関わらせて考え言葉で表したり、楽譜と結び付けて音符や記号、
用語を理解したりする指導を一層充実する。

・音楽を形づくっている要素を思考・判断のよりどころとした学習活動を
通して、実感を伴って「知識」を習得したり、必要性を感じながら「技
能」を習得したりできるような指導の充実を図る。

・生活や社会の中の音や音楽との関わりを深めるために、教科等横断的な
視点を含め、音楽科の特性を生かしたカリキュラムの充実を図る。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト 小学校/音楽）

○主に「思考力、判断力、表現力等」の育成に関連し、
・民謡「ソーラン節」を聴き、曲や演奏のよさについて考え言葉で
表す問題を出題。

【通過率 80.3％】

民謡の曲や演奏のよさについて言葉で表す問題例
（別紙２参照）
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【
別紙１（問題例）

つくったリズムの特徴について言葉で表す問題例
音楽 第６学年 音楽づくり

・６Ａ２（音源を用いた問題） 参考：導入部分と(2)
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【
別紙１続き（問題例）

【通過率 87.1％】

(3)の正答例（(2)でつくったリズム：８・４・３・５）
伴奏のリズムとは全ての小節でリズムが変わるようにして、前半ははずむ
ように、後半は伸ばすように変化させた。「８」と「４」では「ドッコ」
というリズムをくり返した。

つくったリズムの特徴について言葉で表す問題例（続き）
音楽 第６学年 音楽づくり

音楽科 第６学年 Ａ表現(3)音楽づくりア(ｱ) 即興的に表現すること
を通して、音楽づくりの様々な発想を得ることについて問う問題

○Ａ２(3) つくった４小節のリズムの特徴について、「伴奏のリズム」「変化」
「くり返し」の言葉を１つ以上使って説明する問題
このような問題から、音楽づくりの活動を通した思考力、判断力、表現力等の育成
の状況について測る。
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【通過率 80.3％】

別紙２（問題例）

(4)の正答例
「は～どっこい」という合いの手にいきおいがあって、歌声も明るく、と
ても明るい気持ちになるし、おうえんしているかんじがするから。

民謡の曲や演奏のよさについて言葉で表す問題例
音楽 第６学年 鑑賞

音楽科 第６学年 Ｂ鑑賞(1)ア 鑑賞についての知識を得たり生かし
たりしながら、曲や演奏のよさなどを見いだし、曲全体を味わって聴く
ことについて問う問題

○音源を用いて民謡「ソーラン節」を聴き、曲や演奏のよさについて考え言葉で表
す問題
このような問題から、鑑賞の活動を通した思考力、判断力、表現力等の育成の状況
について測る。
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音楽を聴いたり楽譜を見たりして、音楽表現の工夫についての根拠を考え言葉で表す問題例
音楽 第６学年 歌唱

【
別紙３（問題例）

【通過率 46.3％】

(3)の正答例
３段目の後半から、だんだん音が高くなり、４段目のはじめの音
が、この曲の中で一番高い音になっているから。

音楽科 第６学年 Ａ表現(1) ア 歌唱表現についての知識や技能を得
たり生かしたりしながら、曲の特徴にふさわしい表現を工夫し、どのよ
うに歌うかについて思いや意図をもつことについて問う問題
○他者の考えた表現の工夫について、その根拠を音楽を聴いたり楽譜を見たりして、
旋律の特徴や曲全体の構造と関わらせて考え言葉で表す問題
このような問題から、歌唱の活動を通した思考力、判断力、表現力等の育成の状況
について測る。
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（図画工作）

○「思考力、判断力、表現力等の育成」に関連し、コンパスの働き
を基に想像したことから、生き物について発想や構想をする問題
を出題。    【通過率 88.7％】

「想像したことから表したいことを見付けること 」の問題例
（別紙１、２参照）

○生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力の育成を一層重視
・「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導内容の明確化
・第５、６学年で、鑑賞の対象に「生活の中の造形」を位置付ける
・表現や鑑賞の活動で共通に必要となる資質・能力〔共通事項〕の改善

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

【

○「思考力、判断力、表現力等の育成」に関連し、『昌平橋聖堂神
田川』を鑑賞して、雨がやみそうだと感じた理由を雨、雲、空以
外の形、色、動きを基に説明する問題を出題。

【通過率 53.3％】

「我が国の親しみのある美術作品の表現の意図や特徴に
ついて感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を
深めること 」の問題例（別紙４参照）

○想像したことから表したいことを見付けることは相当数の児童ができている。
○生活の中の造形の造形的なよさや美しさについて感じ取ったり考えたりし、自
分の見方や感じ方を深めることは相当数の児童ができている。

○我が国や諸外国の親しみのある美術作品、生活の中の造形の表現の意図や特徴
について感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めることに課題が
あると考えられる。

○表現方法に応じて材料や用具を活用すること、形や色などの造形的な特徴であ
る、動き、奥行きを理解することに課題があると考えられる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・児童が実際に見たり、触ったりするなどして、様々な感覚を働かせることが
できる活動を設定するとともに、材料や用具の効果や可能性に気付き、思い
に合わせて工夫して表す過程を重視した指導を行う。

・児童が自分のイメージをもちながら、発想や構想をすることを楽しめるよう
題材の設定を工夫するとともに、比べて見る、対象を自分で選ぶなど、発達
の段階や特性を踏まえた多様な鑑賞の活動を経験できるようにする。

・児童がよりよい未来や生活への夢や願いをもったり想像したりすることを大
切にし、感性を働かせ、つくりだす喜びを味わえるようにする。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト、実技 小学校/図画工作）

○「思考力、判断力、表現力等の育成」に関連し、自分が選んだカ
レンダーの絵から感じ取ったことを、絵に表された対象の形や色
などを基に説明する問題を出題。    【通過率 81.4％】

「生活の中の造形の造形的なよさや美しさについて感じ
取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めること 」
の問題例（別紙３参照）

○「技能の習得」に関連し、カッターナイフを活用し、表したいこ
とに合わせて切り抜いたり切り起こしたりして工夫して立体に表
す問題を出題。    【通過率 68.3％】

「表現方法に応じて材料や用具を活用すること 」の問題例
（別紙５参照）
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・
・

「想像したことから表したいことを見付けること 」の問題例 【

※問題画像を貼付

別紙１（問題例）

図画工作 第６学年 コンパスの働きを基に想像したことから、生き物について発想や構想をする問題
この問題から、「思考力、判断力、表現力等（発想や構想）」が育成されている状況について調査した。
○配付されたコンパスを実際に動かして、コンパスの働きを確かめながら想像したことから表したいことを見付け、主題をどのように表すかについて考えることができる。
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・
・

「想像したことから表したいことを見付けること 」の問題例 【

※問題画像を貼付

別紙２（問題例）

条件② 正答例
コンパスの働き（円をかく、線をかく、

長さを測り取る、閉じたり開いたりする、
回る、針を刺す、穴をあける）を基に想
像し、生き物の発想や構想をしているこ
とが絵から分かる。

条件②【通過率 88.7％】
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・
・

「生活の中の造形の造形的なよさや美しさについて感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めること 」の問題例 【

※問題画像を貼付

別紙３（問題例）

図画工作 第６学年 自分が選んだカレンダーの絵から感じ取ったことを、絵に表された対象の形や色などを基に説明する問題
この問題から、「思考力、判断力、表現力等（鑑賞）」が育成されている状況について調査した。
○自分たちの教室で使ってみたいカレンダーを選び、見る人のことを考えながら全体の印象について感じ取るとともに、そう思った理由について絵に表された対象の形、色、形や色の組み合
わせなどを根拠に考えることができる。

②正答例
Ａ楽しい感じ：大きさの違うチョウがかかれていて、空を
舞っているようだから など

B ゆったりとした感じ：タンポポがだんだん小さくかかれて
いて奥に広がりを感じるから など

C にぎやかな感じ：風船や汽車が鮮やかな色でかかれている
から など

②【通過率 81.4％】
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・
・

「我が国の親しみのある美術作品の、表現の意図や特徴について感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を
深めること」の問題例

【別紙4（問題例）

図画工作 第６学年 『昌平橋聖堂神田川』を鑑賞して、雨がやみそうだと感じた理由を雨、雲、空以外の形、色、動きを基に説明する問題
この問題から、「思考力、判断力、表現力等（鑑賞）」が育成されている状況について調査した。
○２枚の絵を比べたり、じっくり見たりして、次郎さんが雨が止みそうに感じた理由について絵の中から着目する対象を自分で選び、その形や色、動きなどを根拠に考えることができる。

②【通過率 53.3％】

②正答例 ・山：明るい緑色で、日の光が当たっているようだから。
・鳥：連なって森から飛び立っているようだから。
・木：緑がはっきりと見えているから。
・人：姿勢がまっすぐでゆっくり歩いているように見えるから。
など
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・
・

「表現方法に応じて材料や用具を活用すること」の問題例 【別紙５（問題例）

図画工作 第６学年 カッターナイフを活用し、表したいことに合わせて切り抜いたり切り起こしたりして工夫してタワーに表す問題
この問題から、「技能」が習得されている状況について調査した。※実技調査においては、調査の設計上、調査対象数（学校数・児童数）が限定されている
○紙を材料に使って自分が表したいと思ったタワーを立体に表す際、表したいことに合わせて適切な用具を選び、効果や可能性を確かめ、生かして使うことができる。

条件②【通過率 68.3％】
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（家庭）

○学習指導要領における指定題材である青菜とじゃがいもについて、
適切にゆでる方法を理解しているかを確認するための問題を出
題。

＜ほうれんそうのゆで方＞
①ふさわしいゆで方の選択／その理由の説明

【通過率 選択：70.2％ 説明：28.3％】
②ゆでた後の冷まし方の選択／その理由の説明

【通過率 選択：54.0％ 説明：12.0％】
＜じゃがいものゆで方＞
③ふさわしいゆで方の選択／その理由の説明

【通過率 選択：60.0％ 説明：17.7％】
④ゆでた後の冷まし方の選択／その理由の説明

【通過率 選択：55.7％ 説明：12.8％】

「日常生活に必要な『知識及び技能』の習得 」の問題例
（別紙２参照）

○日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能の確実な定着を図るため
の内容を充実

○知識及び技能を活用しながら、家族や家庭、衣食住、消費や環境など身近
な生活の課題を解決するための内容を充実

○生活の中から問題を見いだし、課題を設定し、解決方法を検討し、計画、
実践、評価・改善するという一連の学習過程を重視

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○生活の中から見いだした問題に対して、解決すべき課題を設定す
る力が育成されているかを確認するための問題を出題。

環境に配慮した生活を営むために、物の使い方や捨て方などの問
題（生活の中にある「もったいないこと」）に対して、ふさわし
い課題を選択する。 【通過率 84.0％】

「身近な生活の課題を解決するために必要な『思考力、
判断力、表現力等』の育成」の問題例（別紙１参照）

○身近な生活の課題を解決するために必要な「思考力、判断力、表現力等」
の育成については、具体的な生活場面をイメージして解答する出題に対し
て、日常生活を見つめ、物の使い方などの問題を見いだし、解決すべき課
題を設定することについては、相当数の児童ができている。

○日常生活に必要な「知識及び技能」の習得については、材料に適したゆで
方等に関する事実的な知識の習得に加え、学習内容の本質を深く理解する
ための概念としての習得にも課題があると考えられる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・日常生活に必要な知識及び技能の確実な習得のために、実践的・体験的
な活動を通して、生活事象の根拠などについて実感を伴った理解を深め
られるよう、指導の工夫を図る必要がある。

・既習の知識及び技能や生活経験を基に具体的な生活場面をイメージする
中で、解決すべき課題を設定できるよう指導を工夫し、引き続き問題解
決的な学習の充実を図る必要がある。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト 小学校/家庭）
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「身近な生活の課題を解決するために必要な『思考力、判断力、表現力等』の育成」の問題例

【

【通過率 84.0％】

別紙１（問題例）

家庭 第５学年及び第６学年 内容Ｃ(2)イ 環境に配慮した生活について物の使い方などを考え、工夫することについて問う問題
○生活の中から見いだした問題に対して、解決すべき課題を設定する力が育成されているかを確認するための問題
・出題文中にある「生活の中にある『もったいないこと』」（日常生活の中から見いだした問題）に対して、取り組むべきふさわしい課題を選択できたかどうかを確認するための
出題とした。

【正答】

３
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・「日常生活に必要な『知識及び技能』の習得」の問題例

【

①選択【通過率 70.2％】 説明【通過率 28.3％】
②選択【通過率 54.0％】 説明【通過率 12.0％】
③選択【通過率 60.0％】 説明【通過率 17.7％】
④選択【通過率 55.7％】 説明【通過率 12.8％】

別紙２（問題例）

家庭 第５学年及び第６学年 内容Ｂ(2)ア(ｴ) 材料に適したゆで方、いため方を理解し、適切にできることについて問う問題

○学習指導要領における指定題材である青菜とじゃがいもについて、適切にゆでる方法を理解しているかを確認するための問題
・学習指導要領では、ゆでる調理における理解を促すために青菜とじゃがいもを指定題材としていることから、ほうれんそうとじゃがいものふさわしいゆで方（ゆでる手順のうち、
ゆで方、冷まし方を取り上げた）を確認するための出題とした。

・①～④の選択（事実的な知識）に正答した場合であっても、選んだ理由を正しく記述できていない児童が多かった。その理由を適切に説明できるようにすることが、個別の事実的な
知識を概念として習得するために重要であり、他の材料の「ゆで方」「冷まし方」の理解につながると考えられる。

①選択 ①説明

②選択

③選択

④選択

③説明

②説明

④説明

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｄ

ふっとうした湯でゆでた方
が色がきれいだから

水につけた方が速く冷ます
ことができるから

ふっとうした湯でゆでると
表面だけ速く加熱されてし
まうから

水につけると水っぽくなっ
てしまうから

【正答】 【正答例】
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（体育科(運動領域)）

○今回の学習指導要領改訂により、「共生」の視点が新たに示さ
れた。

○「学びに向かう力、人間性等」に関連し、共生の理解を問う問
題を出題。 【通過率 90.6％】

※本調査は、「学びに向かう力、人間性等」に関する理解度を把握するものであること
に留意が必要である。

「互いの動きや考えのよさを認め合うこと 」の問題例（別紙１参照）○「知識及び技能」として、知識を技能と関連付けて示す。
○「思考力、判断力、表現力等」として、表現力を新たに示す。
○「学びに向かう力、人間性等」として、従前に引き続き内容を示すと
ともに、共生の視点を新たに示す。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○互いの動きや考えのよさを認め合うことのように運動やスポーツの価
値である、公正、協力、責任、参画、共生、健康・安全等に関する態
度の理解については、相当数の児童ができている。

○体ほぐしの運動の目的の理解や、クロールにおける自己の能力に適し
た課題の解決の仕方を工夫することに関する思考力、判断力について
は課題があると考えられる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・体ほぐしの運動の目的や必要性について、教師が理解し、授業にお
いて丁寧に言葉で児童に説明したり、活動を通して理解できるよう
にしたり、活動後に価値付けたりするなどして、その意味を児童が
理解できるようにする。

・クロールの呼吸の仕方に関する課題に応じた様々な練習方法につい
て、教師が理解し、授業において適切に児童に提示することが求め
られる。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト 小学校/体育科（運動領域））

「 体ほぐしの運動の目的を理解すること」の問題例（別紙２参照）

〇前回調査では、体ほぐしの運動の目的の理解に課題があると考
えられた。

○「知識及び運動」に関連し、体ほぐしの運動の目的を理解する
ことを問う問題を出題。 【通過率 37.3％】

「クロールの自己の能力に適した課題の解決の仕方を工夫する
こと」の問題例（別紙２参照）

○前回調査では、クロールの自己の能力に適した課題の解決の仕
方の思考・判断に課題があると考えられた。

○「思考力、判断力、表現力等」に関連し、課題の解決の仕方を
工夫することの理解を問う問題を出題。 【通過率 38.5％】
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「互いの動きや考えのよさを認め合うこと 」の問題例

【通過率 90.6％】

体育科 第６学年 （３）互いの動きや考えのよさを認め合うことの理解を
問う問題
この問題から、運動やスポーツの価値の一つである共生に関する「学びに向かう力、人
間性等」の理解度を測る。
○互いの動きや考えのよさを認め合うことの大切さを理解していることが必要。

３

別紙１（問題例）
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「 体ほぐしの運動の目的を理解すること」の問題例

別紙２（問題例）

【通過率 37.3％】４

「クロールの自己の能力に適した課題の解決の仕方を工夫する
こと」の問題例

【通過率 38.5％】

体育科 第６学年 （２）クロールの自己の能力に適した課題の解決の仕方を
工夫することを問う問題
この問題から、自己の能力に適した課題の解決の仕方を工夫する「思考力、判断力、表現力
等」の思考力、判断力の育成の状況を測る。
○課題の解決のために、自己の課題に応じた練習の仕方を理解していることが必要。

体育科 第６学年 （１）体ほぐしの運動の目的の理解を問う問題
この問題から、体ほぐしの運動の目的の一つである、仲間のよさを認め合ったり、関わ
り合ったりすることに関する「知識及び運動」の知識の習得の状況を測る。
○体ほぐしの運動の目的を理解していることが必要。

３
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○「地域の様々な保健活動」を行っている場所を記述する
問題を出題。 【通過率 40.８％】

○「心と体の密接な関係」について、心と体の影響の具体
例を選択する問題を出題。

「体から心への影響」の具体例を選択する問題 (体調がよ
いと「やる気が出る」を選択した児童)【通過率 59.4％】

「心から体への影響」の具体例を選択する問題(不安がある
と「おなかが痛くなる」を選択した児童)

 【通過率 39.1％】

「日常生活において認識しにくい内容」に関する問題例
（別紙３参照）

令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（保健）

○健康によい環境を整えることについての説明から、正し
い説明を選択する問題を出題。 【通過率 93.９％】

○「自転車転倒事故の発生原因となった、人の行動とまわ
りの環境」を選択する問題を出題。

人の行動 【通過率 93.1％】
まわりの環境【通過率 90.7％】

「健康・安全に関する基礎的な内容 」に関する問題例
（別紙１参照）

○生涯にわたって健康を保持増進する資質・能力を育成することができるよ
う、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう
力、人間性等」に対応した目標、内容に改善する。

○自己の健康の保持増進や回復等に関する内容を明確化し、「技能」に関連
して心の健康、けがの防止の内容の改善を図るとともに、運動領域との一
層の関連を図った内容等について改善する。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

「健康の原則や概念と具体的な生活・行動とを結び付けて
思考・判断し、表現する力の育成」に関する問題例

（別紙４参照）

〇「知識及び技能」の習得の観点から、身近な生活における健康・安全に関
する基礎的な内容については、相当数の児童ができている設問があるが、
日常生活において認識しにくい内容については、課題があると考えられる
設問がある。

〇「思考力、判断力、表現力等」の育成の観点から、保健の授業で学んだ内
容を分類・選択することについては相当数の児童ができている設問がある
一方、健康の原則や概念と具体的な生活・行動とを結び付けて考えること
については、課題があると考えられる設問がある。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

〇指導上の改善点
・健康・安全に関する基礎的な内容を踏まえ、日常生活において認識しに
くい内容について、より理解を深めることができるような指導を重視

・生活経験や学習を通してもっている知識と、 保健の授業で新たに学んだ
ことを比較したり、 関連付けたりすることができるような指導を重視

・身近な健康情報から課題を発見し、解決する方法を選択したり、その理
由を説明したりすることができるような指導を重視

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト 小学校/保健）

「授業で学んだ内容を分類・選択すること」に関する問題例
（別紙２参照）
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「健康・安全に関する基礎的な内容 」に関する問題例

【通過率 93.9％】

別紙１（問題例）

体育科（保健領域） 第３学年（１）健康な生活
毎日を健康に生活するために大切なことを整理する問題のうち、室内環境の換気について問う問題

このような問題から、健康を保持増進するために生活環境を整えることについて、定期的に換気することの必要性に関する知識の習得状況を測る。

３
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体育科（保健領域） 第５学年（２）けがの防止
自転車転倒事故の発生の原因を問う問題
交通事故を予防するための原則や概念について習得した知識を活用し、交通事故の事例から具体的な事故の発生の原因となったことを

「人の行動」と「まわりの環境」に分類・選択する問題
このような問題から、危険の予測や回避の方法に関する「思考力、判断力、表現力等」の育成状況を測る。

人の行動 【通過率 93.1％】
まわりの環境【通過率 90.7％】

別紙２（問題例）「授業で学んだ内容を分類・選択すること」に関する問題例

１ ３
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体育科（保健領域） 第６学年（３）病気の予防

「地域の様々な活動」が行われている場所を問う問題

地域における保健に関わる様々な活動を示し、それらの活動が行われてい
る場所を記述する問題
このような問題から、地域で行われている保健に関わる様々な活動につい
て「知識」の習得状況を測る。

【通過率 40.8％】

別紙３（問題例）

保健所、保健センター

「日常生活において認識しにくい内容」に関する問題例

ひろしさんが病気の予防について教科書で調べていると、
地域では人々の健康を守るために、次のような活動を行っ
ていることを見つけました。

【正答例】
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体育科（保健領域） 第５学年（１）心の健康

「心と体の密接な関係」について、「体から心への影
響」と「心から体への影響」を問う問題

心と体の密接な関係に関する原則や概念について習得した知識を基に、
「体から心への影響」の具体例、「心から体への影響」の具体例を選択す
る問題
このような問題から、心と体の関係に関する原則や概念と具体的な影響の
関連について「思考力、判断力、表現力等」の育成状況を測る。

ア【通過率 59.4％】

イ【通過率 39.1％】

別紙４（問題例）

１ ４

「健康の原則や概念と具体的な生活・行動とを結び付けて思考・判断し、表現する力の育成」に関する問題例
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○中学年に外国語活動、高学年に外国語科を導入。小・中・高等学校で一貫
した学びを重視し、高学年で五領域の英語の目標を設定し、音声中心の指
導を行い、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を育成。

令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（外国語）

「日常生活に関する身近で簡単な事柄について短い話を聞いて概要
を捉えること」の問題例（別紙１参照）

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○｢聞くこと｣｢読むこと｣｢話すこと｣｢書くこと｣において、いずれも相当数の
児童ができている設問が多く見られる。

○｢聞くこと｣において、日常生活に関する身近で簡単な事柄について短い話
を聞いて概要を捉えることや、｢読むこと｣において、メモやパンフレット
を読んで概要を捉えたり必要な情報を得たりすること、｢書くこと｣におい
て、音声で十分に慣れ親しんだ語句を自分の気持ちに合わせて語群から選
んだり、例文を参考にしたりして書くことは、相当数の児童ができている。
なお、文を書き写すことに課題がある児童は、外国語の他の技能でも困難
さを抱える場合が多い。

〇｢話すこと[やり取り]｣において、簡単な語句や基本的な表現を用いてその
場で質問したり質問に答えたりして伝え合うことは、相当数の児童ができ
ている。一方で、｢話すこと[発表]｣において、伝えようとする内容を整理
した上で話すことについては、通過率が他の問題より低い。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・平成29年改訂のポイントを踏まえつつ、全ての領域においてコミュニケー
ションを行う目的や場面、状況等を意識した言語活動を通した指導を重視。

・｢話すこと［発表］｣で、伝えようとする内容を整理した上で話すことの
継続的な指導の充実。

・「書くこと」で、表記ルールに留意し、系統的・継続的な指導をより重視。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト 小学校/外国語）

「音声で十分に慣れ親しんだ語句を自分の気持ちに合わせて語群か
ら選ぶなどして書くこと」 「例文を参考に相手に伝わるように自分
を紹介する文を書くこと」の問題例（別紙３参照）

○会話を聞いて、目的を達成するために足りない情報が何かを問う問題を出題
【通過率 89.1％】

〇おすすめの国について書かれたパンフレットを読み、内容に合うイラストを
選ぶ問題を出題 【通過率 86.6％】

○自分のことを相手に知ってもらうために、例文を参考にしながら、相手に伝
わるように自分を紹介する文を書く問題を出題 【通過率 79.5％】

○好きなものなどについて尋ねられたことに答える問題を出題【通過率 94.4％】
○相手のことをよく知るために質問する問題を出題【通過率 85.6％】

○自分のことを相手に知ってもらうために、小学校生活の思い出について自分の考え
や気持ちなどを含めて話す問題を出題
【(知識・技能)通過率 64.0％】 【(思考・判断・表現)通過率 64.7％】

「自分や相手のことについて、簡単な語句や基本的な表現を用いて
その場で質問したり質問に答えたりして伝え合うこと」の問題例
（別紙４参照）

「自分のことについて、伝えようとする内容を整理した上で簡単
な語句や基本的な表現を用いて話すこと」の問題例（別紙５参照）

「メモやパンフレットを読んで概要を捉えたり必要な情報を得たり
すること」の問題例（別紙２参照）

〇I likeに続けて自分の好きなものやことを語群から選ぶなどして書く問題を出題
【通過率 99.0％】

【実技調査（話すこと）】
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「日常生活に関する身近で簡単な事柄について短い話を聞いて概要を捉えること」の問題例

【
別紙１（問題例）

【通過率 89.1％】

外国語 第６学年「聞くこと」 大問４
○会話を聞いて、目的を達成するために足りない情報が何かを問う問題
・簡単な語句や基本的な表現で話される短い会話を、メモを参考にしながら聞いて、話の概要を捉えることが必要。

【ケンタさんとマリア先生の会話】
ケンタ       ：Hello, Maria sensei. We have some

questions. OK?
マリア先生：Sure.
ケンタ ：I like sports. I like P.E.. What subject

do you like?
マリア先生：I like science.
ケンタ ：Me, too. I want to go to India. Where

do you want to go?
マリア先生：I want to go to Brazil.
ケンタ ：Brazil? Why?
マリア先生：I like soccer. I want to watch soccer

games in Brazil.
ケンタ ：Oh, nice. Thank you.

【問題】
１ What sport do you like?
２ Do you like music?
３    What food do you like?

3
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・
・

「メモやパンフレットを読んで概要を捉えたり必要な情報を得たりすること」の問題例

【
別紙２（問題例）

【通過率 86.6％】

外国語 第６学年「読むこと」 大問７(2)
○おすすめの国について書かれたパンフレットを読み、内容に合うイラストを選ぶ問題
 ・音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分かることが必要。

2
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「音声で十分に慣れ親しんだ語句を自分の気持ちに合わせて語群から選ぶなどして書くこと」の問題例

【
別紙３（問題例）

（２）【通過率 99.0％】
（３）【通過率 79.5％】

外国語 第６学年「書くこと」 大問11(2)(3)
○I likeに続けて自分の好きなものやことを語群から選ぶなどして書く問題 (2)
・音声で十分に慣れ親しんだ語句を自分の気持ちに合わせて語群から選ぶなどして書くことが必要。
○自分のことを相手に知ってもらうために、例文を参考にしながら、相手に伝わるように自分を紹介する文を書く問題 (3)
・音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いて、例文を参考に相手に伝わるように自分を紹介する文を書くことが必要。

「例文を参考に相手に伝わるように自分を紹介する文を書くこと」の問題例

【ワードリスト】の例
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・
・

【実技調査】「自分や相手のことについて、簡単な語句や基本的な表現を用いてその場で質問したり質問に答えたりして伝え合うこと」の問題例
【

別紙４（問題例）

外国語 第６学年「話すこと［やり取り］」 大問12(2)(4) ※実技調査においては、調査の設計上、調査対象数（学校数・児童数）が限定されている
○好きなものなどについて尋ねられたことに答える問題 (2)
・自分のことについて、簡単な語句や基本的な表現を用いてその場で質問に答えることが必要。
○相手のことをよく知るために質問する問題 (4)
・相手のことについて、簡単な語句や基本的な表現を用いてその場で質問することが必要。

※ その場で質問をする。
（４）
児童： (例) What animal do you like?  他

※ その場で質問に答える。
（１）
ALT：Hello. I’m 〇〇. What’s your name?

児童：

（２）
ALT：Let’s talk about favorite sports. I like soccer.

Do you like soccer?

児童：

（３）
ALT：Let’s talk about favorite colors.

What color do you like?

児童：

(例) Yes, I do.   他

(例) I like blue.  他

(例) My name is ~.   他

【通過率 94.4％】

【通過率 85.6％】
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・
・

【実技調査】「自分のことについて、伝えようとする内容を整理した上で簡単な語句や基本的な表現を用いて話すこと」の問題例

【
別紙５（問題例）

【(知識・技能)通過率 64.0％】
【(思考・判断・表現)通過率 64.7％】

外国語 第６学年「話すこと［発表］」 大問13
○自分のことを相手に知ってもらうために、小学校生活の思い出について自分の考えや気持ちなどを含めて話す問題
・聞き手に分かりやすく伝わるように、話す内容を選んだり順番を決めたりして話すことが必要。

(例)
My best memory is the school trip.
I saw Osaka castle.  It was cool.
I went to Kyoto.
I enjoyed shopping.  It was fun.  他
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（生活科）－質問調査版－

○具体的な活動や体験を通じて、「身近な生活に関する見方・考え方」を生かし、
自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を育成することを明確化した。

○入学当初において、生活科を中心とした合科的・関連的な指導などの工夫（ス
タートカリキュラム）を行うことを明示した。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○身近な人々、社会及び自然を自分との関わりで捉え、よりよい生活に向けて思い
や願いを実現する生活科の特質を踏まえた授業の質問への肯定的な回答は95％を
上回っており、着実に実施されている。

○幼稚園や保育所等と連携しながらスタートカリキュラムの作成を行うことは、前
回調査の類似質問の結果と比べて改善傾向がみられるが、他の質問と比較して肯
定的な回答は61.6％と低い傾向にある。

○他教科等との関連を図った授業や中学年の各教科等への接続を意識した授業に関
する質問への肯定的な回答は85％を上回っているが、「そうしている」という回
答は30％を下回っており他の質問と比較して低い傾向にある。

〇児童の興味・関心を生かして資質・能力を身に付ける授業が展開されている傾向
が見られるが、「生活や出来事の伝え合い」においては、児童の興味・関心、児
童の身に付けやすさ、共に80％を下回っている。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・スタートカリキュラムの充実を引き続き促すとともに、低学年における教育課
程全体を充実するために、生活科と他教科等との関連を積極的に図るとともに、
中学年以降の教育への接続を意識することが必要である。

・「生活や出来事の伝え合い」の指導では、他者と進んで触れ合い、継続的に交
流する学習活動を充実させることが必要である。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査結果例（オンライン質問調査 小学校/教師）

スタートカリキュラム作成にあたって、幼稚園・認定こ
ども園・保育所と連携し、接続を意識しながらカリキュ
ラムの作成を行っている。
※H24の類似質問「スタートカリキュラム作成にあたって、幼稚園や保育園と連携協力しながら
カリキュラムの作成を行っていますか」との比較。

各内容に対する教師の意識

（参考値）
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（道徳科）－質問調査版－

質問項目（第６学年）「特別の教科 道徳」の目標に係る質問
○道徳の特別の教科化により､「答えが一つではない課題に子供たちが道徳的
に向き合い、考え、議論する」道徳教育へと転換し、児童の道徳性を養う。

○検定教科書を導入。内容について、いじめの問題への対応の充実や発達の段
階をより一層踏まえた体系的なものに改善。

○問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れ、指導方法を工夫。数値に
よる評価ではなく、児童の道徳性に係る成長の様子を認め、励ます個人内評
価（記述式）。

１．平成27年及び平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

質問項目（第６学年）共通質問、特別活動との相関

○教師オンライン質問の「特別の教科 道徳」の目標に係る２種類の質問で
は、肯定的回答が90％以上あった。一方、児童質問紙調査の目標に係る２
種類の質問では、否定的回答の割合が13％から20％程度あった。教師の
指導に関する認識と児童の受け止めに10ポイント以上の差がある。

○「特別の教科 道徳」の児童質問紙調査の項目と、共通質問における自己
肯定感や多様な考え方を理解しようとする態度、成長の実感等に関わる質
問や、特別活動におけるいじめのない学級や学校をつくることに関する質
問との間に相関が見られた。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・「内面的資質としての道徳性を主体的に養っていく時間」という道徳科の
特質や目標を踏まえ、より一層「考え、議論する道徳」の質的充実を図っ
ていく必要がある。

・道徳科の指導の積み重ねと、児童の自己肯定感や多様な考えを理解しよう
とする態度、いじめの未然防止に関する認識等については関係が深いと考
えられることから、引き続き、道徳科を要とした道徳教育について、内容
項目の相互の関連性や、学年段階ごとの発展性を考慮して指導を行ってい
くことが重要である。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査結果例（質問調査 小学校 道徳科）

・よりよく生きるために大切なことを、自分の生活を見つめて考えている
・児童が道徳的価値の理解を基に、自己を見つめられるような授業を行っている

・よりよく生きるために大切なことを、いろいろな見方や立場で考えている
・児童が道徳的な問題を、多面的・多角的に考えられるような授業を行っている

（共通）自分とちがう考えを理解しようと努める  
（特別活動）（特別活動において）みんなで協力して活動する

ことで、いじめのない学級や学校をつくることができる

0.44

（
道
徳
に
お
い
て
）
よ
り
よ

く
生
き
る
た
め
に
大
切
な
こ

と
を
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方
や

立
場
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え
て
い
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(
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徳
に
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問
題

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
き
ま
り
、

自
然
を
守
る
こ
と
な
ど
を
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え

て
い
る

肯定的回答

否定的回答0.52

肯定的回答

否定的回答 相関係数 相関係数
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（外国語活動）－質問調査版－

○指導上の改善点
・平成２９年改訂のポイントを踏まえつつ、コミュニケーションを行う目
的や場面、状況等を意識した言語活動を通した指導を重視。

・高学年での外国語科の学習につながるように、中学年において自分の考
えや気持ちなどを伝え合ったり発表したりする言語活動を引き続き十分
に行い、音声に慣れ親しませるとともに、英語を使ってコミュニケー
ションを図る楽しさを体験させることを重視。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査結果例（質問調査 小学校/外国語活動）

○中学年に外国語活動、高学年に外国語科を導入。小・中・高等学校で一
貫した学びを重視し、中学年で三領域の英語の目標を設定し、音声中心
の指導を行い、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

〇児童質問紙調査では、英語の学習について肯定的な回答の割合が高い。ま
た、「英語の学習が好きだ」については学年を経るごとに下がる傾向があ
るが、｢今後もっと、英語を聞いて相手の言いたいことがわかったり、英
語で自分の考えや気持ちなどを伝え合ったり発表できるようになりたい｣
という英語を学ぶことへの意欲はどの学年でも高く、第６学年では、第５
学年よりも増加する。「英語の授業がわかる」については、高学年で肯定
的な回答の割合が増え、第６学年で最も高い割合になる。

○教師オンライン質問調査では、全ての項目で肯定的な回答の割合が高い。
しかし、考えや気持ちなどを伝え合ったり発表したりする活動については、
教師の指導に関する認識と児童（第４学年）の受け止めに差がある。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

・英語の学習が好きだ

・今後もっと、英語を聞いて
相手の言いたいことがわか
ったり、英語で自分の考え
や気持ちなどを伝え合った
り発表できるようになりた
い

［児童］
・英語の授業で、自分のことに
ついて考えや気持ちなどを英語
で伝え合ったり発表したりしよ
うとしている

【児童質問紙調査】

［教師］
・英語の授業で、児童が互いの
考えや気持ちなどを伝え合っ
たり発表したりする活動をし
ている

（参考）

（参考）

・英語の授業がどの程度わか
りますか

（参考）
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（総合的な学習の時間）－質問調査版－

自分の考えを相手や目的に合
わせて、分かりやすくまとめ
たり発表したりしている。

○総合的・横断的な学習を通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えて
いくための資質・能力を育成することを目指すことを明確化。

○探究の過程（「課題の設定」、「情報の収集」、「整理・分析」、「まとめ・表
現」）のうち、「整理・分析」、「まとめ・表現」に課題が見られたことを踏ま
え、言語により分析し、まとめたり表現したりする学習活動（「考えるための技
法」の活用を含む。）等を明確化。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○児童質問紙調査では、前回調査で課題とされていた「整理・分析」「まとめ・表
現」は、今回調査では肯定的な回答がそれぞれ70％以上である。

○「課題の解決に向けて、友達や地域の人と進んで関わっている」ことについて肯
定的な回答が70％を下回っており、他より低い傾向にある。

○教師オンライン質問調査では全体的に肯定的な回答が80％以上であるが、資質・
能力の育成に向けた指導計画の位置付けや指導と評価の一体化に関する質問では
「そうしている」という回答が30％を下回っている。

○４年生以上の児童においては、「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」
の学習過程について肯定的に回答している児童と多くの教科のペーパーテストの
平均通過率等との相関が見られる。

○総合的な学習の時間の全質問項目と共通質問における自己肯定感、協働、粘り強
く課題に取り組む態度に関わる質問との相関が見られる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・課題の解決に向けて、他者と協働して主体的に学ぶことや、地域と連携した学
習活動を積極的に取り入れることを促す。

・よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成す
るために指導と評価の一層の充実を図る。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査結果例（質問調査 小学校/児童）

集めた情報を比べたり、分
けたり、つなげたりしなが
ら、整理して考えている。

相関係数
0.50

第6学年の総合的な学習の時間の質問と粘り強く課題
に取り組む態度に関わる質問との相関※他学年も同様
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53.3%
60.1%

31.3%
54.5%

48.7%
50.3%

32.6%
31.8%

40.2%
34.9%

39.5%
33.3%

9.7%
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20.2%
7.8%
9.0%

10.8%

4.4%
2.1%

8.3%
2.9%
2.8%

5.6%

⑥

⑤

④

③

②

①

〇自発的、自治的な活動である学級会の取組に関する質問（第6学年）

○育成を目指す資質・能力の視点の６項目の質問のうち、５項目については児童の肯定的な回答が

80％を超えている。ただし、「社会参画」に関する質問である「自分のがんばりで学級や学校

をよりよくすることができる」についての肯定的な回答は70％程度であった。

○学級活動に積極的に取り組んでいる児童は、自己肯定感や自他理解、協働、粘り強く取り組む態

度に関する項目について肯定的な回答をする傾向が見られた。また、96％以上の教師と80％以

上の児童が、特別活動について、いじめの未然防止などに役立つと感じている。しかし、自発

的、自治的な活動である学級会の取組状況についての肯定的な回答は、教師が90％程度であっ

たのに対し、児童は60～70％程度であった。

○キャリア形成につながる、目標をもって実践する活動の取組について、90％以上の教師が肯定的

な回答をしている。一方、「そうしている」と強く肯定する教師は30％を下回っており、他の

項目と比較してやや低い傾向にある。

令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（特別活動）－質問調査版－

質問項目（第６学年）○育成を目指す資質・能力の視点「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」を踏まえて
目標及び内容を整理し、各活動及び学校行事で育成する資質・能力を明確化。特に自治
的能力や主権者として積極的に社会参画する力を重視。

○学級活動における児童の自発的、自治的な活動を中心として学級経営の充実を図る際に、
いじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図ることを明記。

○学校教育全体で行うキャリア教育の要としての役割を果たすことを明確化。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント ４．調査結果例（質問調査 小学校 特別活動）

 ① みんなで協力して活動することで、いじめのない学級や学校をつくることができる
 ② ちがいを認め合い、みんなと共に生きていく力がつく
 ③ みんなで話し合うことで、学級や学校の生活を楽しくできる
 ④ 自分のがんばりで学級や学校をよりよくすることができる
 ⑤ めあてを決めて努力することは、自分の将来に役立つ
 ⑥ 自分のよいところや得意なことを、生かしたり伸ばしたりすることができる

教師 学級会の議題について、児童の思いや願いを生かして選定できるように指導している
児童 学級会で話し合いたいこと（議題）を見つけている

2．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点

・資質・能力の視点「社会参画」に関する課題を踏まえ、特別活動において「自分のがんばりで

学級や学校をよりよくすることができる」と実感できるように活動の充実や指導の改善を図る。

・いじめの未然防止などに対して、多くの教師と児童が特別活動が役立つと感じていることか

ら、さらなる指導の充実が求められる。

・学級活動の「（３）一人一人のキャリア形成と自己実現」の授業について、話合いや「キャリ

ア・パスポート」を意思決定に生かし、「自己実現」へとつなげることができるようにする。

3．２の調査結果を踏まえた改善の方向性

〇「特別活動」で育成を目指す資質・能力の視点に関する質問

人間関係
形成

自己実現

社会参画

（共通）「自分にはよいところがある」 （共通）「自分とちがう考えを理解しようと努める」〇
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学校質問調査の概要

【小学校（令和４年度）・中学校（令和５年度）学習指導要領実施状況調査について
(教育課程全体に係るアンケート調査)

● 調査実施校：小学校 1,170 校 中学校  1,356 校

● データを見るにあたって

〇グラフに示した各項目の割合（%）は、そのように回答した学校に在籍する特定学年*の児童生徒の割

合を示している（学校単位の集計ではないことに注意）。

 *小学校は6年生の児童、中学校は３年生の生徒で集計

例：「育成を目指す資質・能力や目指す児童・生徒像の明確化・具体化」が「十分実現できている」

と回答した学校に在籍する小学校６年生児童の割合が40.7%、中学校３年生の割合が42.8%

〇中学校調査は、令和5年11月～令和6年3月に実施しており、学校の学習環境への新型コロナ感染症の影

響が小学校調査時と比べて少なくなっていることが考えられる。
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1. カリキュラム・マネジメントの実現状況
あなたの学校では、次の各項目について、どの程度実現できていると思いますか
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2. 教育の質の向上
あなたの学校では、次の各項目について、どの程度実現できていると思いますか 
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3. 資質・能力の育成、授業改善の取組
あなたの学校では、次の各項目について、どの程度実現できていると思いますか
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4. 接続・連携
  あなたの学校では、次の各項目について、どの程度実現できていると思いますか
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5. 学習指導要領の趣旨・内容の実現に向けて取り組んだことによってどのような変容がありましたか
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6.あなたの学校では、学習指導要領の趣旨・内容の実現に向けて課題となっているのはどのようなことですか
学校調査（小学校・中学校）と教師調査（小学校）の回答比較

項　　　　 　 目 小学校 中学校 小学3年担任小学4年担任小学5年担任小学6年担任

教職員の多忙化 73.1% 78.3% 72.2% 72.7% 72.3% 72.0%
必要な人員の確保（支援員など） 72.4% 62.1% 63.1% 62.5% 63.4% 61.8%
教職員の研修時間の確保 57.2% 51.3% 45.8% 47.6% 47.4% 48.5%
教員の指導力向上 49.0% 47.8% 55.5% 50.5% 50.2% 49.1%
特別な配慮を必要とする児童・生徒（障害のある児童・生徒）への指導体制 45.0% 35.0% 42.1% 40.1% 40.0% 30.9%
保護者への対応 34.8% 34.1% 39.1% 39.0% 40.8% 37.2%
特別な配慮を必要とする児童・生徒（日本語の習得に困難のある児童・生徒、不登校児童・生徒等）への指導体制 32.9% 34.4% 23.6% 25.6% 26.3% 21.8%
新型コロナウイルス感染症への対応 30.3% 3.6% 32.0% 29.7% 31.8% 29.8%
教材や学習活動に照らした評価方法の開発・改善 27.4% 35.4% 22.1% 20.2% 22.3% 18.1%
教育課程の編成・実施・評価・改善のサイクルの定着 23.8% 28.3% 24.8% 22.0% 21.4% 20.9%
外部人材・機関との連携 22.3% 22.0% 15.0% 12.4% 11.0% 11.1%
学習指導要領の趣旨に対する教職員の理解 20.9% 25.2% 30.2% 30.4% 29.7% 27.7%
記録や報告書等の文書作成・管理 20.2% 19.0% 29.4% 27.1% 30.4% 29.0%
教育環境、教材・教具の整備 19.8% 22.4% 29.9% 29.2% 29.7% 24.3%
通信ネットワーク環境の整備 18.4% 24.8% 19.1% 17.2% 20.2% 17.8%
学習評価の基本的な方針の策定・改善 16.8% 23.9% 18.5% 17.4% 17.4% 17.6%
本校で育成を目指す資質・能力の明確化 15.2% 15.2% 30.4% 26.1% 26.0% 21.7%
研究・研修など校内の組織的な体制 12.8% 20.9% 16.0% 14.0% 13.7% 13.9%
教職員間のコミュニケーションや協働 12.7% 18.7% 15.5% 11.1% 4.6% 14.6%
授業時数の確保 9.8% 18.4% 21.3% 17.8% 28.7% 18.9%
教職員の学校の経営方針への理解・協力 9.5% 12.9% 11.6% 8.2% 10.7% 9.0%
管理職のリーダーシップ 5.0% 8.0% 13.7% 9.1% 11.9% 8.3%
その他 1.0% 1.4% 1.5% 0.9% 0.7% 2.3%
特に課題となっていることはない 0.2% 0.3% 1.0% 0.7% 0.7% 0.6%
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7. 今回の学習指導要領の改善事項に関して、あなたの学校での教育課程や学習指導の改善に与えた効果
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8. 学校教育法施行規則に定める標準授業時数について、あなたの学校において、教育課程編成に係る学校の裁量を広げることについて
どう思いますか。

8-2【「賛成」の回答者への質問】取り組んでみたいと思うことについて、当てはまるものを全て選んでください。
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